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　　　　　　午前 10 時 00 分　開会

○議長（堀本博行君）　ただいまから、継続市議会定例会を開会いたします。

　　本日の議事は、お手元に配付しております議事日程第４号により行います。

　　日程第１により、昨日に引き続き一般質問を行います。

　　通告の順序により発言を許可いたします。

○ 14 番（市原隆生君）　後ろから声援をいただいて、しっかり頑張ってまいります。６月議

　会は、毎年そうなのでしょうけれども、執行部の方の中では初めて答弁に立たれる方があっ

　て、大変緊張されているというお話もお聞きします。私もここに緊張感を持って立ってお

　りますけれども、なるべくリラックスをして、ただ内容については市民福祉また生活が向

　上するようにしっかりと頑張ってまいりたいというふうに思っておりますので、どうかよ

　ろしくお願いいたします。

　　質問の通告の順番に従って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

　　初めに、市営住宅の建てかえ計画についてということで上げさせていただいております。

　　市営住宅も徐々にリニューアルをして、建てかえが進んでおりますけれども、なかなか

　進んで……、入居者の方が全員退去されてから進めていくということでもあるようですか

　ら、なかなか進んでいかない部分もあるようです。ただ人口減少社会という中で別府市内

　の人口自体も少なくなっていく中で、これからの市営住宅の施策というのはなかなか難し

　いものがあるのではないかというふうにも思っております。

　　そういった中で、やはり老朽化した住宅をそのままで使っていくことができないという

　ことで、これからの計画、建てかえの計画ということも進められているところであります

　けれども、この市営住宅、これからのあり方、建てかえ計画、これからどのように進めら

　れていくのか。まず最初に、この点からお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。

○建築指導課参事（豊田正順君）　お答えをいたします。

　　別府市公営住宅等長寿命化計画におきまして、現在の管理戸数 2,567 戸を平成 37 年度

　までに約 2,300 戸程度に削減することとなっております。これに従いまして、住みかえ間

　近の住宅及び用途廃止をされた住宅につきましては、他の住宅への住みかえのあっせんを

　行いながら、新規入居者の募集を停止しており、結果としまして入居の世帯が減少をして

　いる状況でございます。

○ 14 番（市原隆生君）　部屋の数を減らしていくということは、これからそうなのかなとい

　うふうにも思っております。その中で１棟、何軒か入れる住宅があるわけですけれども、

　その中で徐々に退去されていく中で新たな募集をしないということで、その棟を空かして

　いくという手順になっているかというふうに思います。ただ私が聞くところによりますと、

　この１つの棟の入居者が全員おられなくなるまでの間、その棟を維持管理していく費用と

　いうものがかかるわけですけれども、その扱いについていかがなものかというような声を

　聞いているところがございます。これは別府市が計画的に進めていることでありますので、

　その辺、別府市もある程度の計画に対しての費用負担ということも考えておられることと

　は思いますが、入居者の方に余分な負担がかからないようにという配慮も必要ではないか

　というふうに思っております。

　　これは、今回この問題提起させていただくに当たりまして、ちょっと早急な部分があっ

　たかと思いますので、当局のお答えをまずお聞きをしたいと思いますけれども、そこにつ

　いてお答えをまずお願いいたします。

○建築指導課参事（豊田正順君）　お答えをいたします。

　　入居者の方が使用しました電気代、あと浄化槽の維持管理費などの共益費につきまして

　は、原則入居者の方に負担をお願いしております。しかしながら、今後、御指摘の住宅入

　居者の方からの状況をお伺いし、県や他市、同様の事例につきまして調査をいたしまして、
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　対応方法を検討したいというふうに考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　この今回の質問では余り深くお話ししませんけれども、本当に入居

　者の方に不当な、「不当な」ということはよくないと思いますけれども、余分なこの費用

　の負担というものがかからないように、しっかり精査をして対応してあげていただきたい

　というふうに思っております。やはりこの市の政策として老朽した棟に関しては、新たな

　入居者を募集しないという方向でやっているわけでありますから、部屋が埋まっていない

　というのは、当然そこに入居者の方を入れないようにしているとか、そういう問題でもあ

　りません。そこはきちっとやっていただきたいというふうに思います。

　　今回はこの程度にしておきたいと思いますけれども、その中でなかなか計画で老朽化し

　てきた市営住宅の棟を、計画的に入居者の方が全員いなくなって、その後にこの建物を崩

　して新たな市営住宅の建設を計画しているということでありますけれども、なかなか退去

　されないで１軒２軒残ってというところも多いのではないかというふうに思っておりま

　す。そういった中で当初立てた計画が、なかなかその計画どおりに運んでいかない部分

　もあるかというふうに思います。そういったところで、新たな市営住宅の戸数が確保でき

　ないというようなときに、ある市なんかでは、民間の空いているアパートを借り上げてみ

　なし市営住宅のような形にして利用しているところもあるかというふうに聞いておりま

　す。こういったところ、別府市内におきましても、結構民間のアパートが空いているとい

　うことがありますから、市営住宅を今後さらに部屋数をふやしていくという方向にはいか

　ないというのは、この民間のアパートの余っている戸数に照らしても、それは当然のこと

　かなというふうにも思っておりますけれども、この余っているアパートの部屋を利用して、

　市営住宅としての扱いをしていくというような考え方はないのでしょうか。その点をお尋

　ねしたいと思います。

○建築指導課参事（豊田正順君）　お答えをいたします。

　　議員御指摘のいわゆる借り上げ住宅につきましては、用地取得費が課題となる大都市部

　においては先行事例がございます。本市におきましては、短期間での制度利用を考えてお

　りまして、建てかえ時に制度利用が可能か調査をしたいというふうに考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　やはり別府市内、高齢者の方が年金をいただきながら結構ぎりぎり

　の線で生活されているという方もよくお聞きをします。そういったなかなか住宅にお金を

　かけられないというような事情もありますので、ぜひともそういう安く入居できる住宅の

　提供ができるというふうにおきましては、今後そういったことも考えていただけたらとい

　うふうに思いますけれども、今回はこの程度にして、次の質問に移りたいと思います。あ

　りがとうございました。

　　次に、御当地ナンバーについてお尋ねをしたいと思います。

　　以前に、この質問をさせていただきました。私が１期目の２年目ぐらいだったかという

　ふうに思います。当時の議長さんが、国の制度が変わって、多分 10 万人の署名というふ

　うにお聞きをしたかと思うのですけれども、そういったことがあれば陸運局の事務所が県

　に１個、大分県は大分市に１個あるわけですけれども、その中でも新たな大分ナンバーの

　ほかに、例えば別府であれば「別府」ナンバーとか「別府温泉」とかいう形でつけてナン

　バーができるというようなことがありました。署名を集めたいけれども、10 万人という

　と別府市内だけでは集まらぬなということを、当時の別府市の議長さんからお話をちらっ

　と聞いたことがありました。

　　その当時にできたナンバー、近くでいうと山口県だと下関ナンバーなんかも、その当時

　できたのではないかなというふうに思います。山口県も山口市に１個だけ当時陸運の事務

　所があっただけですけれども、その中で下関ナンバーができたのだというふうに感じまし

　た。有名なところですと、富士山ナンバーというのも、先日５月の連休のときにもちょ
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　うど私の前を富士山ナンバーが走っておりましたけれども、そういった県をまたいでのナ

　ンバーもできるというようなことがあります。

　　この５月の末に国土交通省のほうから、また新たな御当地ナンバーの展開をするという

　ようなニュースがありまして、以前私が質問させていただいたことをちょっと思い出しま

　して、当時、浜田市長は大変何か、それはいい案だということで大変乗り気の答弁をいた

　だいたのが、ちょっと記憶にあったのですけれども、国交省も今度そういった地域振興の

　ためにということで御当地ナンバーの展開を新たにするということもありました。以前に

　質問した経緯もあるわけですけれども、現状を市ではどのようにお考えなのか、その点に

　ついてお尋ねをしたいと思います。

○総務部参事兼市民税課長（内田　剛君）　お答えいたします。

　　原付バイクのオリジナルナンバーについて、以前議員のほうから質問がありまして、こ

　れは平成 20 年なのですけれども、協議をした経過があります。現在のところ、一般財団

　法人日本経済研究所によると、平成28年10月現在で441市町村が原付ナンバーのナンバー

　プレートの御当地プレートを導入しております。導入の目的は、まちへの愛着が深まる、

　まちのＰＲになる、また交通安全などが上げられております。

　　大分県内では、平成 29 年６月時点で５市１町が導入済みであり、ことし７月に１市が

　導入予定です。導入の目的は、合併による市制 10 周年記念、観光ＰＲ、郷土に対する誇

　りや愛着を深めてもらうこととなっております。

　　別府市においては、議員の提案により平成 21 年度にオリジナルナンバープレートの導

　入を検討いたしましたけれども、金型制作費が 252 万円であり、総額 363 万円の費用が必

　要になったということで、この分は費用対効果の面で見送った経過がございます。

○ 14 番（市原隆生君）　当時としてはいたし方ない判断なのかなというふうな気はしており

　ました。やはり費用対効果というのが非常に言われていた時期でありますし、そこでこの

　費用をかけて導入なのかという部分もあったわけですけれども、今回、国土交通省がやっ

　ているこの事業については、全国のニュースで報道されていたというふうに思いますけれ

　ども、この国交省が今度やろうとしている事業ですけれども、これはどのような形で進め

　られているのか、その点いかがでしょうか。

○総務部参事兼市民税課長（内田　剛君）　お答えをいたします。

　　国土交通省は、これまでラグビーワールドカップ、東京 2020 オリンピック・パラリン

　ピック競技大会の特別仕様ナンバープレートを導入し、大会の機運の醸成を図っておりま

　す。大分県においても一般財団法人大分県自動車整備振興会が、ラグビーワールドカップ

　特別仕様ナンバープレートの受け付けを行っており、ワールドカップのロゴや図柄入りの

　ナンバープレートを交付しております。また、今、議員お尋ねの分の国土交通省の新たに

　ナンバープレートを地域振興、観光振興に活用する目的で地方版図柄入りナンバープレー

　トの導入地域の募集を６月から始めております。導入の基準の１つに、複数の自治体が存

　在することとあり、現在、大分県が主導して、ことしじゅうに大分版図柄入りナンバープ

　レートを国へ申請するよう目指しているところです。申請が認められれば、平成 30 年 10

　月ごろ交付開始の予定となっております。

○ 14 番（市原隆生君）　大分県もそういった形で、真っ白い板ではなくていろんな図柄が入っ

　ているものを今検討中だということでありました。これはなかなか費用もかかるというこ

　とでありますけれども、今、市長が進めておられます「湯～園地」計画を通して広い範囲

　で別府市の名前というのが浸透しているのかなという気がしております。例えば、最初の

　原付のナンバープレートにしましても、これは市内だけでしか走らないわけですけれども、

　やはり交通安全、また別府市に対する愛着等醸成する意味もありまして、今回、こういっ

　たタイミングで、また国土交通省も自動車のナンバーに対する取り組み等もある中で、い
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　いタイミングなのかなという思いもしているわけですけれども、費用対効果というのも当

　然考えないといけない部分もあります。今後、その方向としてどのようにお考えなのか、

　その点をお尋ねしたいと思います。

○総務部参事兼市民税課長（内田　剛君）　お答えをいたします。

　　「湯～園地」計画は大きな反響を呼び、別府温泉の話題は全国、そして海外へ広く発信

　されております。また、「元気な別府発信（ありがとう事業）」では、５月 31 日に「恩泉トラッ

　ク」第１便が出発し、ＰＲ動画「別府温泉の恩返し」を通じて全国へ別府市民の感謝の気

　持ちを発信しております。

　　原動機付自転車の御当地プレートは、まちへの愛着を深める、まちのＰＲを図るなどを

　目的に全国の市町村が導入しております。導入に当たりナンバープレート制作費用等の費

　用負担が発生いたしますが、さらなる別府ＰＲの１つとして、また市民の皆さんに、より

　別府への愛着を持っていただくための事業として、再度効果の検証を行いながら導入の可

　否について検討していきたいと考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　さまざまな事情が周辺にはあるわけですけれども、そういったこと

　もいろいろ勘案していただいて、ぜひともいい結果を出していただけたらというふうに

　思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

　　では、次に学校給食についてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。

　　まず、給食の運営についてでありますけれども、給食費の滞納というのが、どこもまだ

　解決をされない部分だというふうに思っておりますし、やはりこの給食費の会計につきま

　しては、個別会計といいますか、それぞれの学校で全部自己完結といいますか、それぞれ

　の学校で完結させるというような形で進められております。

　　まず初めに、この給食費の滞納について、現在の状況についてお尋ねしたいと思います。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　滞納世帯の対応については、スポーツ健康課でフローを作成し、各学校に対応をお願い

　しています。各学校では、３カ月以上滞納している家庭へ督促状を送付し、納入の依頼を

　しています。毎年 12 月の時点で督促状を送付しましたが、一度も納入がない世帯や卒業

　生の世帯については、弁護士名の文書を送付して納入をお願いしています。また、学校か

　ら要請があれば、スポーツ健康課も家庭訪問に同行することにしております。

○ 14 番（市原隆生君）　なかなか対応してくれないといいますか、反応してくれない家庭に

　ついては、そういった形で学校の手を離れてということでありますけれども、その効果は

　上がっているのか。その辺はいかがですか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　学校へ連絡が入り、納入をする家庭や、一括では難しい場合は分割納入をする家庭もあ

　ります。また、連絡がないままの家庭もある状況です。

○ 14 番（市原隆生君）　今答弁の中で連絡のない家庭というのはどうなのかな。以前からそ

　ういった問題があるわけですけれども、やはり前回言われておりましたけれども、連絡の

　ないところというのは、払えないのではなくて払わないというような部分があるかという

　ふうに思います。そういった、悪質だというふうに言っていいのかと思いますけれども、

　そういったケースについてはどのように対応しているのでしょうか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　スポーツ健康課では、学校と協力して滞納家庭への納

　付の働きを続けていきたいと考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　結局、学校給食の給食費というのは、それぞれの学校で完結させて

　いただくということで、学校で集まった給食費の範囲の中で食材を買い、また調理をして

　いただいているというふうに思います。ですから、例えば何人か払わない家庭があると、

　そこは払わないまま、ただで給食を食べている。払っている家庭というのは、その払わな
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　い家庭の分も賄っているというのが現状だというふうに思います。それはもう以前から

　ずっと指摘されていることでありますけれども、そういった問題を抱えている中でやはり

　公会計、これはそれぞれの行政が給食費については負担をするというふうにかじを切った

　ところもあります。

　　これ、ちょっと質問、やりとりの中では言っておりませんでしたけれども、教育長はも

　うずっとこの問題については、私のやりとりの中でずっと聞いていただいていると思いま

　す。今後、この公会計の導入についてはどのようにお考えなのか。また、全然変わってい

　ないのか。これまでになかなかこの問題を取り上げてこられなかったので進展をしていな

　いのかもしれませんけれども、改めてお尋ねをしたいと思いますけれども、教育長、いか

　がですか。

○教育長（寺岡悌二君）　お答えをいたします。

　　以前もこの給食費の滞納につきましては、教室の中にいろんな子どもさんがおられます

　けれども、いろんな家庭状況がございます。ただ給食費を未納のまま自分が給食をいただ

　いているという、そういう姿を見ますと、本当に心が痛む状況でございます。ＰＴＡさん

　にもお願いしながら、そういう大人としての義務と、そういうものを責任をしっかりと果

　たしてほしいというような意識で、今後また校長会あるいはＰＴＡ会長さんを通じながら、

　もう少し子どもの教育に真剣になっていただきたい、そういうような大人としての義務を

　果たしてもらいたい、そういうふうに思っているところでございます。

○ 14 番（市原隆生君）　もちろんそうですけれども、公会計の導入についてはどのようにお

　考えか。そこを。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　別府市では、学校給食法第 12 条２項に、学校給食費は、

　学校給食を受ける児童また生徒の保護者の負担とするとなっておりますので、今後も保護

　者の皆様で御負担いただきたいと考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　そうですね、そのようにはなっておりますけれども、そこを越えて

　公会計に踏み切った行政もあります。公平を期すという部分では公会計の導入、または児

　童手当も、そこからの徴収が可能にできるようにというようなことも今後検討していただ

　けたらというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

　　続きまして、残菜についてお尋ねをしたいと思います。

　　最近、食品ロスをなくそうということで、さまざまなところでの取り組み、これは学校

　だけではなくて飲食業の中でもこの食品ロスをなくすという取り組みがされているかと思

　います。先日もある懇親会という席でも、なるべく出てきた食材、食べ物を残さないよう

　にしようということで、そういったなるべく食べる時間を、お酒をつぎ回るだけではなく

　て食べる時間を積極的に持って、なるべく残らないようにしようというような会もありま

　した。特に学校給食の残菜というのは、非常に人数がかなりおるわけですから、一度に出

　てくる量というのは大変な量があるというふうに思っております。

　　この残菜の量、そのことについて、現状どのぐらいの量があるのかということと、それ

　からその量についてどういうお考えを持っているのか、その点をまずお尋ねしたいと思い

　ます。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　平成 28 年度について、市内小学校から排出される残菜量は２万 4,981 キログラムです。

　学校給食共同調理場は２万 982 キログラムでした。この残菜量を個人ごとに算出してみま

　すと、１人平均１食につき 20 グラムになります。この残菜を減らす取り組みがさらに必

　要になってくると考えています。

○ 14 番（市原隆生君）　そういう個人で割ると本当に、20 グラムという、本当に少ない量

　かもしれませんけれども、やっぱり合わさってくると相当な量になるということで、ここ
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　を本当に減らしていただきたいということと、この質問の項目を取り上げたのは、私も今、

　中学校に毎月挨拶運動に参加させていただいているのですけれども、５月に新入生の方

　がどんどん上がってくる中で、大変小柄な子が多いというのを非常に感じております。中

　学校３年間でかなり成長される。そういった場面も目の当たりにしているのですけれども、

　ことしは特に小柄な新入生、１年生が多いなということを感じておりました、先ほど申し

　上げましたけれども、中学校３年通っている間にかなり成長したなというような話を、一

　緒に挨拶運動に立っている民生委員の方ともお話をするのですけれども、小学校のときに

　余りそういった成長に対していろんな要素が少なかったのかというようなこともあるので

　すけれども、やはりなかなか今、就学支援を受けている子どもが多いという中で、家庭で

　きちっと食事ができているという生徒も、家庭でちゃんと食事ができていないのではない

　かという生徒もかなりの数がいるのではないかというような予想もできるわけでありま

　す。

　　そういった中でやはり今学校給食の占めるウエートというのは、１日の栄養を摂取する

　という中でかなりウエートを占めるというか、そういった意識を持ったほうがいいとい

　うふうに私は考えております。なるべくそのロスをなくし、残菜をなくして、できるだけ

　つくったものを食べていただく。そういった努力というのはやはり必要ではないかという

　ふうに思っております。これは、この残菜のことについては以前にも質問をさせていただ

　きました。その中で子どもたちのやっぱり好み、余りにも好みに偏っていくというのはよ

　くないわけですけれども、やはり味つけとか食感とかいう、最近の子どもたちの好みとい

　うのをきちっと聞いてその調理に当たるということは、残菜を減らしていく１つの方法で

　はないかというふうに思っているのですけれども、こういった作業、子どもたちにもアン

　ケートといいますか、そういったことに取り組んでいるのかどうか。その点はいかがでしょ

　うか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　別府市教育委員会では、月に１度、市内の栄養教諭が集まり献立検討委員会を開催し、

　その時期に合った献立を持ち寄り、市内の小学校や共同調理場で活用しています。現在、

　別府の特産品の別府湾ちりめんを使ったオリジナルレシピの考案や、県産品を使った地産

　地消の献立を学校給食に導入し、地域への関心を示し、給食を残さず食べることを指導し

　ています。また、小学校では児童に向けてアンケート調査を実施し、人気の高いメニュー

　をリクエストメニューとして給食で提供し、年度末の子どもたちのお楽しみのメニューと

　なっております。大変喜ばれていると聞いております。今後も人気あるメニューだけでは

　なく、子どもたちの意見を聞きながら、子どもたちの成長に欠かせない栄養バランスのと

　れた給食が提供できるようにしていきたいと考えています。

○ 14 番（市原隆生君）　そうなのです、小学校は個別調理でそれぞれ細かく対応していただ

　いているのは、本当に前からもお聞きをしておりますし、すばらしいことだというふうに

　思っております。ただ中学生以上は、やはり共同調理でしていただいているわけですけれ

　ども、なかなか、ここはどうなのですか、今御答弁の中で、僕は小学生に対してはやはり

　細かく対応していただいておりますことも、今の答弁からわかりましたけれども、中学生

　に対してはどうなのかなという、その点を今ちょっと触れられていなかったような気がす

　るのですけれども、例えばここに、全部とは言いません、１校だけでもそういった調理に

　かかわる方の会議のときに、例えばこの学校は一回ちょっと中学校の生徒たちの意見を聞

　いてみたというようなことを持ち寄って、そういう会合がされているのか。その点はいか

　がでしょうか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　小学校は、現在単独調理場で調理をしております。比較的臨機応変な対応ができる状況
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　ではあります。中学校の場合は共同調理場ということで、なかなか細かなところが行き届    

　いていない状況ではあります。今後とも検討していきたいと思います。

○ 14 番（市原隆生君）　いや、細かい対応ができないとかではなくて、やはり子どもたちの

　意見をきちっと聞いていないからではないかというふうに私は思いますよ。きちっと聞い

　て、持ち寄って検討していただければ、その年の中学生の好みというか、そういったもの

　を共同調理場の中で反映させていただいたらいいのであって、それは、私はちょっと今の

　答弁は違うというふうに思いますから、それはそういう対応をしていただきたいというこ

　とを、この質問でお願いをしたいところであります。そこはよろしくお願いいたします。

　　今後も食品ロスをなくすための考え方、どのように今の時点で考えておられるのか。こ

　の点はいかがでしょうか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　今後も献立の考案や県産品を取り入れた食品の選定を行うなど、給食の魅力を高めてい

　くことで残菜量の減少を図っていきたいと思います。また、楽しく食事をすることや食習

　慣の形成を図るなどの給食指導も行っていきたいと思います。現在、別府市学校給食調理

　員による食育活動を、御当地ヒーロー「食育戦隊タベルンジャー」として、給食のない土日・

　夏休み等に小学校や市の行事に出演し、食の大切さ、バランスよく食べる大切さを伝

　えています。さらに、保護者の皆様方に学校給食献立レシピ集の配布や給食試食会を開催

　し、学校と家庭が協力し、学校給食に理解を示していただけるよう取り組みをしていきた

　いと考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　よろしくお願いします。本当に中学校の間で特にやはり就学支援を

　受けて、なかなか家庭の中で親が子どもの面倒をきちっと見られていないのではないかと

　いうようなところも感じるところがありますし、食事の部分だけでも１食、本当にきちっ

　と栄養をとらせてあげられるような、そういったこの給食に対する対応というのもよろし

　くお願いをしたいというふうに思っております。

　　では、次の質問に移ります。婚活についてお尋ねをしたいと思います。

　　これは前にもお尋ねをしましたし、今、議長で座っております堀本さんからも、何回も

　今まで議会で取り上げられていました。今、このやりとりをする中で、民間で活発に開催

　をされているということをお聞きしましたけれども、どのような内容で別府市内これがと

　り行われているのか。その点についてお尋ねをしたいと思います。

○自治振興課参事（久恒美千代君）　お答えいたします。

　　現在、別府市における婚活は、民間主導という状況でございます。市内では別府商工会

　議所女性会によるカップリングパーティーやバスツアー、また「みらコン」と題して大分

　みらい信用金庫同友会主催の婚活パーティーが毎年開催されており、毎回何組かのカップ

　ルが誕生し、御成婚された方もいらっしゃると聞いております。さらに、平成 27 年度か

　らは、ＮＰＯ法人による婚活運動会や、親御さんを対象にした結婚に関する無料相談会等、

　市内においてもさまざまな婚活イベントが行われております。

○ 14 番（市原隆生君）　そこで、以前にもこの議会でさまざまな形で取り上げられてまいり

　ましたけれども、こういった民間が活発にされているという中で、行政としてはどのよう

　にかみ合っているのか。その点はいかがでしょうか。

○自治振興課参事（久恒美千代君）　お答えいたします。

　　行政といたしましては、こういった取り組みの情報をわかりやすく整理した形で広く発

　信し、結婚を望む多くの方に御参加いただけるように支援をしているところでございます。

　市といたしましては、こういったイベントの情報をなるべく多くの方に知っていただくよ

　う市報への掲載、チラシ、ポスターを市庁舎、男女共同参画センターのカウンター、地区

　公民館、そして商工会議所、青年会議所の窓口などへも設置をお願いしております。また、
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　各自治会にも配らせていただき、地区での回覧をしていただいております。そのほか、別

　府市の後援やＮＰＯ法人主催の親御さんによる婚活無料相談会におきましては、男女共同

　参画センターあす・べっぷを会場として活用していただくなどの支援も行っております。

○ 14 番（市原隆生君）　ありがとうございます。今、さまざまなところでＰＲをしていると

　いうことでありましたけれども、今お聞きした中でそういった未婚の方、また結婚をこれ

　から考えておられる方に当たるのかなというと、何か余り当たらないようなところが多い

　のではないかな。やっぱりそういった方がおられる会社とか、例えばホームページにも載っ

　ていなかったですし、そういったことがわかりやすいところで努力をしていっているよう

　にはちょっと見えなかった。努力をしていただいているとは思いました、今の。たくさん

　のところでこういうＰＲをしているということですから、努力をしていただいているよう

　ですけれども、未婚の方には余り当たっていないのかなというような気がするのですけれ

　ども、その点をもう少しちょっと、いいＰＲができるようにちょっと考えていただけたら

　と思います。（発言する者あり）知らない人も言っていますけれども、こういったＰＲが

　行き届いていないということでしょうから、ぜひＰＲが行くようにお願いをしたいと思い

　ます。

　　国東市では、本当に市長が音頭をとってやっているということが、いろんなことで、テ

　レビでも取り上げられて、これは何かテレビ局を呼んでやったとかということを言ってい

　ましたけれども、市長が結構音頭をとってやっているというところもお聞きをしました。

　　市長も、何か答えにくい部分があるのではないかというふうに、さっきお聞きをしまし

　た。余りそこまで頭が回っていないということでありましたけれども、本当にこれはいろ

　んな方が注目していただけるように、また長野市長が誕生したときに、やはり別府の人

　口を、人口減少を食いとめるのだということで手を挙げられたというふうに記憶をしてお

　りますし、さまざまな取り組みをしていただく中で多くの人に別府に来てもらおう、移住

　をしてもらうということも、大変鋭意進めていただいているわけでありますけれども、や

　はりおられる中でそういうカップルをつくり、また結婚を促し、この中でそういった子ど

　もさんをふやしていくということは、やはり一番合理的で理にかなっているのではないか。

　そこにこれからさらに目を向けていただきたいというふうに思うわけですけれども、その

　点いかがでしょうか。ちょっとうなずきながら話を聞いていただいておりますけれども、

　御答弁があれば、市長、お願いします。

○市長（長野恭紘君）　お答えいたします。

　　確かに婚活はそれぞれの市町村、場合によっては都道府県が主催をしてやっているとい

　うのを、たくさん私もお聞きをしております。私自身にも、いい人を紹介してほしいとい

　うところで、非常に多くの方が、私が抱えているだけでも 10 件以上はあります。結婚し

　たい方はたくさんいらっしゃるのかなというふうに思いますが、確かに職場の環境である

　とかタイミングの関係でそういう出会いの場というのを逃しているというのもあるのかな

　というふうに思います。

　　民間の方々が非常に婚活のイベントを積極的にやられているので、それをサポートして

　今までもきましたけれども、そういった婚活イベントを行政がもう少しかかわったところ

　で積極的に行っていくというのも、今後考えていくのもいいのかなと。余り出しゃばりと

　言われないように、私が出るのではなくて、ほかの方が中心的な役割を担っていただくと

　いうことで開催をしていくということも考えていくといいのかなというふうに、個人的に

　は考えているところでございます。

○ 14 番（市原隆生君）　そう思います。本当に市長が全部出ていくということではなくて、

　やはり別府市も積極的に応援をしていると。やはり市長が掲げられた人口減少をとめてい

　く中で、こういったことも積極的にやるのだという姿勢が、今はなかなかちょっと見えて
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　いないのかなという気がしますので、ぜひ積極的なかかわりを今後お願いしたいというふ

　うに思って、この質問を終わります。ありがとうございました。（「あなたが部長になって、

　婚活担当部長になって」と呼ぶ者あり）だそうです。

　　では、続きまして、交通安全対策についてお尋ねをしたいと思います。いいでしょうか。

　　この質問につきましては、毎月２回ぐらい地元の自治会長さんと一緒に交通安全に立っ

　ているのですけれども、その中で立っているからこそ気がつく部分といいますか、なかな

　か道路上の白線等が消えて時々危険なことになったりということが、目の当たりで起こっ

　ております。それぞれの自治会で交通安全にかかわる方もおられますし、当然自治会長さ

　んたちも自分の目の前でそういったことが起こっているわけですけれども、こういった白

　線等、道路にもともと施してあるそういったものが消えかかっている、また横断歩道が

　消えかかっているというようなときに、警察に言ったけれども、なかなかできぬのだけれ

　ども、どうかならぬかなというふうに相談を受けることが、ここ最近続きました。１件に

　ついては、本当に私の立っているところでの出来事で、実際にこういうことがありまして、

　停止線がほとんど消えかかっているものですから、ドライバーはどこでとまっていいかわ

　からない状況であります。私なんか、子どもたち、上人小学校の間近のところにおります

　ので、子どもたちが歩行者信号を、歩行者のところを青にして渡るときに、横断旗を前に

　かざすわけですよね。そうしたら、ドライバーは停止線がないので、横断旗の手前まで来

　てとまります。そうするとその位置というのがもう信号の真下なので、信号が赤か青か全

　くわからない状況になっています。子どもたちが少なくてさっと渡ってしまった後に横断

　旗を上げると、そうすると子どもたちが、渡る子がいないので横断旗をのけると、そうし

　たら赤信号にもかかわらず車がどんどんもう行ってしまう。当然赤か青か確認できないの

　でそうなのかなと思いながらも、これって全くの信号……、言ったら信号無視でもあるし、

　大変危険なことでもあります。

　　そういった事態もあるので、ぜひ白線をお願いしたいといっても、なかなかこれが進ん

　でいかないのが現状であります。そういった交通安全にかかわる各自治会の人、また会長

　さんなんかも、警察に言うけれども、なかなかできないということで、白線とか横断歩道

　の消えかかったところをなかなか対応してもらえないということでの意見があるわけです

　けれども、その点どのように市のほうでは対応していただけるのかお尋ねしたいと思いま

　す。

○防災危機管理課長（中西康太君）　お答えいたします。

　　防災危機管理課としましても、交通安全指導員などを通じまして、そのような要望があ

　ることは把握しております。例えば、通学路であればスポーツ健康課にも区画線と文マー

　クの予算措置はされておりまして、また道路河川課の交通安全対策特別交付金、これを活

　用するなど要望事項を警察及び関係課で連携し協議を行いながら、早期の改善に努めてま

　いりたいと考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　こういったことは、もういつもどこでも、市内どこでも何か起こっ

　ているようです。本当に消えかかっているところというのは方々で見かけますし、多分ど

　この自治会の会長さん方の交通安全にかかわる方も困っているのではないかというふうに

　思います。できたら、こういった方が集まる会合等があるわけですから、そこで意見を聞

　いてあげていただきたいというふうに思います。こういった要望があったら言ってくださ

　い、警察と連携をとってなるべく早く対応したいというようなことでも、そういった会合

　の中で言っていただけたらと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

○防災危機管理課長（中西康太君）　お答えいたします。

　　要望の窓口としては、基本は警察の、管轄の警察署ではありますが、別府市としての交

　通安全対策事務の所管は防災危機管理課が担当しておりますので、市の代表窓口となりま
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　して、特に改修を急ぐような危険箇所については、関係課と協議し、さらには警察へ改修

　を急ぐようお願いするなどの対応を行ってまいりたいと考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　あと、交通安全対策について、もう１点お尋ねをしたいと思います。

　　実は免許にかかわることなのですけれども、高校を卒業されて春休みの間に免許を取得

　するために自動車学校に行かれる方はかなりおられます。この自動車学校の中での対応が、

　僕は悪いと言っているのではなくて、これは本当にそういった便宜を図っていただいてい

　るので、むしろありがたいというふうに思うべきだというふうに思いますし、そのことを

　問題だというふうに思っているわけではありません。というのが、自動車学校に通う生徒

　は、普通科を卒業した子どももいるし、別商、商業科を卒業した生徒もあるわけですね。

　当然、就職または県外に大学または専門学校等に行かれる方は、免許、最後まで終わらせ

　て路上実地もパスし、筆記のほうもパスをして免許を取得していかないと、なかなか次の

　受ける機会というのが、県外に行ってしまうわけですから、なかなか得られないというこ

　とで、そういった生徒さんについては、なるべくその４月、新学期が始まる時点、前まで

　に免許がとれるように便宜を図ってあげている。これは大変にすばらしいことだというふ

　うに思いますし、それで就職される方については、４月入社をされる前までに免許を取得

　しておかないと、もう本当にアウトになってしまうこともあるわけですから、それはもう

　ありがたいなというふうには思っております。

　　ただ、別府市内から、例えば大分とか学校に通われる方については、この実地の試験が

　ぎりぎり、新学期が、新しい学校が始まるぎりぎり、直前に終わって、この筆記試験が

　なかなか受けられないまま、７月休みになるまでその筆記が受けられないという状況に何

　かなっているようであります。ということは、免許を取得していないわけですから、当然

　車にも乗れない。実地は３月かその時点で終わっている。免許自体取るのは７月、学校が

　休みに、夏休みになってからどうぞみたいな感じになっているそうであります。というこ

　とは、子どもたちにしてもやっぱり３カ月間、約３カ月間全く車にもさわれない状態であ

　りますし、それで７月そういった免許を取得されて、若葉マークをつけて乗り始める状況

　の中で、やはり運転される方も大変怖い思いをすると思うし、別府市内の交通安全の状況

　ということを考えると、なかなかそういった３カ月間全くふなれな状況の中で免許を取ら

　れた方が出てくるのではないかということを考えると、少し危険な部分が発生するのでは

　ないかという気もしております。

　　この免許の試験に関しては、当然市がかかわることではないので、当局にこの部分をお

　願いするということはできないわけですけれども、こういった状況を考えて、できたら月

　に１回ぐらい月一でもそういった試験が実施されて、何カ月も待ってこの免許の取得がで

　きるということではなくて、なるべく早い時期にそういった試験が受けられるような、そ

　ういったお願いをしていただけないか、そこを申し上げているのですけれども、いかがで

　しょうか。

○防災危機管理課長（中西康太君）　お答えいたします。

　　議員言われますように、せっかく運転技術を修得し、本免、実技試験を合格した者が、

　およそ３カ月以上の期間をあけて本免、筆記試験を受け、路上において運転を始めるのは、

　その個人はもとより交通安全環境など全体から見ても、少なからず危険度を高めることが

　懸念されると考えております。したがいまして、例えば運転免許更新のように日曜日など

　でも試験を実施できないかなど、早い時期での免許取得の方策を警察など関係機関には要

　望してまいりたいと考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　この点は本当にお願いをしていただきたいというふうに思います。

　本人のためにも、また市内全体の安全度を増すためにも必要ではないかというふうに思い

　ますので、よろしくお願いいたします。
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　　では、最後に奨学金の手続についてお尋ねをしたいと思います。

　　奨学金の申請につきましては、ちょうど今の時期が終わった時期というふうに言ってい

　いのでしょうか。５月の末で大方終わっているというようなこともお聞きをしました。こ

　れにつきましては、さまざまな書類、添付書類をつけての申請というふうになりますけれ

　ども、この点やりとりをさせていただく中で、添付書類をつけるというケースは余りない

　というふうにお聞きをいたしました。例えば本人の印鑑証明であったり、親の所得証明ぐ

　らいは要るのですかね。そういったこともないというふうにお聞きをしたのですけれども、

　よく調べてみましたら、例えば業界がやっている特殊な奨学金等については、やはり添付

　書類の中で本人がそういった業界の仕事についたときに返済をする、または免除されると

　いうこともあるみたいですけれども、その奨学金を借りるときにやはり添付書類として印

　鑑証明をつけるとか、そういったこともあるみたいなのですね。

　　これは教育委員会にそのまま申し上げているのではなくて、これはぜひお願いをしてい

　ただきたいということで申し上げているのですけれども、やはりこういった、高校を卒

　業して次の学校に進学したときにこういったこともあるので、ぜひ春休みの間に準備をし

　ておくということを促していただきたいというふうに思うのですね。本当にばたばた準備

　をしないといけないケースが発生をし、また休日、休みでなかったりすると、例えば印鑑

　登録にしても間に合わなかったりということもなきにしもあらずなので、期日も例えば今

　回も多分５月 31 日で締め切りというふうになったかと思いますけれども、後でお聞きを

　しましたら、その後で何か相談を受けたけれども、もう何か受け付けが終わっておったと

　か、６月に入ってそういう電話をもらったけれども、受け付けが終わっていたというよう

　なケースも何かお聞きをしました。やはり期日があって、新学期が始まってそんなに長い

　期間がありませんので、そういった準備も高校を卒業する前にしておくようにというよう

　な指導を、卒業生の方々に対ししていただけたら、こういった期限がなくなってしまって

　申請できなかったというような事態も、今後なくなってくるのかなと思うのですけれども、

　その点はいかがでしょうか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　高等学校及び大学等の奨学金の申し込み先、申し込み期間は、市や県を初め幾つかあり

　まして、提出書類もそれぞれに応じて必要であります。生徒が遺漏なく申請手続を行うた

　めには、申し込み期間や必要な書類を早目に調べ、ゆとりを持って準備するよう、担任等

　が十分な指導をすることが重要と考えます。

　　市立中学校に対しましては、校長会議等を通じまして生徒への指導をしっかり行うよう

　徹底をいたしたいと思います。また、高等学校につきましては、県の関係部署に依頼をい

　たしたいと考えております。

○ 14 番（市原隆生君）　それはもう、ぜひお願いします。高校の関係になってくるかと思い

　ますけれども、これはやはり市ではなくて県のほうがかかわってくるところがありますの

　で、ぜひこういった指導をお願いしたいということで進めていただきたいと思います。

　　それにつきまして、印鑑証明も未成年ながら印鑑登録をして、そういった添付をすると

　いうような事態も発生してくるようであります。学校が始まっているともう休めなくて、

　印鑑登録にも行けないというような状況にもなるわけですけれども、この点、休日に、例

　えば今公民館等では書類を取ることができるわけですけれども、印鑑登録、例えば中央公

　会堂の中で１カ所はやっていますよというような形でも登録はできないか。その点はいか

　がでしょうか。

○市民課長（濱本徹夫君）　印鑑登録でございますが、平日別府市の市民課及び出張所で登

　録しております。しかし、やむを得ず本人がお見えにならない、お見えになれない場合は、

　別府市印鑑条例第３条の２項及び規則第３条による委任の旨を証する書面を添えて代理人
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　申請を行うようにできております。しかしながら、この本人確認に郵送での手続等があり

　ますので、非常に時間がかかりますので、余裕を持って申請していただければ印鑑登録が

　できるようになっております。

○ 14 番（市原隆生君）　これはさっき、先日、課長から、こういったこともできるのですよ

　ということでお聞きをしました。私も初めて知ったのですけれども、そういったことがわ

　かるような形で、例えばホームページでわかるようになっていればありがたいなというふ

　うに思いますし、休日でないと行けないというような方でも代理でできる、そういった手

　順を踏めばできるということがわかるような形で、何かの形でわかるようにしていただき

　たい、このことをお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○２番（竹内善浩君）　それでは、質問を始めたいと思います。その前に、きょうの趣旨を

　伝えたいと思います。子どもと高齢者、障がい者、ユニバーサル、都市デザインというこ

　とで別府市がどのように考えているかを問いたいと思います。

　　議長、済みません、２件ほど順番の変更、１番目の大項目４と５を入れかえたいと思い

　ます。担当課、お願いします。

○議長（堀本博行君）　はい、どうぞ。

○２番（竹内善浩君）　２番目の項目１と２を入れかえたいと思います。

○議長（堀本博行君）　はい。

○２番（竹内善浩君）　あと、説明に必要な物品の提示を許可していただきたいと思います。

○議長（堀本博行君）　はい、どうぞ。

○２番（竹内善浩君）　それでは、始めたいと思います。

　　まず初めに、５月 18 日に模擬議会が開催されたということで、地元の新聞に載りました。

　わかりやすく、はっきりと発言する、そして市民に言葉を届ける、そのような趣旨で記事

　が載っていたと思います。私も努めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

　す。

　　これもまた質問の前ですが、今まで質問をしてきた内容の中で財産活用課でしょうか、

　駐車場の一方通行や表示がはっきりしたこと、また本庁内の表示もすっきりとして、色分

　けされたり、目印となるものがついたりして庁内の行き場所に行きやすくなった。

　　また、3番目の質問でも少し触れるのですけれども、私はびっくりしたのですが、この間、

　グランドフロアですかね、下の市民課の窓口で６色のレインボーに輝いた世界地図、「サ

　ポートＬＧＢＴ」というような形で性的マイノリティーの方を理解していますよという、

　そういう札が窓口に立っていたのにはびっくりしました。日々市役所の皆さんが全身善意

　で市民の方のために頑張っているという、とても肌で感じたこのごろです。

　　その中で、実際に先ほどの言葉にも少しあったのですが、財政もそうですが、バランス

　が必要だということと、物事の背景の理解、これは幾らしても足りないのかなと思います。

　私自身が不登校で学校に行けなかった。これは、私が悪人でしょうか。また、義務教育法

　に反するということで両親が捕まりかけました。この両親は悪人でしょうか。生活のため

　に私も一時期給食費の滞納をしたことがあります。私は悪人でしょうか。確かに故意にさ

　れる方は悪人だと思いますが、それぞれの生活環境、状況の理解がないと、これはなかな

　か悪人である、善人であるというふうな区切りがつけられないことだと思います。

　　今、別府市の再生に一番必要なことは、住みやすいまちである、また住みたいまちであ

　る、そして、何よりも住み続けたいまちであることが、この別府市の再生にかかわると思

　います。その視点から、きょうは３点の質問をしたいと思います。

　　まず、１番目の質問ですけれども、別府市の子どもの貧困対策、この現状について説明

　をお願いします。

○福祉政策課長（江上克美君）　お答えをいたします。
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　　子どもの貧困対策の推進に関する法律が、平成 26 年１月 17 日に施行され、国の子ども

　の貧困対策に関する大綱が策定され、平成 28 年３月に大分県子どもの貧困対策推進計画

　が策定されました。具体的な支援としましては、子ども等に対する教育の支援、生活の支

　援、就労の支援、経済的支援等の施策を実施し、子どもの将来がその生まれ育った環境に

　よって左右されることのないよう、また貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必

　要な環境整備と教育の機会均等を図るとされております。

　　別府市では、国・県の計画に基づく支援事業に取り組んでおります。福祉関係では、保

　育料の負担軽減、放課後児童クラブの設置・運営に対する支援、病児病後児保育の実施の

　促進、母子父子寡婦福祉資金の貸し付け、母子生活支援施設を活用した生活支援の支援、

　生活困窮者自立支援機関の活用などに取り組んでおります。今後は、教育委員会との連携

　を図ってまいります。

　　市の計画としましては、今年度作成いたします別府市地域福祉計画にも関連すると思わ

　れますので、十分整理・検討してまいります。

○２番（竹内善浩君）　ありがとうございます。今の中で簡単にもう少し要約して確認した

　いのですが、子どもに対する教育、それから生活、就労、それから経済、そこら辺の施策

　を中心として、国・県の計画に基づいて実際にしていく。福祉においては、別府市の地域

　福祉計画にも関連するということですので、あわせて十分検討していきたいということで

　よろしいでしょうか。（発言する者あり）ありがとうございます。

　　では、話を進めていきたいと思います。子どもの貧困ということが、実際テレビでもに

　ぎやかになってきております。ただ、子どもが貧困ではなく、子どもを育てている家族で

　あったり、家庭であったり、その貧困さが子どもに連鎖するということになります。その

　連鎖は、今度子どもが大きくなり、親になり、大人になったときに、自分の親よりも選択

　肢が少なくなり、進学を自分で辞退したり、そういうことが連鎖してますます子どもの権

　利・選択がなくなっていく、そういうふうに私は考えております。

　　そこで、子どもの就学援助施策についてお伺いしたいと思います。実際に就学を援助す

　る入学準備金、このことについて御質問したいと思います。

　　小学校に入学する子ども、また中学校に進学する子ども対象の入学準備金と伺っており

　ます。実際に入学する前の３月、その時期に前もって支給してほしい。現状ではそうでな

　いと聞いております。この声、市民の皆さんから声が上がっているのですが、３月の時期

　までに支給できないのでしょうか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　新入学児童生徒学用品費、いわゆる入学準備金でございますけれども、この３月支給を

　行うことは、制度の効果を高めるものであるという認識は持ってございます。３月中の支

　給の実施に向けましては、切りかえ初年度予算が２倍近い額になることや、支給時期を複

　数回にできるか等、解決しなければならない課題があります。現在、他市町村の現状を把

　握いたしておるところでありまして、県全体の動向を注視するとともに、実施をいたして

　おります市町村及び実施を検討中の市町村のノウハウを引き続き研究してまいりたいと考

　えております。

○２番（竹内善浩君）　研究していきたいということで、研究をお願いしたいのですが、そ

　こで１つ確認をしたいと思います。聞き取りの段階で、私は少し勘違いをしていました。

　実際の現状で入学準備金、特に中学生の場合は、中学校に入学した段階で申請をする。そ

　れで６月までにその準備金をいただくことができる。そのために６月の時期というのが１

　つあるかと思います。

　　提案しているのは、３月に前倒しにして実際の生活に負担がないように、それこそ場合

　によっては子どものために、進学のためにどうしようもなく、給食費を滞納してそちらに
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　回すことも十分考えられます。ただし、３月までに支給したとしても、同じように中学校

　に入学してから、やはりもらっていない御家庭の方が入学準備金をいただきたいというこ

　ともあるかと思います。

　　そこでお伺いするのですが、今、１年間の予算としては、およそどのくらいの予算とし

　て組まれているのでしょうか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　入学準備金の額でございますけれども、小学生につきましては４万 600 円、中学生につ

　きましては４万 7,400 円となっております。総額で申し上げますと、平成 29 年度の場合、

　小学校で約 320 万円、中学校で約 500 万円となっております。

○２番（竹内善浩君）　先ほどのように実際に３月前に支給する、しかし、例年のように４

　月の新しい時期にまた申請者が出る。最初の年、最初の初めだけだと思うのですが、そう

　すると年間にかかる最初の準備金としては２年分を用意しなければいけないという計算に

　なるかと思います。ぜひとも、そこの検討・研究をお願いしたいと思います。

　　その次に、実際の、先ほどの中で周りの市町村のノウハウを研究するということをおっ

　しゃったのですが、どういう視点においてその研究を進めていくのでしょうか。御回答を

　お願いしたいと思います。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　今、議員がおっしゃいましたように３月内、年度内に支給をした場合、３月に入学準備

　金を受け取る児童生徒、それから４月になって、例えば転入等によって新たに支給要件を

　満たした場合、４月の年度が変わった後に支給すると。同じ費目であるのですけれども、

　年度をまたいで２回に分けて支給しなければなりません。そういうときの予算上の扱い、

　事務手続上の扱い、そういうことがまず考えられようかと思います。あわせまして、３月

　に支給した場合、これを受給された方が転勤等で４月になって他市町村あるいは県外に転

　居なさったという場合に、既に支給済みのこの入学準備金をどう扱うか。回収するのか、

　もう回収しないのか。そういった扱いは他市町村でどうしているか。そういったことなど

　を研究する必要があろうかと考えております。

○２番（竹内善浩君）　ありがとうございます。とてもわかりやすい項目・ポイントだと思

　います。実際にそのポイントを大切にしながら研究していただき何とか実現の道に、３月

　支給を実現化してほしいと思いますし、また他市町村もそのような方向に流れていると聞

　いております。別府市、「尖った別府市」ならば先にするのもいいかと思います。予算の

　ほう関係しますが、しっかりと検討していただきたいと思います。

　　続きまして、今度は子どもの奨学金についてお伺いしたいと思います。

　　奨学金なのですが、これも先ほどの貧困の連鎖を打ち切るためにも、高校生、大学生の

　奨学金、この全てを給付型にして、あわせて増額・増員ができないのか。望む教育を選ぶ

　ということが選択の自由、この自由が今侵されているというふうに感じます。市民の皆さ

　んからも、子どもが、本人が進学せず就職したいとの現状も聞いております。この点につ

　いて別府市はどのようにお考えでしょうか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　経済格差が教育格差を生むことがないように努めることが、行政の役割であると認識し

　ております。奨学金制度は、低所得世帯の経済的支援として重要と考えておりますので、

　この実施につきましては努力してまいりたいと考えております。

○２番（竹内善浩君）　実際、別府市の役割ということにもなるのだと思うのですけれども、

　学生が、子どもたちが進学したい。そうですね、保護を受けている方だと４年制のほうは

　実際の就労に結びつかないから、なかなか応援ができない。専門校や実際の仕事につきな

　さい。そういうふうな助言を受けることもあると感じています。別府市にとって学生が学
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　ぶ、この心を後押ししてあげるというのは、とても大切なことだと思うのですけれども、

　実際担当課としてはどう思われますか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　大学生及び高校生の奨学金の増額・増員及び給付型への変更等につきましては、現在、

　文部科学省や日本学生支援機構において給付制度の導入、あるいは所得連動返還型制度の

　導入など、制度変更が行われているところであり、その動向を注視しながら市として考え

　てまいりたいと思っております。

○２番（竹内善浩君）　動向を注視しながらということですが、将来の別府の力になるのが

　今の若者たちであり、ぜひとも予算を確保してでも大学奨学金も給付型にし、額も人数も

　ふやしていただきたい、前向きに検討していただきたいと思います。特に別府市独自の奨

　学金は、ほかの民間の奨学金等条件に合わず、探しに探してこの別府市の奨学金をつかむ

　ことができる、そういう方もいます。ぜひともこのセーフティーネット、大きく太くして

　いただき、その方たちがまた別府に貢献するように前向きに検討していただきたいと強く

　要望して、この項の質問を終わりたいと思います。

　　それでは次の項目ですが、順番を変えましたので、子どもの学業支援施策ということで

　御質問させていただきたいと思います。

　　先ほども言いましたが、貧困の連鎖を断ち切る、生活に苦しむ家庭の子どもたちの学習、

　これは学校や家庭、地域の協力によるセーフティーネットで救うべきものかなと考えてい

　ます。別府市ではどのような取り組みをされているのでしょうか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　義務教育の責務といたしまして、全ての子どもたちが自己の有する能力を伸ばしつつ、

　自立的に生きる基礎を培うことが重要であると認識いたしております。そのため各学校で

　は、一人一人の児童生徒が持てる力を伸ばせるよう、わかる授業づくりや補充学習等に力

　を入れております。また、コミュニティ・スクールの学校運営協議会を中心にして朝の読

　み聞かせ、放課後の学習指導や夏休みの学習支援を行うなど、地域全体で子どもの学ぶ意

　欲と力を育てる取り組みを行ってきておりまして、どの子も有利・不利なく学習できるよ

　うに、このような環境づくりを今後一層推進してまいりたいと考えております。

○２番（竹内善浩君）　端的にお尋ねします。本当にできるのでしょうか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　貧困の状況にある、なしにかかわらず、やはり子どもたち一人一人の力を十分に伸ばす

　というのは、これは学校教育の責務だと思いますので、当然貧困の状況にある子どもたち

　はもとより、全ての子どもたちに対して有効な授業を行い、学校の取り組みを行い、それ

　を実現していくように、これは努力しなければならないことだと思っておりますので、しっ

　かり学校が努力できるように指導してまいりたいと思います。

○２番（竹内善浩君）　強く要望したいと思います、この点で。

　　また、御回答は構わないのですが、よろしいのですが、子どもの生活、学習の環境を整

　えるということは、とても必要なのですが、以前もここで御質問をさせていただきました

　エアコン。マニュアルをつくって実施しているということで、今回は質問項目に上げてい

　ませんが、きのうも熱中症のお話が出たと思うのですけれども、温度、湿度、気流、この

　ようなもの全てで子どもたちの環境がつくられます。実際にエアコンがどのように活用さ

　れたか、また次の議会で質問したいと思いますので、この点においても子どもたちの環境

　づくり、引き続きしっかりとしていただきたいと強く要望して、この項の質問を終わりた

　いと思います。

　　この項ですが、もう１つ。それでは……、失礼しました。それでは、子どもの食生活の

　支援について入りたいと思います。
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　　引き続きスポーツ健康課にお願いしたいと思いますが、平成 28 年４月に発生した熊本

　地震、それで、別府市の共同調理場の一部が破損したと聞いています。今はどうなってい

　るでしょうか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　地震の影響により共同調理場の天井の一部に亀裂が発生し、調理業務を一時停止し、天

　井の修理を行いました。現在は通常の調理業務を実施しております。

○２番（竹内善浩君）　それでは、調理場の施設、調理員の勤務環境、これはどのような状況で、

　どのように別府市としては考えておられるでしょうか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　築後 40 年以上を経過しておりますので、施設は老朽化が深刻な現状であります。毎日

　3,500 食を調理しており、業務は大変重労働だと思います。また、調理場内の設備も改善

　が必要な部分が多くあることも認識しています。以上のことから、設備の改善を含む調理

　場の建てかえについて検討しているところです。

○２番（竹内善浩君）　調理場の建てかえ検討ですね、はい。そこはちょっと置いておいて、

　子どもの食生活支援について。そういう状況の中で給食を配給ということですが、学校給

　食、現在給食費の援助を受けている児童生徒数、ちょっと重なるところもあるかと思うの

　ですが、また給食費滞納人数も再度確認させていただきたいと思います。お願いします。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　平成 28 年度給食費の援助を受けている児童生徒数は 1,858 名でした。この数は全体の

　23.9％に当たります。滞納につきましては、平成 27 年度の滞納状況では 88 世帯 112 名で

　した。

○２番（竹内善浩君）　先ほども言いましたように、それぞれの家庭でその背景というもの

　があるかと思います。背景を十分理解していただいて、滞納者の後押しができれば、また

　早期に滞納しないような体制がとれればいいかと思います。

　　実際に就学援助を受けている児童生徒も年々ふえてきていると聞いていますが、給食費

　の滞納額の増加の現状の中で給食費の公費負担、このことについて教育委員会として検討

　されている、あるいは検討する予定はあるのでしょうか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　別府市では、学校給食法第 11 条第２項に、学校給食を受ける児童または生徒の保護者

　の負担とするとなっております。今後も保護者の皆様で御負担願いたいと考えております。

○２番（竹内善浩君）　法律にはあるのですが、介護保険等もそうですが、もともと社会保

　障という中でいろいろなものがだんだんとそれぞれの措置から外されて国民負担になって

　いるという現状を考えれば、何らかの手を考えて、また何らかの意見をしっかりと国や県

　に上げてほしい、そう考えます。

　　質問は、その次にまいります。学校給食について、実際アンケートを実施するなどして

　保護者の方に給食費の金額や公費負担等の給食費についての意見をいただいたほうがいい

　のではないかと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　アンケートについては、検討していきたいと思います。

○２番（竹内善浩君）　実際に、どのような形でアンケートの検討を進められるでしょうか。

　お答えください。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　給食の子どもたちの声を聞くのもアンケートの１つにあるわけですけれども、家庭の保

　護者の方たちの意見等についても、何らかの形でアンケートをとっていきたいと思います。

○２番（竹内善浩君）　今おっしゃったように家庭の支援・協力ということで、早寝早起き
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　朝御飯の指導など、また食育の指導など、そういうものを含めた上での地域サポートとい

　う上で、その環境づくりということでアンケートをつくっていただき、しっかりとそれぞ

　れのお子さんの家庭の背景を捕まえて、別府市らしい後押しができるように強く望みたい

　と思います。

　　それでは、同じ子どもの食生活ですが、今度は子ども食堂について御質問をさせていた

　だきたいと思います。

　　現在、子どもたちは「貧困」という言い方がいいか悪いかわからないのですが、食事の

　生活リズムがうまくとれない、食べたいけれども食べられない、あるいは食べられるのだ

　けれども食べる時間がない、場所がない、そういうお子さんたちがいらっしゃると思いま

　す。今そういう中で全国各地に子ども食堂がオープン、注目を集めていますが、子ども食

　堂の役割、これはどのようなものとお考えでしょうか。担当課、回答願います。

○次長兼子育て支援課長（勝田憲治君）　お答えいたします。

　　子ども食堂については明確な定義がなく、その意義についてもいろいろな意見があるよ

　うに感じております。近年、核家族化が進んで共働き家庭やひとり親家庭がふえている状

　況の中で、これらの家庭の子どもたちは、多くの場合夕食時にひとりで留守番をしている、

　そういった状況であろうかと思います。

　　子ども食堂につきましては、子どもだけでなく、その地域に住む高齢者を含めて誰もが

　気軽に参加して、食事をしながら楽しく談笑ができる、そういった交流の場所としての役

　割が重要であるというふうに考えております。

○２番（竹内善浩君）　そうですよね、実際テレビ、雑誌の中でも「子ども食堂」というふ

　うに取り上げられますが、実際はお年寄りとか子ども、いろんな地域の人が集まる。そう

　いうのがいいなということで目にすることも多いし、またそういう声も聞かれます。別府

　市の中でも「子ども食堂」という言葉はわからないけれども、実際集まれるような場所、

　そういうものを求めていらっしゃる高齢者の方などもいらっしゃいます。

　　そこでお伺いしたいのですが、ほかの市町村、また別府市の子ども食堂実施の状態・状

　況というのはどのように把握されているでしょうか。

○次長兼子育て支援課長（勝田憲治君）　お答えいたします。

　　現在、県内で 16 カ所、別府市内では２カ所で実施しております。別府市内の２カ所に

　つきましては、民間団体が設立して運営をしている状況でございます。別府市独自で取り

　組みというのは行っておりません。

○２番（竹内善浩君）　11 万人、12 万人の都市として子ども食堂が２カ所。まだ始まったば

　かりとはいえ、県内でも 16 カ所、数的にはすごく少ないような気がします。また、実際

　にそれに似たことをしていっても公表されていない、あるいは報告の中に入ってこないと

　いうのも当然あるかと思いますが、桁が１つ２つ、これから将来を考えたときに違ってく

　るのかな。実際に市の独自の取り組み、今はされていないという回答だったのですけれど

　も、今後の子ども食堂、この食堂に対する市の支援は、これからどのように考えていかれ

　るのでしょうか。

○次長兼子育て支援課長（勝田憲治君）　お答えいたします。

　　これまで子ども食堂の立ち上げに際しては、いろいろな相談を受けております。また、

　設立に伴いましては、保健所等の関係機関との連絡調整を図ったり、また、オープンに当

　たっては校区内の保護者へのお知らせなどをする、そういった支援を行っております。

　　今後につきましては、現段階ではこの子ども食堂の運営主体に対する助成、また、公共

　の場所の提供など、そういった支援をする予定はございません。ただ、当分の間は他市の

　状況を見ながら、県の社会福祉協議会での取り組み、フードバンクというのがございます

　ので、そういった取り組みを注視していきたいと思います。しかしながら、この子ども食
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　堂の受ける食生活の支援とか、子ども食堂の居場所づくりといった重要な役割は認識して

　おりますので、今後も市の職員も含めて子ども食堂の情報提供、認識を深めて、市民に対

　してもそういう情報提供を推進していきたいというふうに考えております。

○２番（竹内善浩君）　とても心強い回答をいただいたように、自分では感じました。実際

　にこれからどのような形で別府市が背中を押してあげる、手を引いてあげる、一緒に歩く

　ということは、やってみないとわからないところがあります。また、国のほうもそれぞれ

　の施策の乗り入れ、子ども食堂のほうに高齢者が、介護のサロンのほうに子どもたちが。

　法的には枠はあるのですけれども、乗り入れに対しては大らかに見なさいという方向性も

　出ております。

　　先ほども言いましたが、「弱者」という言い方は失礼かもしれませんが、子ども、女性、

　どちらも守らなければいけないのですけれども、子どもは特にこれから将来をつくる人材

　でありますし、また大人がしっかりと守るべき子ども、そういうふうに自分では考えてお

　ります。その子どもにしわ寄せがいかないように。実際の話では、周りの子どもの動きを

　見て、考えを見て、自分も意にそぐわないけれども、ほかの子どもたちと一緒に行動する

　という子どももかなりいらっしゃるように私は感じています。私たち大人がこれからしっ

　かりと子どものために社会をつくり、その子どもたちがまた自分の子どもを育てるという。

　先ほど言いましたけれども、住みやすい、そして住みたい、そして最後に住み続けたい別

　府市でなければ、この別府市の将来、どうかな。心を今痛めています。御回答は先ほどの

　ように、しっかりと情報の共有、また情報の提供を市民の方、よろしくお願いしたいと思

　います。強く要望して、この項の質問は終わりたいと思います。

　　これで、一旦子どもの質問は終わりたいと思います。

　　続きまして、高齢者や障がい者などに対する別府市の考えということで、先ほど言いま

　したように、１番と２番の質問、順番を変えたいと思います。

　　まずは、今までもこの議会で、議場で御質問させていただきましたけれども、訪問看護、

　地域の在宅医療では訪問看護、かなり鍵になる人たちだと考えております。また、私がい

　つも言っているみとり、どこで死にたいか、亡くなりたいか、一生を終えたいかという、

　その自由な選択。その中にも在宅、病院、施設、いろいろあると思うのですが、医療とい

　う行為がかかわる方がほとんどですので、訪問看護ステーション、かなりのウエートで役

　割を持っていると私は考えています。

　　そこで、御質問させていただきます。前回ここでお聞きしましたけれども、別府市の訪

　問看護ステーション、それの連絡協議会というのがあるのですが、前回では、その場に参

　加するなどして連携を図っていくということでした。課長自身はおかわりなったのですが、

　課としてどのように今されているでしょうか。お答えください。

○健康づくり推進課長（中島靖彦君）　お答えいたします。

　　別府市訪問看護ステーション連絡協議会につきましては、４月に会議に出席をさせてい

　ただきました。そのほか、会議のほかに訪問看護ステーションで支援をされております御

　家庭に関しましての相談、それから地域づくりの取り組みがございますが、そういったと

　ころへの協力というところで相互に連絡を取り合っているところでございます。

○２番（竹内善浩君）　いや、まさかもう実際に会議に出られるとは、私はちょっと思って

　いなかったので、びっくりしました。実際に有言実行されたわけです。この次にはその訪

　問ステーションの情報を共有しながら、別府市として在宅医療、介護、キーになる訪問看

　護ステーション、どのようにかかわっていくのか、またどのように後押しをしていくのか、

　しっかりと検討しながら引き続き別府市のための在宅医療、介護のために連携を深めてい

　ただきたいと強く要望して、この項については質問を終わりたいと思います。

　　続きまして、これも前回お伺いした質問の続きにはなるのですが、緊急医療情報キット
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　です。きょうは、先ほど了解を得ましたので、緊急医療情報キットというのを持ってきま

　した。白い筒ではなくて、中には書類が入っていますので、メモが入っていますので、白

　くなりますが、半透明の筒です。ねじ式ですね。大きさは、500 ミリリットルと同じぐら

　いの太さ、少し大きいかなというぐらいです。当初は玄関の表にそのキットがありますと

　いうシール、張っていたのですけれども、これは独居の方、ひとり暮らしの方に提供され

　ていたので、余りにも周りに知られてしまうということですから、玄関の裏側に貼るよう

　になった。また、家の中でどこがいいのかということで、ちょっとした火災のときにもこ

　のキットが保護されるということで冷蔵庫の中。そのために冷蔵庫の前にマグネットで張

　りましょう、ここにありますよと。実際ボトルの大きさと同じということは、おわかりの

　ように冷蔵庫でボトルを保管する場所にこれが入るということで、ボトルの大きさになっ

　ています。このような緊急医療情報キットです。

　　それでは、３月議会でお願いしたのですが、例えば子どもさんの夫婦と同居している。

　だけれども、子どもさんが仕事の関係で日中はいなくてお年寄りだけ、おひとりだけ、独

　居の状態になる。また、実際にはそのように似たような形でひとり暮らしの高齢者、障が

　い者、そういう方もいっぱいいらっしゃると思います。こういう方に最初お聞きしたとこ

　ろでは、限られた方にしかこのキット、配布していないと聞いたのですが、もう少し広く

　配布することができないのでしょうか。お答えください。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　議員さん御指摘のとおり、実質のひとり暮らし、それから障がい者の方々にもこの緊急

　医療情報キット、非常に有意義であるとは感じております。ただ、健康に何かしら不安を

　抱えて薬を常用されている方、病院通いをされている方は、世代を超えてたくさんいらっ

　しゃると思います。それから、時間的にひとり暮らしになるような方もたくさんいらっしゃ

　ると思います。３月議会でも答弁させていただきましたけれども、この情報キットをさら

　に市民の皆様に周知させて、みずからの家庭でこのキットを取りつけていく、そんな事業

　に広がれば一番いいのかなとも考えております。

　　それから、そうした場合にその形が変わってくると思いますので、例えば緊急的に駆け

　つける消防関係者、それからその他関係者が、その体系でいいのかなということも考えな

　がらやらないといけないと思いますので、関係者とよく協議させていただきたい、このよ

　うに考えております。

○２番（竹内善浩君）　きのう、ほかの議員から御質問がありましたが、民生委員、民生児

　童委員の方の仕事が多くなってきているのではないか。前回の聞き取りでは、この緊急医

　療情報キット、民生委員の方がお配りしたり、中の紙を書くということだったのですが、

　先ほども少し触れましたが、訪問している専門職、訪問介護士、済みません、ヘルパーさ

　んですかね、ヘルパーさん、あるいは訪問看護師、そういう方たちが実際にお薬の扱い関

　係をしています。医療情報としてそういうものが可能であれば、民生委員さんと協力して

　ということも業務内容ではできるのかなと思います。

　　そういうことを踏まえた、踏まえたというか、含み置いた上で御質問したいのですが、

　障がい者……済みません、失礼しました。実際にこのキット、これから広がっていくとい

　いなと思うのですが、ぜひともよく検討していただいてこのキットが広がるように。先ほ

　ども言ったように、民生委員さん等にも負担がかからない。そのかわり、そのためには地

　域の連携、地域の協力が必要になってくると思います。また、御本人への周知も必要だと

　思いますので、慎重に、かつ、しかし早急にこのようなキット、場合によっては違う形に

　なってもかまわないと思いますので、その人を守るようなキット、ぜひとも検討ください。

　　参考までに言いますと、内容は少し違いますが、ヘルプカードという、形はそれぞれで

　すが、ハートのカードをつくられていることがあります。障がい者等ですね、耳の御不自
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　由な方、目の御不自由な方、あるいはしゃべれない方にそういうカードをつくって持って

　いくという今運動が、厚労省を中心に始まっております。それもあわせてこのキットのあ

　り方、別府市なりの独自の検討をされていくと本当にいいまちになるかと思いますので、

　よろしくお願いします。強く要望いたします。失礼しました。

　　それでは、続きまして３番目、対象となる市民の把握ということで、ここで少し問題と

　して取り上げたいのは障がい者、障がい者の方が実は 65 歳以上になる、この時点で障が

　い者の自立支援のために使われていたサービスが、全て介護保険優先となります。ただし、

　介護保険にないサービスは、このまま自立支援のサービスを引き継いでもいいですよ、そ

　ういう形になっています。実際制度上の問題でどうしようもないしがらみ、ひずみがある

　かと思いますが、実際の対象者もそこは納得している。しかし、やはり知っているにして

　も、生活としては不便、不自由、以前と違う生活を誕生日から強いられるということにな

　ります。せめて相談に乗っていただけないか、一緒に寄り添っていただけないかなと考え

　ます。

　　そこで、64 歳、１つ手前のこれからなるぞという障がい者、この方たちがうまく介護

　保険制度につなげられるよう、これはもう心のメンタルケアも含めてなのですが、障害福

　祉課、そことのかかわりはとても重要に連携が必要になってくると思いますが、現在連携

　は十分にとれているのでしょうか。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　特別な窓口というものを設けているわけではございませんが、いつでも相談には応じて

　おります。特に御相談を受ける場合、障がい者でもございますので、高齢者の担当者が、

　障害福祉課の担当の窓口に出向いたり、それから言葉についても、中身についても十分に

　相手のことを考えた対応をするように心がけているところです。ですから、連携という面

　ではよくとれていると私は感じております。

○２番（竹内善浩君）　今の質問は、確かに連携をとって御本人の負担を減らしてほしいと

　いうところです。ただ全国的にやはり自立支援のサービスが、介護保険になるためにサー

　ビスの内容、時間も変わり、また生活も変わってしまう。また自立支援等で１人のヘルパー

　さんが長い時間変わらずにかかわっていただけるものが、介護保険になると単発になる、

　そういうこともあります。実際連携は十分にとっていただきたいですが、それにあわせて

　しっかりと当事者の声を聞いて、声を本当に県や国に上げていただきたいと思います。も

　ともと介護保険法、老人保健法が改正の際には、行く行くは障がい者も介護保険制度の中

　に組み込む、財源も組み込むという形でうたわれたものです。しかし、途中で障がい者は

　そこの中には組み入れられないという形でしっかりと分けられてしまいます。

　　本来、先ほども、最初にも言いましたが、措置という、社会保障というのは万人に対し

　て平等であり、給食費もそうですけれども、教育に関する費用も、本来は国がしっかりと

　見ることができれば、その分しっかりと就労、働くことに重心が傾けられ、家庭もしっか

　りと築かれる。理想かもしれませんが、そういうものだと感じています。そのひずみの部

　分、当事者のようにどうしようもないということを言わずに、せめて別府市だけでも声を

　上げて、そのひずみの部分、どうにかならないのか。私たち市民の一部になりますが、障

　がい者の方の声を代弁して上に上げていただき、世の中、風を吹かせていただきたいと強

　く感じていますし、また強く要望したいと思います。

　　質問通告にはないのですが、その１点について御回答いただきたいのですが……、部長

　かな。よろしくお願いします。

○福祉保健部長（大野光章君）　お答えをさせていただきます。

　　今、議員がおっしゃったのは、制度のはざまといいますか、段階が少し下がると、これ

　まで障がい者としていろんなサービスを受けていた分が、介護保険になるとワンランク、



111－ －

　ツーランク下がったような形になると。具体的に言うと長時間の支援・ヘルプが、ヘルパー

　の派遣とか受けられていたのが、１時間単位になってしまって連続した支援が受けられな

　いとか、そういった場合もあります。そういった部分については、相談支援センターのほ

　うが、ある年齢に達しましたら、65 歳以上、介護保険に移行するに当たってこういったサー

　ビスの受け方がありますよと、事丁寧に現場でも説明をしておりますし、先ほど課長が答

　弁したように、市の窓口でも丁寧に対応させていただいています。この点については制度

　上の問題でありますので、今後とも議員が言ったように、また国の動向、これを注視する

　とともに、場合によってはこちらのほうからも提案のような形で、また県、国のほうには

　働きかけていきたいと思います。

○２番（竹内善浩君）　ぜひとも、よろしくお願いします。障がい者、高齢者、そのリンク

　の部分、とても今問題になっています。

　　では、質問を続けさせていただきます。介護保険事業と、それでは別府市の総合事業、

　その適合性といいますか、関係についてお伺いします。

　　先ほども少し出ましたが、介護保険の対象となる障がい者、また総合事業の中で受けら

　れるサービスも先ほどのように、言いましたが、少し変わってきます。ですけれども、市

　民にとっては、もともと市民が誕生日が１つふえたか、あるいは障がいがあるからという

　ことで、その人自身が変わるものでもなく、人生の中ではその人が主人公、一人、ずっと

　そのまま。そういう中で問題としてそれぞれが介護保険、総合事業、適正にバランスがと

　れて実施されているかということになります。先ほど言いましたように、介護保険は措置、

　社会保障になります。総合事業は事業、別府市が行うという形になります。その２者のバ

　ランス、適合性について別府市、これから先を含めてどのようにお考えなのでしょうか。

　御回答願います。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　議員の御質問は、総合事業制度への移行、これは障がい者が介護保険の対象となること

　を含めまして、これまで受けられていたサービスが受けられなくなるのではないかという

　不安、それから総合事業そのものに対する不安もあるのではないかと理解いたします。確

　かに制度上の問題もありまして、サービス内容に変化が出てくることは否めないと思いま

　す。総合事業におきましては、専門性の必要な介護は事業者専門職が当たり、日常生活の

　支援は住民やボランティアの主体的な互助活動で支えることとなっております。それから

　地域住民、特に高齢者自身に社会参加を促しまして、ともに生活支援の担い手として社会

　参加することを求めております。現在、市内各地に交流サロンが設置されておりますが、

　そういったところで互いに支援し合う体制整備を図ることで、そうした不安部分を解消し

　てバランスをとっていきたいと思います。

　　それから、先ほど議員さんもおっしゃっていましたけれども、これから国の制度もどん

　どん変わろうとしております。国も今取りかかっております「我が事・丸ごと」地域共生

　社会の推進、この中でもその対応に向けての取り組みが始まったところでございます。先

　ほどの総合事業との適合性を含めまして住民の不安解消、それからバランスのとれた福祉

　施策につなげたいと考えております。

○２番（竹内善浩君）　もう少しだけ質問を続けたいと思います。その後には、時間の関係

　もありますので、３番のユニバーサルの都市デザイン構想の施策の中の、保育士や介護員

　などの働きやすい環境についてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　　戻りますが、介護保険と総合事業、その中でのバランスのとれた福祉施策のということ

　ですが、今、第６期の介護保険事業計画、次には第７期の介護保険事業計画、実際にこの

　間から始まっていると思いますが、取り組みが始まったと思うのですけれども、介護負担

　によっては所得によってその負担額を変えよう。いろんな意図はあるのでしょうけれども、
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　先ほど言いましたように、本来ならば皆が措置として無料で受けられてもおかしくない、

　以前の介護保険法、医療保険法に戻す、それが理想ではありますが、現実はそこまでいき

　ません。実際、現実刻々と変わる中で第７次の介護保険事業計画、これはどのような方向

　に進むような兆しがあるのでしょうか。今後どのようになるのか、お答えください。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　現在、第７期の介護保険事業計画の策定に取り組みかかったところでございます。さき

　の６月１日に策定委員会を立ち上げて、議論が始まったところです。

　　議員御指摘のとおり、この介護計画は今度第７期でございますが、まずは第６期の状況

　を分析しまして、７期に反映させます。それから、先ほどからも出ております国の法制度

　の改正、それも見込みながらつくっていくことになりますので、今後策定委員会の中で築

　き上げていくことになろうかと思います。以上でございます。よろしくお願いします。

○２番（竹内善浩君）　ぜひとも大切な７期の計画です。中身のほう、委員の方がいらっしゃ

　ると思いますが、別府市としても十分に検討していく、かかわっていけるように、途中の

　経過があれば、また議会等でも御報告をお願いしたいと思います。

　　それでは、先ほど言いましたが、質問３の（３）ですね。保育士や介護員などの働きや

　すい環境ということで御質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

　　保育士の働く環境、これ、世の中で今問題になっていると思います。市として現状を把

　握しているのかどうなのか。また、どのような方法で把握するとよりよいのか、御回答く

　ださい。

○次長兼子育て支援課長（勝田憲治君）　お答えいたします。

　　市内の保育所の実態につきましては、県が今定期的な指導監査等を実施しており、市も

　これに参加しております。ただ保育士個人との面談等による労働環境等の調査は行ってお

　りません。現在、毎月市立認可園の施設長会議等を実施しておりますので、この会議にお

　いて各園の事情等を把握していきたいというふうに考えております。また、必要に応じて

　現場で働く保育士の意見等も調査していきたいというふうに考えております。

○２番（竹内善浩君）　議会で聞くと、「検討、調査、研究」ということになるのですが、質

　問として続けましょう。

　　市内の保育所で働く保育士の労働条件、厳しいと。それには保育士不足の原因も考えら

　れるのですが、保育士不足による保育士の労働条件、この影響はどのようなものか、また

　改善に向けて市としてはどのような事業が取り組めるのか、お答えください。

○次長兼子育て支援課長（勝田憲治君）　お答えをいたします。

　　保育所で働く保育士、厳しい労働条件のもと、大変現場で苦労されているというふうに

　認識しております。保育士としての責務を果たすことにより子育て支援に貢献していただ

　いていることについて、市としては感謝している次第であります。

　　保育士の不足は、勤務時間の増加や休み時間をとりにくいといった保育士の労働条件の

　悪化を招き、健康状態にも悪影響を及ぼすというふうに考えております。そのため、これ

　は喫緊に取り組む課題というふうに考えております。

　　国の今施策ですけれども、国においてもこの保育士不足を解消するために、民間で働く

　保育士の処遇改善等を図っているところでございます。

　　市については、今後の１つの研究の課題というふうに考えております。

○２番（竹内善浩君）　今の御回答のように、実際に現場で働く保育士、その労働環境とい

　うのを改善、もちろん経営者はいるのですが、やはりそこの働き手がいなくなる、これは

　とても大きな痛手になります、別府市として。その保育士さんへ別府市としての励まし、

　また不安を取り除くなどの対策に取り組んでいただきたい、そう考えるのですが、いかが

　でしょうか。
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○次長兼子育て支援課長（勝田憲治君）　今、公立保育所の職員による私立の認可保育所の

　訪問等をこれから実施していきたいというふうに考えております。保育所がそれぞれ抱え

　る問題等の把握とその相談等を一緒になって考えていきたいというふうに考えておりま

　す。今後も各保育所で働く保育士の労働条件等の改善に向けて、各保育所との連携・調整

　を深めてまいりたいというふうに考えております。

○２番（竹内善浩君）　実際現場の保育士さん、認定、認可、非認可もあるのでしょうが、

　経営者のほうが場合によっては委託する。保育士さんが本当に保育、育成もかけて、教育

　もかけて一緒に子どもたちを育てたいという状況がままならない、そういう施設も出てき

　ていると聞いております。ぜひとも別府市でも現場の状況、把握しながら、先ほどおっ

　しゃったように改善に向けて寄り添いながら実際の声をしっかりと聞き、またこの議会で

　それを機会があればしっかりと報告していただきたいと考えております。

　　もう１つ、介護員ということですが、介護員の方、総合事業の関係で賃金単価が安くなっ

　ているということ。現場でも非常にきついという声を聞きます。介護員の労働環境につい

　ての把握、これは必要かと思いますが、実際、現課ではどのように把握されているのでしょ

　うか。お答えください。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　実際の現場の声というのは、直接聞いてはおりません。把握もできていないのですが、

　定期的に開催されておりますケアマネジャーさんたちが集まる会議がございます。それか

　ら介護職員の現任者研修、これらの中で現場の介護員の声を聞けることがあろうかと思い

　ますので、今後把握に努めたいと考えております。

○２番（竹内善浩君）　把握に努めていただいて、結構です。そのかわり、その声をどのよ

　うにこの別府市の政策・施策に生かしていく、そのようにお考えなのか、お答えください。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　例えば人手不足といった問題でございましたら、現在、中学２年生を対象としました訪

　問授業を行っておりますが、将来の介護員の確保につなげるといった施策に生かしたいと

　考えます。ただ、それ以上に介護員の方々は非常に苦労されております。一生懸命働いて

　おられますが、そういう介護員の方々の努力が報われるような、業務に誇りが持てるよう

　なバックアップ体制も必要だと考えております。メンタルケアができる環境、そうした環

　境づくりに努めまして、離職の解消にもつなげていきたい、このように考えております。

○２番（竹内善浩君）　きょう、質問をいろいろさせていただきました。実際に調査、研究、

　検討、確かに多いことです。最初にも言いましたけれども、実際にその背景があると思い

　ますが、それにはやはり現場に入り込み、また現場の声を聞くというのが一番かと考えま

　す。

　　介護員も保育士も、それからほかの職種もそうですが、専門員と言われる方は熱い思い

　を持っています。その思いが現場でできない状況です。時間がない、あるいはその内容が

　外されてしまっている。この「時間がない」も、結局人数が少なくて、１人で 1.5 人分、1.7

　人分しないといけない。これはお金のための問題ではなくて、その職種に対するプライド

　に対してもここまでしかできないのか、そういう残念さが募っている職種です。ぜひとも

　企業努力では、経営についてですが、別府市としては、別府市民として、また市民に貢献

　する専門職に対してということでしっかりとそのバックアップ、寄り添い、後押しを目に

　見える形でやっていただきたい。強く要望して、終わりたいと思います。

○議長（堀本博行君）　休憩いたします。

　　　　　　午前 11 時 58 分　休憩

　　　　　　午後 １時 00 分　再開

○副議長（三重忠昭君）　再開いたします。
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○ 24 番（河野数則 .君）　それでは、通告に従って質問をしてまいります。

　　まず最初に、行政と議会のかかわりについてということで、予算執行のあり方について

　ということで質問を出しています。

　　予算は議決事項でありまして、款・項・目・節合わせて提案をするのが原則であると思っ

　ております。目・節をどのように認識しているのか、まずお答えを願います。

○財政課長（安部政信君）　お答えいたします。

　　予算は、目的に従いまして議決項目であります款・項に区分されます。この款・項・目

　を示したものを予算書として議会のほうに提出いたします。この款・項をまた説明するた

　めに目・節というのを、この執行に関する手続として定めております。この目・節を説明

　するために予算に関する説明書というのを、予算書とあわせて提出することによっても議

　決をお願いしているわけでございます。

○ 24 番（河野数則 . 君）　今回なぜこのような質問をするかといいますと、私ども議員は、

　予算書が配付されると、まず款・項を見ます、これは何の予算かな。それから、この予算

　は簡単に言えば何に使うのかな、説明の事項ですね。この節の事項を一生懸命見ます。あ

　あ、これは教育のこういうことに使うのだな、これは道路整備のこういうものに使うのだ

　な。この予算書を見るのに、議員はこれが頼りなのです。これに従って質疑をしたり一般

　質問したり、市民の皆さん方にこの予算はこういうことで提案されたのですよと説明しま

　す。まして全議員ではありませんけれども、年にやっぱり三、四回私どもは会報を出しま

　す。今回の議会でこういう予算が提案をされました、これはこういうことに使うのですよ

　と、説明会もします。

　　それが、近ごろ見ていますと、款・項は議決事項、目・節は説明事項ですから、予算だ

　けが可決をされて、中身の変更が随分出てきます。後で答弁があると思いますが、これは

　進め方によって変わることはあり得る。しかし、その変わりようが、私ももう三十数年議

　員をやらせていただいていますけれども、激しいですね。全く中身ががらっと変わってし

　まう。こういう予算のつけ方でいいのかなと今不信に思っています。

　　まず、予算編成時にどういう形で予算を提案しようとしているのか、それをお尋ねしま

　す。

○財政課長（安部政信君）　お答えいたします。

　　予算を提案する場合でございますが、予算を提案する場合は、各事業担当課で企画し、

　中期的な事業計画を決定します。実施計画といったものや、予算編成といった政策形成過

　程において事業の必要性、有効性の検討、経費の精査などを経て予算案を作成し、提案を

　しております。また、総合戦略の施策など、発案が担当課にない事業についても同様で、

　事業担当課が事業を組み立て、予算編成といった政策形成過程の中で事業詳細を詰め、提

　案をしているところでございます。

○ 24 番（河野数則 .君）　課長、あなたが言ったのは当たり前の答弁。私は先に言いました。

　予算編成時、中身が一部変更することはいい。ただ、言ったではないですか、予算と全く

　説明のあったことが白紙に戻るような予算のつけ方をしている。何件もあります。一々言

　いません。予算が執行できなくて不用額で落としたものもある。ただ、行政ね、やっぱり

　議会に提案するときは、議員も真剣に予算書を見ながら勉強するのです。特に私もこのご

　ろ目が不自由なので、こういうものを使っています。あの予算書をこういうもので一生懸

　命ずうっと見るのです。それで自分の頭に入れて、主なところは全部書き抜いて、それが

　２カ月たち、３カ月たつと中身が変わってしまっている。本来、そういう説明がなされた

　ものが変わる場合は、予算を可決した、まず可決をする、委員会ぐらいには説明するべき

　ではありませんか。

○企画部長（忰田浩治君）　お答えをさせていただきます。
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　　予算編成後の事由等により事業の執行のやり方等が変わった場合、委員会等への説明と

　いうことでございます。まず予算の編成、議会に提案する提案の仕方というものが１つあ

　ろうかと思います。予算の編成という政策の形成過程において、まず現状の調査、それか

　ら課題の整理、そして関係者との調整、そういうふうなものを経て事業が提案されていく

　わけです。それがまずは当然のことということは認識しております。ただ、今申し上げま

　したように、その後の事情によって執行のやり方が変わっていくという場合、市民の声等

　を聞きながら、変更が考えられるような場合もあろうかと思います。そういうふうな大き

　な変更があれば、この執行段階において議会のほうにも適宜十分な説明をしていきたい、

　このように考えております。

○ 24 番（河野数則 . 君）　いや、部長、「していきたい」ではないのだ。なぜしないのです

　かとお尋ねしている。あなた方は変わったことを認識しておるのでしょう、今その答弁な

　ら。これからしていきたいと言っておる。認識しているのなら、ちゃんと議会に変更があっ

　た場合、委員会、委員長でも結構ですよ、議長でも結構ですよ。議長から議員に流す、委

　員長から議員に流す。それぐらい簡単なやっぱり手立てはするべきですよ。予算だけで款・

　項だけ議決したから、中身はどうでも書く。それは関係ない、本来ね。予算は可決してい

　ますから。それでは、さっき私が言ったように、この予算は何の予算か、一生懸命勉強し

　たものが何もなくなってしまうのですよ。

　　ただ、市長、大変言いにくいことを言いますがね、私はトップダウンが悪いとは言いま

　せん。ただ、今のを見ていますと、トップダウンで市長からおりたものが、職員が理解で

　きていないのではないかと思うのですね。例えば市長が「これやれ」、「これをやりなさい」

　と言ったときに、その職員が全部理解できる。しかし、その理解ができるのは時間がない

　のではないかな、こう思っていますよ。行政の予算というのは、はっきり言って市長はず

　うっと頭の中にあるかもわからない。しかし、職員はわかりません。ある日突然ぽんと言

　われたときに、その用意をしていない。

　　それから、もう１点。「できない理由を言うな」というようなことを言っているらしいが、

　私は、人間ね、顔、形、体格、全て違うように、全ての人が優秀な能力を持っていません。

　やっぱり１の人もあれば２の人もある、３の人もある、５の人もある。それぞれやっぱり

　合ったような職員の使い方をするべきと思いますよ。全ての職員を同時に並べて「全部こ

　れやれ」。大変な無理が行くと思いますね。

　　今見ていますと、また言いますけれども、職員がいろんな手立てをする、時間がない。

　その時間がなさに説明の欄が、予算を上げたときに款・項の予算が上がる、説明が成り立

　たない。予算を出すのに説明がない予算書なんかありませんから、何か説明をつければい

　い。しかし、途中で変わったらしようがないな。私はある職員に何回も聞きました、「こ

　れは間違いないのか」。「えっ」と、もう言葉が詰まるのですね。「間違いなくこれはでき

　るのだな」と聞いても、「えっ」と言葉が詰まります。ということは、時間がないのです。

　そういう現状がありませんか。

○市長（長野恭紘君）　御指摘を真摯に受けとめさせていただきたいと思います。議員言わ

　れるようにトップダウンとは、私は全ては思っておりません。ただ、トップダウンの部分

　もあろうかと思います。それは、私の頭の中でいろいろと考えを巡らせて、全国の状況で

　あるとか、地方創生は知恵の出し合い、スピード勝負というところもありますので、スピー

　ド感を持ってやっていかなくてはいけないという余りに、職員の中での説明がついていけ

　ていないという御指摘も、それを含めて私の責任であるというふうに思っておりますので、

　ただ、そのスピードを緩めることができるかといったら、それはできないというふうに思

　います。であるならば、しっかりともっと職員とのコミュニケーションをとって、もっと

　そういった中身の内容について理解をさせるような取り組みを、今後加速をさせていきた
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　いというふうに思っております。

○ 24 番（河野数則 .君）　市長、今言われたとおりだと私も思っています。私は、トップダ

　ウンが悪いと言っていません。ただ市長、例えて言うと、今、将棋の 14 歳の天才少年で

　すかね、

　あらわれて、また将棋が見直されている。民間、行政、この２つね。行政は民間に比べて、

　教育長、将棋も一緒です、将棋と一緒で行政は、大変な駒がそろっていると思いますよ。

　民間は飛車角落ちとか歩が半分しかない。そういうような状況の中でやっぱり 100％の仕

　事をしようと、一生懸命努力している。私に言わせたら、行政は市長、副市長、部長、課長、

　次長、全部駒ぞろいではありませんか。これは民間からいったらうらやましいんですよ。

　ただ、駒の打ち方を間違ったら大変なことになる。将棋の駒というのは、私も余り将棋を

　したことがありませんけれども、子どものころしただけで、役割が決まっているのですよ、

　どこでも飛んでいけない、斜めに行くとか横に行くとかね。ただ奇策の手でいろんな今利

　用者の子どもさん、少年がやっていますけれども、そういう何十手も先に読むのではなく

　ても、今ある駒で十分使えるものを行政の中でつくる必要があると私は思って、この予算

　を見てそう思っています。

　　それと、もう１点。今、市長がくしくもスピード感を持って予算をつける必要がある。

　それはそのとおりです。ただ、そのスピード感を職員が理解できない分がたくさんあると

　思うので、副市長、部長、課長が、それを受けても、教育長さんもそうですよ、水道局長

　さんもそうです、消防長さんもそう。それを受けても、「ちょっと待って。これはもうちょっ

　と時間をかけていろんな整理をして予算計上するべきですよ」という、私は、市長に言う

　勇気が必要と思いますよ。それがなかったら、市長は王将で親分ですから、あなた方に「こ

　れをやりなさい」。「嫌」と言えない。しかし、怒られる勇気、逆らう勇気、進む勇気、よ

　く言われます。その判断をするのが副市長、部長、局長、教育長、消防長、あなた方なの

　です。

　　ですから、きょうの答弁だって何かわけのわからぬ答弁。きのうもそうですよ。山本議

　員の別商の跡地について、教育財産が普通財産になったよ。教育委員会が答弁する。あれ

　は行政が答弁せねばいけませんよ。もう何かわけがわからぬことになってしまったね。も

　う市長から言われるので頭がいっぱいになって反論ができない。てんてこ舞い。もうちょっ

　とね、市長から言われても、いいものをつくろうと思えば、時間をかけたほうがいいもの

　ができると私は思っていますよ。やればやるほどやり損なう。バス事業がいい例ではない

　ですか。見直しをしますよ。見直しではないでしょう、白紙でしょう、白紙に戻ったので

　しょう。中を見たら、全部白紙に戻っている。見直しというのは、やったことを１つか２

　つ見直すが見直しですよ。全部見直すのは白紙、白紙に返した。そういうことでは、やっ

　ぱり議会と行政はうまくいかない。

　　今私が言ったことを副市長さん、部長、答える人、どっちでも結構ですよ。答えができ

　る人、答えてください。

○副市長（阿南寿和君）　お答えいたします。

　　市長の指示のもとに消化し切れていないのではないかというような御指摘もいただいた

　ところでございますが、市長も多忙の中で十分に今年度以降は協議の時間もとっていただ

　いて、一体感を持っていろんな課題に取り組んでいるところでございます。先ほどいわゆ

　るワンコインのバスの件につきまして、諸般の事情からもう一度原点に立ち返って、よ

　りよい方法はどんなものかということで議論をして、また新しい方向ということで今打ち

　合わせをさせていただいているところでございますので、今後も私ども以下職員一体と

　なってしっかりといろんな事業の取り組みをさせていきたいと思っております。よろしく

　お願いいたします。
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○24番（河野数則.君）　副市長、それは言いわけです。前回３月で私はそう申し上げました、

　そこで。工藤部長が答弁した。もうちょっと利用者の声を聞いたらどうですか、もうちょっ

　と地域性を調べたらどうですか、なぜこんなに急ぐのですか、なぜ単線だけなのですか。

　高齢者が、あなたが今ワンコインバスを言うので言いますよ、高齢者が求めてないのです

　かと申し上げました。待ったほうがいいよ。そうしたら、そこに立って何かぶっきらぼう

　に、おまえ、何言っておるのかというような答弁をした。

　　もう一遍言うと、私は、市長が一番最初に就任したその当時、亀川の西口の質問をしま

　した。行政は継続ですか。前の建設部長が、継続です。では、予算をなぜ削るのですか。

　いろんな論議があった。最後にこう言ったのです。忘れもしません。私は質問を終わりま

　すと、座ったのです。もう議長は指名しないなと思った、残り３分だった。企画部長が手

　を挙げて答弁します。このままやったら、赤裸々な生々しい数字が出ますよ、こう言った

　のです。それは平成 27 年度の決算でこう言ったのです。赤字再建団体になるのだと言っ

　ておるのかと思いましたけれども、私はもう質問をやめて座ったから言いませんでした。

　どっこい、平成 28 年度決算、きのう、財政課長から答弁があった。５ポイント、６ポイ

　ントアップ。こっちのほうが赤裸々な生々しい数字ではないですか。そんなことばかりし

　か答弁していなかった、要らぬこと言うなというような答弁。こんなことばかりするから、

　市長、あなたの足を引っ張るのですよ。肝心かなめの企画、総務、そこら辺がもっとしゃ

　んとして、別府市職員を 30 年、35 年やっているわけですから、行政全部をわかっている。

　そういう方々が、いや、これは提案するのは早い、もうちょっと待ったほうがいい。もう

　ちょっといろんなニーズ、市民のニーズを聞いたほうがいい。時間をかけてやれば、きょ

　うも答弁しておった総合政策、昔の政策推進課ね、私が聞いたらこう言ったのですよ。天

　間、大所、小坂を一巡するバスをつくる予定です、こう言った。それがどっこい、天間だ

　けですよ。また変わってきておる。小坂、大所なんか、どこに行ったかわからぬ。いまだ

　に小坂、大所の話が何にもない、天間だけ。ですから、今言うように、言ったこととする

　ことが、くるくる変わってくるのですね。

　　それはいいでしょう。ただね、これから、今、副市長がそういうことがないように、やっ

　ぱりちゃんと市長と話し合いをしながらと言うので、ぜひそのことを守っていただきたい。

　　そして、何回も言います。議員は予算書を捨てるのではありません、一生懸命見ています。

　この見る努力ね。それから言いました、市民にまた言いかえなければいかぬのですよ。

　説明があったら、また言いかえなければいかぬ。ある人が、河野さん、あなたは何を言っ

　ておるのか、１カ月前にここで説明したことがまた変わったのかと、こうなるのですね。

　そんなことがね。予算というのは、課長から答弁があったように、中身は変わることがあ

　る、それは一部です。大枠で全部変わることはありません。変わるような予算はあっては

　ならないことですから、今後ぜひ気をつけてもらいたい。

　　次に行きますけれども、何かありましたら、答弁してください。なければ次に行きます。

○市長（長野恭紘君）　先ほども言いましたが、御指摘を真摯に受けとめさせていただきた

　いというふうに思いますし、職員の名誉のために、ちょっと私も申し上げますが、私がや

　れと言ったことを素直に 100％やるということは、これはございませんし、これはもう

　ちょっと時間をかけてということは、副市長以下職員からもしっかり声を上げていただい

　ておりますし、私もそんなにわからず屋ではございませんので、しっかり耳を傾けて今後

　の事業をもっとじっくり腰を据えて、しかしスピード感を持ちながらやっていきたい。

　　いずれにしても、全ての責任の所在は私にありますので、最終的な責任は私のもとにしっ

　かりと取り組んでいきたいというふうに思います。

○ 24 番（河野数則 .君）　市長ね、最後に申し上げますけれども、もう選挙が終わって２年

　がたちました。中には与党・野党、色づけする人もいます。それから、選挙のしこりと言
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　う人もいます。私を含めて、この中で私の身内みたいな人は、山本議員が会派長をする会

　派で、私は心は一緒と思っていますからね。選挙のことにかかわりは何も持っていません。

　それから、私は与党、地方議会に与党・野党はないと思っています。この二元代表制の中

　でやっぱりチェックアンドバランス、これが一番大事です。言いたいことは言う。議会が

　何も言わなくてやったことは、何かいいトップダウンと悪いトップダウンの論議はしませ

　ん。する人もいますけれどもね、私はしません。ただ、いろんな気がついたことは議場で

　言う、それから議場の外でも言う、注意をする。これは、議会と行政のあり方。くしくも

　前の議会で私が車の両輪の話をして、一緒に回るのが車の両輪ではない、ブレーキをかけ

　たり、前が進むときはブレーキをかけたり、ハンドルを右・左に切ったり、阿南副市長が、

　まさにそのとおりと言っていただいた。そうと思っています。

　　ですから、そういうしこりがあるから何か言うのだと言う人もいます。市長、ぜひその

　ことはないと思ってください。議会人として、やっぱり気がついたことをここで申し上げ

　る。それが証拠に、国会のように予算の反対を野党みたいにしません。あなたが出したこ

　とは、予算はいろいろ論議をしながらちゃんと賛成をして全部可決しています。これが私

　は地方議会のあり方だと。市民の代表と思っていますから、そのことだけ申し上げて、次

　の質問に入ります。

　　課長、お入りください。次は別府市公設地方卸売市場についてということで質問します。

　　御承知のように今ある市場は、昭和 59 年に、以前は浜町に魚市場が３社、それから別

　府市に点在する青果市場が４社ありましたけれども、その３社が一緒になって、それから

　花卉の花卉市場ね、それが今、浜田と古市の間の地方公設市場は、59 年にあの埋め立て

　が完成してあそこに来ました。これは公設地方卸売市場、これはどういうこと。そのとき

　は、私は議員ではありません。首藤さんは議員でしたから、覚えていると思いますけれども、

　別府市に公設卸売市場が要るのかという論議があったように聞いています。なぜ公設地

　方卸売市場が別府に必要だったのか。当時、別府の人口がまだまだふえるという予想だっ

　た。ですから、今の亀川の下水処理場も、あれも 17 万人用でつくっています。そのぐら

　いふえる想定だったのですね。それが、人口がどんどん、何にもふえなくてこうなったの

　ですけれども、ただ物を大量に仕入れて安く消費者に提供するというのが第一原則でした。

　そのためにあの卸売市場も、開場したのが、私が 58 年に当選しましたから、開場１年、

　できていました。大変な盛況で、こんな市場にこんなに魚が集まる、こんなに花が集まる、

　こんなに野菜が集まるのかと思っていました。

　　現状を見ますと、寂しい限り。私が説明するよりも、開設当時、それからピーク時、そ

　れから現在、この３通りのことについて、課長、御答弁ください。売り上げから、それか

　ら出入り業者の数から。わかれば答弁ください。

○産業政策課長（花田伸一君）　お答えいたします。

　　議員言われるように、昭和 59 年より事業が開始されましたが、市場全体で見ますと、

　当初は約 64 億円の売り上げがございました。その後、平成３年の 100 億円をピークに、

　数年間はおおむね 90 億円程度で推移してきましたが、平成 11 年あたりより急な落ち込み

　が始まりまして、平成 24 年より約 40 億円の売上高で推移しております。また、買受人数

　につきましても、開設当初は約 600 の登録がございましたが、現在は約 300 の登録と、減

　少してきております。

○ 24 番（河野数則 .君）　市長、今お聞きになったようにピーク時は 100 億円あったのです

　よ。ずっと 90 億円ぐらいで推移している。今 40 億、半分です。それから、業者の数にし

　ても、600 が、今 300 ですね。もうやっぱり半分です。果たして今この公設卸売市場の役

　目を果たしているのかなと思います。ただ、昭和 59 年からもう 40 年近くたちましたから、

　その間、推移を見ますと、いろんなことが考えられるのですね。道路網がよくなった、そ
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　れから冷凍技術がどんどんよくなって発達してきた。それから直売所がどんどんふえた。

　それから郊外に大型のスーパーがどんどん進出してきた。

　　もう１つ原因は、その中でお年寄りの、こう言っては語弊があるかわからぬが、教育長、

　それから水道局長さん、阿南副市長さんぐらいはおわかりでしょうけれども、私も若いこ

　ろからよく家内と買い物をしていましたが、以前はキャベツ買う、１個しか買えなかった、

　そうでしょう。白菜買う、１個しか買えなかった。ネギ１束しか買えなかった。今は、キャ

　ベツは４分の１、白菜も４分の１、それからカットした野菜をパック詰めでたくさん売っ

　ています。ですから、今までは白菜が欲しいなと思ったら１個買って、半分使って冷蔵庫

　に直しておったら中が腐って捨てておったのですね。今は物が少しずつ買える状況になっ

　てきた。極端に言えば今までの４分の１で済むようになった。その日使ったら終わり。そ

　ういう事情。

　　それから、今、冷凍技術がものすごく発達しましてね、魚にしても野菜にしても、さば

　いたものはマイナス 60 度で急速冷凍すれば、自然解凍は生きたままなのですね。魚は氷

　で冷やして持ってくるよりも、さばいて急速冷凍かけて運んだほうが鮮度がいいのです。

　ですから、今、公設市場の中にも大きな冷凍庫がありますよ。これは、あの冷凍庫をつくっ

　た意味は何かというと、この国道 10 号に中間時点であそこに１回ストックして、それか

　ら次に持っていこうという計算だった。今はほとんど冷凍庫は使っていません。がら空き

　です。その冷凍庫はどうなっているかというと、ある水産会社が持っていましたけれども、

　今、亀川の魚屋さんが安く買って、魚屋さんが経営しています。ただそれぐらいしか荷物

　が入ってこない。

　　それから、青果にしても、例えば大型トラック１台来ます。２トン車、４トン車１台な

　んかでは安く入りませんから、大型が来る。亀川の市場に半分おろして、半分はよその市

　場に行くのですね。ですから、原価以下で売らなければいかぬわけなのです。物がものす

　ごく高くなる。

　　それから、あの広大な敷地ね。課長、あの面積をちょっと言ってください。

○産業政策課長（花田伸一君）　お答えいたします。

　　面積につきましては、総計で６万 9,946 平米でございます。そのうち建物面積が１万

　1,940 平米となっております。

○ 24 番（河野数則 .君）　今、市長、聞いたように６万 9,000 平米あるのですよ、あの卸売

　市場がね。そして、当時は水産会社が２社ありました。今１社です。２社が１社になった。

　扱いも随分減っています。果たしてあれだけの広大な敷地が必要なのかな。今まで何回か

　ありましたけれども、ほとんどこの市場についての議論は、この議会であっていません。

　私が二、三回した記憶があります。治外法権みたいに競輪場と市場は、もう亀川の端にあ

　りますから、皆さんは余り行かないのですね。ああ、あそこに市場があるな、あそこに競

　輪場があるな。このことだけで、ほとんど行っていない。ただ、市場法とか条例ね、いろ

　いろあって、埋め立て法もあるでしょう。いろいろあって、簡単にあの広い土地が何かに

　利用できるかどうかわかりませんが、これは、埋め立ては県知事の許可です、国の許可で

　はありません。ですから、比較的認可替えするのは簡単なのかな。それから、市場に見合

　うようなものを何かまたやることによってあの市場は生きてくる。

　　なぜ私がこう言うかというと、随分老朽化しています。もう駐車場も穴だらけ、がたが

　たです。車が中を走ると、もうでこぼこですよ。そして、建物も老朽化している。この建

　物も駐車場も全部別府市の管理ですよ。別府市から管理費が出ているわけですね。さっき

　言いましたように、売り上げが半分になった。このことも行革に上がったのかどうかわか

　りませんが、聞いたら、ほとんど手つかずのようです。私が指摘して、ああ、そうですね

　というぐらいなもので、業者からも、浜田市長時代に陳情書が来ています、何とかしてほ
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　しい。これ、そのままになっている。長野市長になってから来ていませんけれどもね、一

　度現状はちゃんと業者から説明してというなら、私は連絡をしますけれども、何か改革を

　するという手立てを今までとったのか、今後何かやろうとしているのか、このまま、もう

　しようがないから推移をしようとしているのか。この点について御答弁ください。

○経済産業部長（松永　徹君）　お答えいたします。

　　現場の状況に関しましては、今、御質問の中で御説明いただいたとおりですし、また取

　り扱い額等の数値は、先ほど課長のほうから報告をさせていただきました。

　　今後についてでございますが、少なくとも今の状況の中で将来像は描けないと思います。

　したがって、さまざまな可能性を排除せずに別府市の市場を取り巻く状況の推移を注視し

　ていくとともに、公共施設マネジメントの進捗、また関係者の声を聞きながら持続可能、

　こういったものを想定して、中長期的な公設市場のあり方について協議してまいりたいと

　思っております。

○ 24 番（河野数則 .君）　これは私もひとり勝手で質問しましたけれども、業者の人とは何

　人かしか話は聞いていません。業者の意見が一番やっぱり重要視されるのかな。これまで

　一生懸命あそこで物を買っていただいた。ぜひ、部長から答弁があったように、これね、

　市長、何か検討委員会をつくりませんか。あの土地を何か有効利用することによって、私

　はこう思っているのですよ、あれだけ広大な土地があって、こっちのスパビーチの前で露

　店を出していろんな食べ物をお持ちしていますね、あれをあの市場でやると、あの中の半

　分でも使ってやると、競りには余り影響ありません。ああいう食材を、何か物を売るとか、

　食材を売るとか、何かそういうものに使えば随分また人集めになるのかな。あの狭いとこ

　ろでやるよりも、駐車場もない狭いところでやるよりも、農業者と一緒に亀川の港の前で

　やっていますよね、ああいうものではなくて、一般の人が３日か４日来て物が食べられる

　ような、別府に泊まっていただいて、別府の食材で物を売る。それこそ私は地産地消につ

　ながると思いますよ。

　　以前はこの市場の人は、この市場に天間、小坂、大所、竈、内成、古賀原、東山、まだ

　あります、ここら辺の農家の人は、全部野菜をつくってこの市場に持ってきた。今、一

　軒も出していません、この亀川の人、出さない。出しても売れない。例えばホウレンソウ

　を 50 把持ってくれば 10 把しか売れない。あと、ただですよ。ですから、古賀原の人なん

　か全く出しません、出さぬようになった。それから魚も、今、別府湾は、もう魚はほとん

　どとれない。玄海からとか宮崎とか北九州とか下関と、あっちのほうから魚は来るだけで、

　別府湾の魚はほとんど出ません。ですから、そこら辺を考えてね。

　　こんなことを言うと悪いけれども、本当に公設市場というものが必要なのかな。最初は

　大前提の、大量に仕入れて安価で市民に提供するという原則が崩れた。そのことを踏まえ

　てやっぱり行政の中で、部長が簡単にさっき答弁したけれども、もうちょっと真剣に取り

　組んでくれませんか。時間がね、もう終わろうと思いますから、市長、一言あなたが答弁

　していただければ終わります。

○市長（長野恭紘君）　先ほど経済産業部長が答弁をしたとおりでございますが、私からも

　申し上げるとすれば、今、議員言われたとおり本当にこれからの、逆に言うと可能性もす

　ごく私は感じているところでもございます。市場自体は非常に厳しい経営状況が続いてお

　りますけれども、今６万 9,000 平米、ほぼ７万平米あるわけでありますから、建物部分以

　外の建物の有効利用をしっかりして、さまざまなお客様をお迎えするような、築地までは

　いきませんけれども、何かああいった知恵を出し合って、協議会の設置も含めてさまざま

　な検討を続けていきたいというふうに思います。

○ 24 番（河野数則 .君）　ありがとうございました。市長、これはゆっくり考える必要はあ

　りませんから、すぐやってください。よろしくお願いして、一般質問を終わります。後の



121－ －

　方、済みません、ちょっと早く終わりましたから、ごめんなさい。これで終わります。

○５番（森　大輔君）　今回は、３つのテーマについて質問をしていきたいと思いますので、

　よろしくお願いいたします。

　　最初の南立石道路についての質問については、地域住民の切実な御要望を受けてから、

　平成 27 年第４回市議会定例会におきまして、質問させていただきました。あれから約２

　年がたちますので、そろそろ工事も完成に近づいてきたと期待をしておりましたが、工期

　がまた延伸をされたとお聞きいたしましたので、その詳細について質問をしていこうと思

　います。

　　御存じのように、この路線は、国道 10 号から別府インターチェンジを結ぶ主要幹線道

　路です。この路線周辺には観海寺温泉など観光地があり、また別府駅、市役所があること

　から、別府の観光経済面において重要な路線であると同時に、防災面においても避難路

　線として重要視されています。しかしながら、この路線は、道路線形の問題や道幅が狭い

　箇所が連続するなど多くの課題を抱えておりまして、大変危険な状態にあると言えます。

　平成 25 年度には、この路線において交通死亡事故も発生いたしました。ゆえに、より安

　全な通行の確保のため、この路線の早期完成が求められてきました。

　　この事業は、平成６年から始まり、当時の完成予定では平成 18 年３月でした。しかし、

　それから十数年たった今も完成には至っておりません。いまだに完成の見通しがつかない

　この状況についてどのように考えていますか。

○都市整備課長（橋本和久君）　お答えいたします。

　　富士見通り南立石線の完成がおくれていることによりまして、ゴールデンウィーク、お

　盆、お正月等に渋滞が発生し、観光客はもちろん地元住民の方々に対しましても多大な負

　担をおかけしているというふうに考えております。

○５番（森　大輔君）　以前議会で質問した際に、工期がおくれている要因の１つに用地交

　渉が難航しているためと御答弁がありましたが、その後の状況はどのようになっています

　か。

○都市整備課長（橋本和久君）　お答えいたします。

　　用地買収につきましては、昨年度平成 28 年度中にほぼ完了しているとお聞きしており

　ます。

○５番（森　大輔君）　わかりました。では、工事の進捗状況についてはどのようになって

　いますか。

○都市整備課長（橋本和久君）　お答えいたします。

　　この事業は、全体施行延長 2,260 メートルとなっております。まず堀田三差路から高速

　道路のガード下までの 960 メートルにつきましては、総事業費 34 億 6,100 万円で平成 23

　年度に完了しております。そこから市街地までの残り 1,300 メートルについては、施行済

　み区間はいまだ約 380 メートルとなっております。

　　事業費ベースの進捗率について説明いたします。総事業費 116 億 6,000 万円、現在まで

　の事業費としまして 98 億 9,400 万円であり、進捗率は約 85％となっております。

○５番（森　大輔君）　前回質問したときの進捗率は 75％でした。あれから約２年間で 10％

　進んだということになりますが、逆に言えば２年間で 10％しか進まない理由は何でしょ

　うか。地域との約束では、平成 29 年度末の完成予定ということで伺っておりますが、こ

　の調子でいきますと、完成まで２年から３年かかりそうな計算となります。このことにつ

　いて質問をしていきたいと思います。

　　以前、市議会で御紹介をさせていただきましたように、今から約３年前、関係する南立

　石校区の自治会長の方々と県土木に、この路線の工事早期完成の陳情に上がってまいりま

　した。そのときに、いつ完成をするのですかと問いましたところ、当時の県土木の伊藤所
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　長さんが、最終的な完成予定は平成 29 年度末を予定しています、このように答えてくだ

　さいましたので、その場はその言葉を信用して、地域のほうも、早期完成に向けて協力を

　いたしますので、お願いいたしますと申し上げて帰ったことを今でも覚えております。

　　そして、先月、そろそろ約束の日にちまで１年を切りましたので、工事の完成の見通し

　がそろそろついたころかなと期待をしながら、南立石校区の代表者とともに確認をしに市

　役所に訪れました。そうしましたら、担当課から、実は工期の延伸が決まりましたと、大

　分県から連絡がありましたと聞かされまして、大変ショックを受けました。

　　ここに、４月 28 日付で大分県から、富士見通り南立石線路線の事業計画の変更届が出

　されていますが、ここに示された新たな完成予定日はいつになっていますか。

○都市整備課長（橋本和久君）　お答えいたします。

　　完成予定期日につきましては、平成 32 年３月中の完成を目標として施工中であると伺っ

　ております。

○５番（森　大輔君）　本来は来年の３月末だった完成予定から２年延期をされたというこ

　とになります。つまり地域と県土木が交わした約束は守られなかったのです。こうした約

　束をしたことについてはやっていただかないと困ります。本来こういった工事完成予定に

　かかわる重要な計画変更があるなら、少なくとも地域の代表者の方々には事前に工事の状

　況、延期の理由などをすぐに報告すべきだと思いますが、全くありませんでした。今回は

　事前に聞きに行きましたのでわかりましたが、もし聞きに行っていなかったら、工期が延

　期されたこと、知らないままです。こういったことが続きますと、市民の方がばかにされ

　ているのかなと思います。市議会でこういった指摘があったということを県のほうに強く

　伝えていただきたいと思います。

　　この調子だと、約束の完成予定でも２年がおくれ、当初の予定から考えますと、約 14

　年間おくれるということになりますが、今回は一体どのような理由で工期が延伸されたの

　ですか。

○都市整備課長（橋本和久君）　お答えいたします。

　　主な理由といたしましては、この事業は、大分県が国から交付金をいただいて施行して

　いる事業でございます。昨今の財政事情により要望どおりのお金が交付されず、予算確保

　に大変苦慮していることと伺っております。今のような交付金の交付率であれば、平成

　32 年３月中の完成も非常に厳しい状況であると伺っております。

○５番（森　大輔君）　事業が始まってから二十数年がたっています。国から交付金が出な

　いから、そういった理由は今さら通用しないと思っております。この説明で市民の方が納

　得されると思いますか。第一、交付金がなかなかつかない、こういった課題については、

　以前からずっと言われてきた問題です。そんなことを今さら言われても困る。

　　あと、御答弁で気になった点がございます。平成 32 年度中の完成も正直見通せない。

　これは一体どういうことですか。それは、つまり完成しないとおっしゃっていると同じこ

　とです。今からそんなことでは本当に困ります。別府市には、県はもちろんですが、国の

　ほうにも交付金をしっかりつけていただけるように要望していただきたい。お願いいたし

　ます。

　　私が以前、市議会でこの路線整備事業について取り上げましたとき、地域と約束した完

　成予定日については守っていただけるように、市からも県にしっかりお願いをしてくださ

　いと申し上げました。そのとき、阿南副市長から、しっかり県にお願いしてまいりたいと

　御答弁をいただきました。物事には、一生懸命しても予定どおりいかないことはあります。

　しかしながら、この再三にわたる工期延伸は、住民の期待を大きく裏切っていただきまし

　た。いまだに工期すら完成が見通せないこの状況に、大変失望をしております。何より地

　域住民との約束が守られなかった、この結果責任については、県行政は重く受けとめてい
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　ただきたいと思います。このことも踏まえていただいて、今後別府市はどのような対応を

　していただけますか。

○副市長（阿南寿和君）　それでは、お答えいたします。

　　以前の市議会の答弁の際にも、私も土木事務所のほうに足を運んでしっかりとお願いし

　てきましょうというようなお話をいたしまして、それ以後、別府土木の所長も３人ほどか

　わりまして、その都度こういったこともお願いしてまいりました。

　　そもそも、先ほど課長のほうからお答えしたように、国のほうにおいても、やはり選択

　と集中というようなことで、どれを優先するかという中で、この箇所について思うように

　予算がつかなくなったということがやはり原因だというふうに分析しております。土木事

　務所はもちろんでございますが、県本庁に対しても、私もその都度この件についてはお願

　いしております。県のほうでも、先週、国への要望活動ということで国土交通省のほうに、

　都市計画の関係事業について、当然この箇所も含んでおるわけですが、担当課長からしっ

　かりお願いをしてきたということの回答もいただいております。

　　今後も、別府市といたしましても、直接国への要望活動ということも視野に入れながら

　しっかりと取り組んで、一日も早い完成に向けて努力してまいりたいと考えております。

○５番（森　大輔君）　ぜひ、そうしてください。お願いをしておきます。

　　実はこのことについては、まだ県土木から地域住民の方々に対して工期が延伸されたと

　いう説明を受けておりません。私が思うには、少なくとも地域の関係者、代表者の方々に

　はこれまでの経緯、進捗状況、そして工期延伸の理由、何よりこの道路がいつ開通するの

　かといったことについては、説明を近いうちに求めていきたいと思います。その際には県

　の道路事業の早期完成を強く御要望させていただきたいと思っておりますので、よろしく

　お願いいたします。

　　では、次に道路の渋滞問題について質問をいたします。

　　富士見通り鳥居線から別府インター入り口までの渋滞している状況については、皆様も

　よく御存じのことだと思います。具体的に申し上げますと、霊泉寺付近から九州横断道路

　の堀田交差点の１車線道路の間、そして別府インター入り口に入るまでの区間が、車が「一

　寸ずり」になります。特に連休・休日・祝日・年末年始、この時期になりますと、他県か

　ら車でお越しになる、別府にお越しになる観光客の方が、高速自動車道を利用するために

　大変な渋滞となっております。

　　ここに、観光課からいただきましたことしのゴールデンウィークの入り込みの客数の調

　査結果がございます。ことしは、観光客の入り込み客数は例年並みの約 31 万人、宿泊者

　数は約５万人、交通手段の内訳は、一番多いのがやはり高速自動車道を利用された約８万

　5,000 人の方、その次に鉄道、航空機、船舶となっています。これから夏に向けまして観

　光客の誘致にさらに取り組んでいただいて、別府を日本一の温泉地として発展させていた

　だきたいと思う次第でありまして、ここに、民間のじゃらんネットが発表しています「全

　国人気温泉地ランキング」、その調査結果を示す資料がございます。これによりますと、

　１位は、温泉地の中で１位は、箱根温泉が１位、その次に草津温泉、３位に湯布院温泉、

　別府は４位でございました。別府と湯布院、車で約 30 分、距離感としても十分に周遊で

　きる環境。別府と湯布院の相乗効果を生み出せるように道路環境整備もしっかりしていた

　だいて、「別府・湯布院温泉郷」という形でアプローチしていただいて、１位の箱根温泉

　以上に魅力ある温泉地にしていただきたい、そのようにお願いします。

　　以前の市議会でこの問題につきましてもやはり御指摘させていただきまして、別府イン

　ター入り口に至るまでの道路線形の改良、信号機の点滅時間の調整、これをすべきだと御

　指摘させていただきました。そのときに建設部長から、公安委員会並びに大分県のほうに

　強く要望したい、そのような御答弁をいただきました。その後どうなっているのかな。きょ
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　う、ここでお聞かせください。

○都市整備課長（橋本和久君）　お答えいたします。

　　前回、議員さんの質問を受けまして、別府警察署を通して公安委員会に、堀田の三差路

　及び別府インターチェンジ入り口の信号現示を調節させていただきました。具体的に説明

　いたしますと、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの渋滞が予測される時期には、

　別府インターチェンジ入り口の右折の青の矢印の時間を長くするなどして対応していただ

　いております。また、大分県別府土木事務所のほうにもお願いに行きまして、別府インター

　チェンジ入り口の右折レーンに関しまして延伸するなど、渋滞対策のほうを行っていただ

　きました。

○５番（森　大輔君）　対応していただいたということで、その対応については感謝申し上

　げます。ありがとうございます。

　　ここに、別府のインターチェンジ右折に入る右折レーンの周辺の写真を持ってまいりま

　したので、御紹介したいと思います。少しわかりにくいかもしれませんが、以前はインター

　に入る右折レーンが短かったのですが、現在は少し長く改良されておりました。これが改

　良前の写真でございます。そして、こちらが改良後の写真です。比べてみますと、確かに

　長くなっています。対応していただいたおかげで少しずつ改善されつつあるということで、

　地元としても大変うれしく思っております。ありがとうございます。

　　ただ、しかしながら、現実はまだこの渋滞問題というのは、完全には解決されていない

　ようです。今後もぜひ、諸課題があると思いますが、解決をされながら引き続き県に対応

　していただけるように御要望申し上げたいと思います。いかがですか。

○都市整備課長（橋本和久君）　お答えいたします。

　　今回、県道の右折レーンのさらなる延伸するスペースがございますので、そちらの延伸

　も含めまして、大分県別府土木事務所のほうへ要望したいと思っております。

○５番（森　大輔君）　この路線の渋滞問題は、別府市の観光経済、そしてまた防災分野に

　も大きく影響を及ぼす重要な課題と思いますので、今後の対応をしっかり見守っていきた

　いと思います。これで、この質問を終わります。

　　次に、福祉行政についての質問に移ります。

　　先般、第７期別府市介護保険事業計画等策定委員会に出席をさせていただきました。そ

　こで、約 800 万人と言われる団塊の世代の方々が 75 歳以上となる 2025 年を見据えて、介

　護が必要な状態となっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを続けていくことができる

　ように、医療・介護・予防・住まい、そして生活支援が一体的に提供される地域包括ケア

　システムの構築が求められております。この取り組みの１つに生活支援体制整備事業、こ

　れがございますが、この事業の目的は何ですか。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　生活支援体制整備事業と申しますのは、端的に言いますと、地域に助け合い・支え合い

　を広げるための基盤づくり、それから地域づくりを進めることでございます。単身や夫婦

　のみの世帯、それから認知症の高齢者が増加する中、これまでの公的サービスや医療・介

　護施設といった資源が不足し、今後高齢者のニーズ・課題等に十分に応えられないこと

　が懸念されますことから、市が中心となりまして社会福祉協議会それから地域包括支援セ

　ンター、ＮＰＯ法人や民間企業、自治会、老人会、それから民生委員などと連携しながら、

　多様な日常生活上の支援体制の充実、それから強化及び高齢者の社会参加の推進を図って

　いくことを目的としております。

○５番（森　大輔君）　今御説明していただきましたその事業の一環として、具体的に申し

　上げますと、定期的に住民の方々が集まって地域の課題について話し合う住民ワーク

　ショップというものを実施しておられるようです。ここでは、住民同士が地域ごとに抱え
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　る課題をみずからで話し合い、改善計画を立てて課題を解決するようということで努めて

　いらっしゃいます。このような住民参加型の活動を行うことで地域の課題をみずからで明

　確にされ、自分たちでできることについては、お互いに支え合って、助け合っていこうと

　いう、そういった取り組みがされているようです。一方で、地域だけでは解決が難しい課

　題、そういったことについてはどのようにしたらいいのですか、別府市としての対応が求

　められるケースもあると思います。そういった場合、行政としてどのように対応をされま

　すか。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　議員御指摘のとおり地域課題の解決、自分たちだけの取り組みではなかなか限界がある

　ことは理解しております。

　　この生活支援体制整備事業に関してちょっとお答えをさせていただきますけれども、こ

　の事業は、市内のおおむね中学校の校区の圏域ごとで支援体制の強化を図ろうというもの

　でございます。自分たちで解決できない課題。ところが、それが隣の町の方々なら、ある

　いはできるかもしれない、また、その逆もあるかもしれない。そういった地域の支え合い・

　助け合いを求めるのがこの事業と理解していただきたいと思います。

　　それでも、どうしてもできない部分もあろうかと思います。もちろん市が中心となって

　進める事業ですので、他市の状況も含めまして、市も一生懸命サポートしていきたいと思

　います。

　　それから、今私がお答えしたような生活支援体制整備事業についての課題でございます。

　地域の話し合いではいろんな課題が出てこようと思いますので、その課題内容によっては

　担当部局、関係部局にまた御相談いただければ、しっかりサポートをされると思いますし、

　また、この事業の中で生まれていく連携強化等が、そういう課題の解決のヒントにもつな

　がればとも考えているところでございます。

○５番（森　大輔君）　もう少し具体的に御答弁していただきたいと思いますが、市内では

　中心市街地、中山間地域、そして南部地域、北部地域、西部地域など、それぞれの地域に

　おきまして住民ワークショップというものを実施しておられるようですが、それぞれの地

　域で具体的にどのような課題が出されているか、御答弁ください。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えいたします。

　　四、五カ所の地域での内容となりますけれども、例えば高齢者の共同温泉の入浴、これ

　における見守りの支援、それから閉じこもりの高齢者にいかにして外出していただくか、

　それから買い物が不便、公民館以外に集まるところがないといった意見が出されているよ

　うでございます。

○５番（森　大輔君）　やはり住んでいる地域が違いますと、住民の方々が日々の生活の中

　で感じます、その地域の課題というものも違ってくるのだろうなということを拝察させて

　いただきました。

　　実は西部地域で行われました住民ワークショップに参加をしてまいりました。そこで話

　し合われた一番の地域課題については、買い物に行くまでの交通手段のあり方でした。議

　会でもたびたび取り上げられている課題でございますが、西部地域におきましては、住ん

　でいる場所によっては近くにお店がないことも相まって、公共交通機関を利用しなくては

　なりません。また、循環のバス路線もございますが、充実しているとは言いがたい状況で

　す。この点につきましては、バス事業者も事業性を考える上でできないこともあると理解

　させていただきますが、このままの状態では、自家用の交通手段を持たない高齢者の方々

　にとっては移動が困難な地域となりつつあります。

　　ちなみに、先般のワークショップの話し合いの結果、とりあえず移動販売サービス、こ

　ういったサービスを地域に呼んでいこうではないか。そういったことで今できる地域とし
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　ての解決策、こういったものを考えられています。これも移動が困難な地域の解決策の１

　つだと思いますが、この交通手段のあり方については、市内のさまざまな地域で議論され

　ていると思います。住んでいる場所ごとに公共交通機関の利用環境には地域差がございま

　すので、一概には言えませんが、ひとつこれを別府市全体の共通課題として一定の解決策

　を示す、このことが求められているのだなと身近に強く感じた次第です。

　　これまで別府市は、先行して中山間地域におきまして、バスの循環線であるとか乗り合

　いタクシー、デマンドタクシー、こういったものの実証の運行をしてこられました。その

　内容につきましては、正直厳しい評価もございます。ございますが、まずは中山間地域に

　住まわれている方々の交通手段を何とかしたい、その試みは理解させていただきます。こ

　としは、市街地におきましても高齢者を対象にしたおでかけ支援バス、この実証運行を議

　会で議決させていただきました。地域によっては坂などが多く、バスまでの距離がありま

　して、出向くまでが大変だという方もたくさんいらっしゃいます。また、高齢者によって

　はバスの移動自体に困難が伴う方など、身体の状態には個人差があります。中には年齢問

　わずお元気な方もたくさんいらっしゃいますので、一概に年齢判断できませんが、一般論

　で申し上げますと、大体 70 歳以上に必要な支援と 80 代、もしくは 80 代以上の方々に必

　要な移動支援というものは違うべきだろうなと考えます。身体の状態や年齢によって移動

　支援が選べる、そういった福祉策が今後望まれてくると思います。

　　例えを申し上げますと山口県の岩国市、ここ岩国市では、長寿支援タクシー事業を実施

　しておられまして、バスの移動はもちろんですが、タクシー移動にも補助をされ、行き渡っ

　た福祉政策を展開されている、そのように勉強させていただきました。

　　今後、別府市におきましても、多様な公共交通手段を視野に入れた移動支援策、これを

　行っていただきたい、行っていくべきではなかろうか、このように思うわけですが、御答

　弁をいただけますか。

○高齢者福祉課長（安達勤彦君）　お答えをいたします。

　　まず、御提言をありがとうございます。確かに高齢者にとりましては、バス停に出向く

　だけでも大変な苦労を強いられる方もいらっしゃると思いますし、岩国市の取り組みも参

　考になる事例だと考えます。

　　本年度、おでかけ支援バスの実証運行を予定しておりますが、実施に当たりましては、

　バスを利用される方、利用しない方にもアンケートをしようかなというふうに考えており

　ます。議員と同様の意見もございますでしょうし、また別の福祉施策をお考えの声もあろ

　うかと思います。高齢者が望む福祉施策は、地域によってさまざまでしょうし、年齢によっ

　ても変わってくるものと思われます。今回の実証運行におけるアンケート結果を通じまし

　て、議員御提案のタクシー利用も含め、皆様方に喜ばれる福祉施策につなげていきたいと

　考えております。

○５番（森　大輔君）　よろしくお願いいたします。期待をして、この福祉行政、このこと

　についての質問を終わりたいと思います。

　　では、地熱発電について質問を行っていきたいと思います。

　　昨年の 12 月市議会におきまして、熱水循環型発電方式の実証試験事業、このことにつ

　いて取り上げさせていただきまして、温泉の利活用のあり方については、今後、今まで以

　上に慎重に対応していただきたい、そのような趣旨の質問をさせていただきました。

　　今回は、県が行っています温泉掘削許可のあり方について、本当にこれでいいのかと疑

　問に感じるケースがありましたので、御紹介をしながら質問をしていきたいと思っており

　ます。

　　御存じのように、温泉湧出目的で掘削をする場合、温泉法第３条に従いまして都道府県

　知事に申請をし許可を受けなくてはなりません。掘削の審査基準につきましては、都道府
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　県によって違いますが、大分県の審査基準については、大分県議会にて柴田生活環境部長

　さんが御答弁しておられましたので、御紹介いたします。

　　「温泉掘削申請につきましては、県の環境審議会温泉部会に諮問し、答申を経て許可を

　行っています。温泉部会では、大分県独自の審査基準を設けています。その基準とは、県

　内全域では少なくとも既存の泉源から 60 メートル以内の場所での新規掘削を認めません。

　さらに、原則新規掘削を認めない特別保護地域や既存の泉源から 150 メートル以内の新規

　掘削を認めない保護地域などの規制を設けております」、これが大分県の審査基準の概略

　だと思われます。

　　では、別府市はどのような形で温泉掘削の許可申請にかかわっておられますか。

○温泉課長（白石修三君）　お答えいたします。

　　温泉掘削許可につきましては、大分県が温泉掘削の許可申請を受け付けた後、大分県環

　境審議会温泉部会の諮問に当たり、事前に別府市に対し大分県東部保健所より意見照会が

　なされます。大分県から意見照会がなされますと、温泉課では、都市計画、道路認定、環

　境保全条例等関係の計画及び条例等の整合性に対し関係各課への意見照会を行い、確認の

　上、別府市の意見として東部保健所へ回答しております。

　　なお、許可申請に対する基本的な審査基準等の確認につきましては、許可権者でありま

　す大分県が行っているものと認識をしております。

○５番（森　大輔君）　つまり、市は関係各課の計画や条例との整合性については確認され

　ますが、掘削の審査基準を満たしているか、その最も大切な審査基準につきましては、許

　可権者たる県の責任のもと行われています、こういったことで確認をさせていただきまし

　た。それを踏まえてお話をさせていただきたいと思います。

　　実は観海寺地区の薬師堂温泉というものがあるのは御存じだと思いますが、この近くで

　ある事業者が計画しています地熱発電について相談を受けてまいりました。この事業計画

　場所は、場所を申し上げますと、観海禅寺さんのすぐ上隣、勾配が、急な坂道を上がっていっ

　たところにございます。この地域は、以前より土砂災害や大雨による洪水被害などに

　悩まされてきた歴史がございまして、住民の方々はこういう危険な場所での地熱発電を行

　おうとするその計画に対して、とても心配をする声を上げてきました。ことしに入ってか

　ら住民の方と事業者との間で話し合いが何度も何度も行われ、住民の方々が一番懸念

　をされている薬師堂温泉に悪影響を及ぼさないように細心の注意を図りながらバイナ

　リー発電及び付随した事業を行ってください、そういったことをお約束した協定書を結ぼ

　うという運びになりました。この中には観海寺周辺の自然環境や住民の生活環境に対して

　適切な配慮を行うこと、また自然災害が発生しやすい危険な場所であるということを認識

　していただいて、必要な防災対策を講じていただきたい、そういった住民の方々の思いが

　集約された内容となっています。それが、こちらになります。これができ上がるまでには

　大変な御苦労をされたこととお察し申し上げるとともに、住民の方々の観海寺温泉を守り

　たい、その思いには心から敬意を表したい、そのように思っております。

　　この協定書の中身については、もちろん事業者も合意をしていただきました。別府市に

　おかれましても、これからの成り行きを注視していただきまして、よりよい結果となるよ

　うにしっかり見守っていただきたい、そのようにお願いをいたしたいのですが、いかがで

　すか。

○環境課長（松本恵介君）　お答えいたします。

　　観海寺自治会と事業者が協議してきました経過に関しましては、市としても情報共有を

　図ってきた経緯がございます。これを踏まえながら、今後とも地域共生の観点で助言等を

　行ってまいりたいと考えております。

○５番（森　大輔君）　ありがとうございます。よろしくお願いを申し上げます。
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　　住民の方がこの地熱発電、これを大変心配されているのには大きな理由がございます。

　それは、発電に必要な穴を掘った場所から一番近いと推測される薬師堂温泉の泉源までの

　距離が、大分県の距離制限を満たしていない可能性があるからです。先ほど申し上げまし

　たように、大分県の審査基準によりますと、観海寺のような保護地域においては、既存の

　泉源から 150 メートル以内の新規掘削を認めませんとなっています。しかしながら、住民

　の方々の訴えで県に確認をいたしましたら、新規掘削した場所から薬師堂の泉源までの距

　離が 150 メートルなかったということが判明をいたしました。

　　ここで問われている問題は、では、なぜ県は、県の審査基準である距離制限を満たして

　いないにもかかわらず、新規の温泉掘削についての審査を行い許可を出したのか、この点

　です。この点について県の担当の方に問い合わせてきました。そのときの話を、私なりに

　要約いたします。当初、県は一番近いと思われる薬師堂泉源の場所を確認する資料をもと

　に確認をされたようですが、書類上は薬師堂温泉の泉源は現孔不明泉であったために、泉

　源の位置をはっきり特定できなかったようです。にもかかわらず、泉源の位置を仮定して、

　あたかも 150 メートル以上離れているような条件のまま温泉部会に諮問したところ、部会

　からの答申を経て温泉の掘削許可を出しました、そういったお話のようです。

　　私が思う疑問点のまず第１点目は、書類上で現孔不明泉となっているのであれば、なぜ

　泉源の場所を現場に行って確認をされなかったのですか、という点です。

　　観海寺は、温泉が自然湧出している泉源があります。薬師堂温泉もその１つです。そう

　いう特色がある地域では、泉源の場所がわかりにくいことがあります。書類上、現孔不明

　泉という扱いになっている泉源があるようです。こういう地区にて新規の掘削審査、これ

　を行おうとする場合、現場に行って 150 メートル周辺に既存の泉源がないか確認をしなく

　てはならない、そういうふうに考えていただきたい。その後、県のほうから現場調査を行っ

　ていませんでしたということなど、審査の仕方に落ち度がありましたということを認めて

　いただきました。その後、掘削許可をしたその判断について見直しを尋ねましたが、掘削

　自体が完了しているので、それは難しいですという回答しかいただけませんでした。県は、

　瑕疵があったと認めながら、一方で何もできません、何もしないというこの対応に、正直

　地域の方々を含めて納得ができませんが、私が思う一番の問題点は、本来資源保護の視点

　から慎重な対応が求められる立場でありながら、既存泉の状況を全く現場調査しようとし

　ない県のやり方ではないかな、そのように思っています。やはり書類上だけでは、今回の

　ように現状と違う場合がございますので、厳正な審査とは言えないと思います。それだけ

　では基準があってもなくても結果は同じではないかという御指摘が出てきます。

　　今回のケース、実際に現場に行って確認をすれば、どこに薬師堂の泉源があった、どう

　いう状況なのか、すぐにわかっていただけたと思います。それを温泉部会に諮問する前に

　ちゃんと調査をしていただいておれば、もしかすると違う結論が出ていたかもしれません。

　私は、温泉掘削許可の審査は、許可権者である県が十分な調査をされた上で行っているの

　だろうと信頼をしていただけに、住民の方もそうですが、大変失望をいたしました。現場

　調査をしないまま温泉部会に諮問し、そのまま答申を経て許可を行おうとしていた県行政

　のあり方を強く御指摘させていただきたいと思います。

　　別府市民は、先人より引き継ぎました温泉を大切にしてきました。しかしながら、温泉

　掘削許可を出す許可権者たる肝心の県がこういうことをしていると、守れる資源も守れな

　いと思います。何で「おんせん県おおいた」なのですか。それは温泉の恵みに感謝をされ、

　温泉を通して大分県を知っていただこうということだと思います。そうであるならば、何

　で温泉を大切にしないのですか。このことをこの場を借りて言わせていただきます。

　　今回のように距離制限を満たしていないにかかわらず許可を出していたというケース

　が、ほかにあるのではないか、そういった心配がされていますが、別府市としてどのよう
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　に考えておられますか。

○温泉課長（白石修三君）　お答えをいたします。

　　議員御質問のそういうケースがあるのではないかということですが、ほかに許可した

　ケースはないものと認識をしております。

　　それと、市のかかわりのほうですけれども、許可が出された場合、許可証というのが市

　のほうに送付をされます。それで実際に許可されたかどうかというのがわかるということ

　になっております。

○５番（森　大輔君）　ないということは、つまり今回のケースが初めてのケースだったと

　いうことなのかなと思いますが、しかし、これもよくわかりません。正直申し上げて今ま

　で県がされてきた調査が本当に十分だったのか、その点について疑念が残ります。もしか

　すると、ただ把握をしていないだけで、実はあるのかなという疑問も多少ございます。

　　最終的に私が申し上げたいことは、別府市に対してお願いしたいことになりますが、既

　存泉の現状をしっかり現場調査していただいた上で慎重に掘削許可の判断をされるよう

　に、県に強く要望していただきたい、そのように思います。いかがですか。

○温泉課長（白石修三君）　お答えをいたします。

　　許可申請先が大分県であります。かつ許可の審査につきましても、大分県の担当部署が

　温泉部会へ諮問をしておりますので、市としましては、審査の方法について発言する立場

　ではないというふうに考えております。しかしながら、市内の温泉掘削に対し別府市への

　意見照会がなされますので、これまでと同様に疑義等が生じた場合には、その旨を意見と

　しまして回答をしたいというふうに考えております。

○５番（森　大輔君）　やはり県に直接訴えていかないとなかなか改善されないのかなと、

　歯がゆい気持ちがいたします。

　　では、今後の対応について質問していきます。一度出した許可を掘削し終わった後に見

　直すということは、原則難しいようですが、この新たに掘削された位置から一番近い薬師

　堂温泉への影響が大変心配をしておられます。今後、この新規掘削が原因で薬師堂温泉に

　影響が生じた場合、どのような対応ができますか。

○温泉課長（白石修三君）　お答えをいたします。

　　温泉法第 12 条では、「都道府県知事は、温泉源を保護するため、必要があると認めると

　きは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる」

　と規定され、いわゆる温泉採取制限命令の処分行為ができることとなっております。この

　「温泉源を保護するために必要がある」とは、現に温泉採取の状態を放置すると、温泉の

　湧出量の著しい減少、泉温の著しい低下もしくは成分の顕著な変化をもたらす等により、

　重大な影響が認められる場合のことであります。この条文の適用につきましては、温泉部

　会の意見を聞いた上で最終的に大分県が判断することであるというふうに認識をしており

　ます。

○５番（森　大輔君）　今後、もしものことがあれば、これは別府市にとってはもちろんで

　すが、「おんせん県おおいた」にとっても重大事件となり得るぐらい大切な問題でありま

　すので、温泉掘削許可については厳正な調査の上審査をされますことを、重ねてお願いい

　たします。

　　最後に、市長の御意見・御感想をぜひお聞かせいただきたいと思います。これまでのお

　話を聞かれてどう思っていただけたか。お願いいたします。

○観光戦略部長（田北浩司君）　お答えいたします。

　　先ほど温泉課長が答弁しましたように、温泉掘削の許可につきましては、大分県が許可

　権者であり、私どもとしましては、市民生活に心配が及ばないよう、温泉掘削に対する別

　府市での意見照会の際には疑義のある点、その旨を意見として回答するとともに、大分県
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　とも連携を図るように努めていきたいと考えております。

○５番（森　大輔君）　今回のケースでは、市民の生活に大変な心配が及びました。こういっ

　たことが今後はないように、ぜひ別府市としてもできる限りの対応をお願いしたい、心か

　らこう申し上げさせていただきます。

　　市長からの御感想がなかったのは残念だなと思うのですが、本当にこのままでよければ、

　この先にいきたいと思います。

○市長（長野恭紘君）　お答えをいたします。

　　許可権限が県にあるということで、私どもとしては、あくまでも別府市の立場といたし

　ましては、まずは開発の前にやはり温泉資源の保護というものが大切だろうというふうに、

　これは一貫しております。県とも十分、意見を求められた際には意見を申し上げて、まず

　は保護があって、その先に開発であったり有効利用があるものというふうに思っておりま

　すので、その点についてはこれからも一貫して、また意見を求められた際には意見を申し

　上げたいというふうに思います。

○５番（森　大輔君）　では、よろしくお願い申し上げます。

　　最後になりますが、市の条例について質問をしていきたいと思います。

　　これまで別府市は、温泉発電等の条例づくりを行ってまいりました。これによりまして、

　地熱発電事業者が事業を始めるまでの、しなくてはならないガイドラインを明確化され、

　周辺住民に対して事前の説明会の開催義務、そして、稼働後も影響調査を実施するという

　ことが示されました。これにつきましては一定の意義がある、そのように思っております。

　　ことしの３月議会でこの条例が改正され、新たに別府市温泉発電等対策審議会が設立を

　されました。この審議会の目的と審議事項について、どのようになっておりますか。

○環境課長（松本恵介君）　お答えいたします。

　　別府市温泉発電等対策審議会の設置目的につきましては、別府市温泉発電等の地域共生

　を図る条例第 23 条におきまして、温泉発電等の導入に伴う温泉資源や地熱流体への影響

　及び評価、また市長が諮問する温泉発電等に関する施策、その他の重要な事項に関する答

　申及び建議を審議すると規定されております。平成 29 年度は、温泉資源量調査の評価検

　討を行った後、温泉発電等の導入に対する制度整備を審議する予定となっております。

○５番（森　大輔君）　では、もう少し具体的に審議の内容、そして今後のスケジュール、

　こういったことについてはどのようになっているか御答弁ください。

○環境課長（松本恵介君）　お答えいたします。

　　まず、昨年度実施いたしました別府市温泉エネルギー事業可能性検討調査の結果につき

　まして、これは個人情報や財産権等の諸問題もありますので、公表情報及びその方法につ

　きまして検討を行い、その結果を公表いたします。

　　次に、今回の調査で得られました結果と、30 年前大分県温泉調査研究会が実施いたし

　ました同等の調査結果などを比較検討し、現在の別府市の地熱の状況がどうであるかを審

　議していただく予定としております。そのことによりまして地域別の温泉エネルギーの導

　入可能性や温泉資源保護のための規制等の制度設計に反映できるものと思っております。

　これらの審議事項を本年度末ごろ取りまとめまして、温泉・地熱発電と自然環境及び生活

　環境との調和を図り、かつ温泉資源の保護に努めて、別府市温泉発電等の地域共生を図る

　条例や、温泉エネルギーの利活用策に反映していきたいと考えております。

○５番（森　大輔君）　温泉、温泉と聞いていくとだんだんわからなくなるのですが、私が

　申し上げたいことは１つです。この審議会、別府市の温泉資源を保護する上で必要と思わ

　れる制度設計、そして温泉の利活用について議論をしていただける、まずそう思っていま

　す。特に特別保護地域の設定については、より厳しい方向で見直しされることを期待して、

　加えて県への働きかけを強めていただきたい、このことを訴えさせていただきまして、私
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　の質問を終わります。ありがとうございました。

○１番（阿部真一君）　前回の３月議会でも取り上げさせていただきました学童保育、預か

　り保育の質問で、今回は雇用者、指導員、担い手である現場を直接運営されている指導員

　の方の、指導員の確保について、担当課である子育て支援課、そして教育委員会の今実施

　しております預かり保育に関して質問をさせていただきたいと思います。

　　平成 32 年度から、子ども子育て支援新制度に伴って、現在学童保育に通われている幼

　稚園児が、学童のほうに行けなくなるということで、もう喫緊に２年後にその時期が来て

　おりまして、待機児童対策として施設設備などハード・ソフト両方の面からいろんな保護

　者、いろんな立場の方々から心配の声をお聞きしております。前回の議会でも福祉保健部

　長、教育長のほうから、現状制度がなかなかついていけていない部分があって、共通の問

　題・課題として担当課が異なる中でも歩調を合わせて引き続き協議をしていくという答弁

　をいただいております。

　　今回は、現在、放課後児童クラブに従事している支援員の数、そして組織体系はどのよ

　うになっているか、まず子育て支援課のほうからお答えください。

○次長兼子育て支援課長（勝田憲治君）　お答えいたします。

　　平成 29 年４月現在ですが、放課後児童クラブの数は 28 ございます。支援員の数は 117

　人となっております。

○１番（阿部真一君）　では、続きまして、昨年から市のほうで行っています預かり保育の

　ほうの保育支援員の配置人数、勤務状態についてお答えください。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　平成 29 年度は、市立幼稚園４園で預かり保育を実施いたしております。１園につき３

　人の合計 12 人が配置されております。また、３人の内訳でございますけれども、１人が

　８時間勤務、２人が５時間勤務となっております。

○１番（阿部真一君）　わかりました。今回、この質問に当たりまして、各別府市内の小中

　学校の幼稚園で預かり保育を今実施しております。学童保育のほうもほとんど小学校の敷

　地内に学童の施設を建てまして運営されているところがほとんどであります。私たち預け

　るほうの世代のほうから見ると、指導員さんというのは、もうほとんど区別がつかない。

　運営の中身も、預かり保育は基本的に行政のほうで担い手の確保をする、学童保育のほう

　はＰＴＡや社会福祉法人等の民間で運営されている団体がほとんどでありまして、そちら

　のほうで支援員の確保をされているということであります。やはり学童保育のほうの支援

　員さんの確保というのはなかなか、委託業務、補助業務でありますので、ほぼ子育て支援

　課のほうから依頼してしまえば民間のほうで委託して、そちらのほうで業務をやっている

　というのが実態でありまして、現状そういった雇用の確保とか、そういった実態調査のほ

　うはどのようになっているか。そして、この放課後児童クラブの支援員さんの雇用形態、

　そして福利厚生の状態、わかればで結構ですが、学童保育の支援員さん、どのような方を

　労働層として想定しているか、お答えいただけますか。

○次長兼子育て支援課長（勝田憲治君）　お答えいたします。

　　全ての支援員の雇用状況は実際調査しておりませんが、ほとんどの支援員がパート従業

　員というような形で雇用されているというふうに考えております。当然パートですので、

　社会保険、健康保険とか厚生年金、そういったところは加入していないというふうに考え

　ております。

　　勤務条件、時間ですけれども、大体午後の１、２時から夕方６時までの５時間勤務とい

　うふうな形で、日曜祭日は休みとなっているようであります。採用される支援員の労働状

　況というのですか、これにつきましては、現在雇用されている方は、子育て経験のある主

　婦の方が多い、資格を持っている方であろうと思います。
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　　今後、応募・採用される方につきましても、子育て・保育等に関心がある方、そういっ

　た方を雇用していくというふうに考えております。

○１番（阿部真一君）　わかりました。後でまたちょっとお聞きしますので、そうしたら教

　育委員会のほうですね。教育委員会のほうで預かり保育として非常勤職員を雇用されてい

　ると思いますが、この職員さんの雇用状態、福利厚生のほうはどのようになっていますか。

　お答えください。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　雇用形態といたしましては、市の臨時的任用職員という形になります。福利厚生といた

　しましては、８時間勤務の支援員につきましては、健康保険、介護保険、厚生年金保険が

　あり、雇用保険と労災に加入しております。５時間勤務の支援員につきましては、雇用保

　険と労災に加入をいたしております。

○１番（阿部真一君）　続きまして、どういった方を層として募集をかけているのか。想定

　の範囲で結構なので、お答えください。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　預かり保育は、正式には「教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動」という

　名称になります。預かり保育支援員は、教育活動の従事者であることになります。そこで

　支援員の採用条件を原則幼稚園・小学校・中学校の普通免許状、または保育士の資格のい

　ずれかを有している方、大分県子育て支援員研修を修了している方といたしております。

　また、心身ともに健康で職務内容を理解し、教育時間終了後等に保育が必要な幼児の保育

　に意欲と使命感を持って取り組むことができ、園児を受容的・共感的に温かく接すること

　ができる方といたしております。

○１番（阿部真一君）　今２つの異なる担当課に支援員さん、預かり保育の支援員さん、学

　童保育の支援員さんの雇用形態、そしてどういった労働環境で労働層をターゲットとして

　雇用しているかを、違う担当課２つでお聞きいたしました。基本的には雇用の層とすれば

　同じ主婦層であり、同じ保育・教育に携わった方をメインとして雇用されているという基

　本は一緒だと思います。これは同じ施設、同じ敷地内にあるのがほとんどでありますので、

　やはりこういった環境の中で平成 32 年に預かり保育を総合計画後期計画の中で５園でし

　たかね、６園実施するということで計画を目標として上がっております。その中で、やは

　り残りの園は幼稚園児の対応をどうするのかというのが、喫緊の課題だというふうに思っ

　ております。この支援員の確保というのも、先ほど子育て支援課のほうからもありました

　けれども、基本的には実態調査をされていないということで御答弁をいただいております。

　これはやはり現場のほうに足を運んでいって聞くと、やはり皆さん、支援員さん同士の御

　縁で支援員を募ったり、声をかけ合って、足りないときの人手不足を補っているという形

　が現状であります。

　　また、この運営のほうも大きな予算がありません。営利目的でしている施設ではありま

　せんので、皆さんでそこで従事されている方は、やはりパートという形で、かなり労働条

　件も厳しい中で子どもたちの教育を、私たちが預ける子どもたちの安心・安全を担保して

　いただくために従事、働いていただいております。

　　この中で、２年後に迫っております学童の担い手と一時保育の支援員、これはやはり差

　がちょっとあるように感じております。この差をやはりこの１年、２年のうちに行政のほ

　うもしっかりとした形で制度設計をしていってほしいというふうに、前回の議会でもお願

　いさせていただきました。

　　今回、ひとつ突っ込んでお願いしたいのが、やはり雇用の場として民間のほうから一時

　預かり保育の支援員のほうに移る、そういった民間同士の人の流入が私は結構課題として

　考えているのですが、その辺、今後一時預かり保育を進めていく上で、どのように支援員
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　の確保を担保していくのか、お答えいただけますか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　預かり保育の支援員は、先ほど申し上げたとおり教育活動に従事する者ということにな

　ります。教員免許状でありますとか、保育士資格、県の研修を受講した方ということに資

　格をさせていただいておりますので、現在の雇用の形態は、それらの条件を踏まえたもの、

　資格を踏まえたものというふうに認識をいたしております。

　　確保につきましては、平成 29 年度の支援員につきましては、ハローワークやホームペー

　ジ、市報等で募集をいたしたところでございます。今後は、大学への周知や採用試験の際

　の併願制度の導入、県子育て支援員研修受講の促進等について検討をいたしていきたいと

　思っております。

○１番（阿部真一君）　教育委員会の見解は、わかりました。今、課長が答弁をしていただ

　いたのは雇用の確保に関してですが、これは行政が、教育委員会が窓口となって支援員を

　確保していくということで、ある程度の道筋はつけられるのかなというふうに６園の、先

　ほど言った 12 名であれば何となくの数字で想定できる範囲だと思います。ただ問題なの

　が、学童保育の支援員。きのう、17 番議員のほうからも質問がありましたが、やはり民

　間で運営している上で今の時点で実態調査をしていないというのは、ちょっとこれは残念

　でありまして、まだ平成 32 年まで時間がありますので、ぜひ学童のほうででも支援員が

　足りないという声をやはり聞きます。施設も足りない、人は、子どもさんはどんどんふえ

　ている。そういうふうに聞いております。そういったのを踏まえて、今後どのように制度

　設計をしていくか。来年以降、本年度どのような形で見えてくるかわかりませんが、ぜひ、

　もう２年に迫っていますので、福祉部長からの答弁で結構ですので、お願いいたします。

○福祉保健部長（大野光章君）　お答えさせていただきます。

　　まずお答えする前に、ひとつですね。放課後児童クラブ、これは先ほど議員が言われた

　ようにＰＴＡ、それから地域の方々、そちらから自立的にまず制度ができる以前からスター

　トしているような状況もあります。それに制度が後追いでついていったと。そういったこ

　ともありまして、採用等については、それぞれ地域の方々、知り合いの方々でこれまで雇

　用してきたものと思います。新たに教育委員会の進める制度、こちらのほうは最初から行

　政主導でスタートしておりますので、割りと整った形と。そういったことでそれぞれのス

　タートの起点が違う関係で制度上のはざま、対象者はこれまでと同じであっても、それぞ

　れ支援する側の雇用とか、そういった条件が違っている状況がはっきり見えておりますの

　で、そういった部分につきましては、今後現場の声、役員の方々もうちのほうにお見えに

　なったこともありますので、そういった声を十分に聞きながら、今後どういった対策がで

　きるか検討を進めていきたいと思っております。

○１番（阿部真一君）　わかりました。前回も部長に答弁をいただきましたけれども、これ

　は市長にもちょっとお聞きしたいのですけれども、子育て世代の、市長もまだ 40 代であ

　りますし、やはり子育てをする上で預けるところがないというのは、働き手のほうとしま

　しても重要な課題であります。やはり今の部長のほうの答弁があったようにＰＴＡ、民間

　が主導して行政が後追いで制度としてついていったのが学童保育ということで理解してお

　りますので、まだ２年間時間がありますので、先ほどの河野議員ではありませんが、やは

　り予算をつけるべきはつけるべきで、こういったことにもスピード感を持ってやっていっ

　てほしい。ぜひ市長のほうにも学童保育等の現場に足を運んでいただいて、指導員さんの

　声を聞いて進めていってほしいと思いますので、この学童保育の支援員に関しても、何か

　考えがあればお聞かせいただけますか。

○市長（長野恭紘君）　お答えいたします。

　　私も働く世代、お父さん、お母さんの代表というつもりもありますし、議員言われるよ
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　うにしっかりこの体制を整えていくということが、保護者の皆さん方が安心して働いてい

　ただけるという環境整備にもなるだろうというふうに思っています。

　　先ほど福祉保健部長からも話がありましたが、出発地点がちょっと違うということで、

　現段階においては学童のほうと預かりのほうでやる内容は似通ってはいても、条件が違う

　というのはよくわかります。私自身もこの保護者の皆さん方のニーズに応えて、できるだ

　け場所の確保等、しっかり今までもしてきたつもりでおりますけれども、それでもなお

　なかなか需要に追いつかないということがあろうかと思います。この点についても皆さん

　方がこれは早くやれ、これはちょっと待てという、大変に判断が難しいところがたくさん

　ありますけれども、これについてはしっかりスピード感を持ってやっていきたいなという

　ふうに思っております。

○副議長（三重忠昭君）　休憩いたします。

　　　　　　午後２時 50 分　休憩

　　　　　　午後３時 00 分　再開

○議長（堀本博行君）　再開をいたします。

○１番（阿部真一君）　休憩を挟みまして、引き続き質問をさせていただきたいと思います。

　　続きまして、スポーツ行政についてお聞きいたします。

　　先日、６月７日から９日で市の中体連が、別府市内のスポーツ施設を中心に開催されて

　おります。およそ 1,700 名の中学校の生徒、別府市内の 63.7％の生徒の方が参加して、

　３年生であれば最後の中体連であります。集大成としていろんな競技において汗を流し、

　涙を流したところであります。

　　私も、何会場かお伺いしまして、当時、私は中体連の場には参加しておりませんでしたが、

　やはり中学校の最後のスポーツ活動の中で子どもたちの心に残る、そして今後の財産とし

　て残るいい競技が開催されているのを目の当たりして、保護者のほうも熱くなりまして、

　大変いい感動を久々に見させていただきました。

　　現在、この別府市の中体連、中学校総合体育大会、種目や主要施設はどのようになって

　いるのかお答えください。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　別府市中学校総合体育大会は、大分県中学校総合体育大会の予選大会として実施して

　おり、平成 29 年度は６月７、８日を主日程に、７日は一部雨でしたので順延がありました。

　陸上競技を初めとする 14 競技が 12 会場で行われました。

○１番（阿部真一君）　14 競技、12 会場で行われたということで、べっぷアリーナでは新体

　操、バレー、バスケット、そしてサッカーが実相寺グラウンド、軟式野球であれば市民球

　場、実相寺球場を使って、いろんな会場で中学生最後の競技を、手に汗握る戦いが繰り広

　げられております。

　　この会場、別府市内いろんなスポーツ会場があります。大分県内でもたくさん大きな会

　場、収容できる施設、そしてまた別府市には宿泊の旅館などたくさんありまして、県内外

　から多くの大きい大会が開催される、誘致されるというふうにお聞きしております。

　　今年度、別府市において全国中学校卓球大会が開催されると聞いております。これの状

　況、そして開催の内容について御答弁をお願いいたします。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　第 48 回全国中学校卓球大会が、８月 22 日から 25 日の間、べっぷアリーナで実施され

　ることとなっております。全国から約 800 名の中学生が本市を訪れます。円滑な競技運営

　はもとより、本市の魅力を十分に味わっていただくために、大分県中学校体育連盟が実行

　委員会を立ち上げて準備を進めています。

○１番（阿部真一君）　その中学校の卓球大会ではおよそ 800 名の選手、そして保護者の皆
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　さんが本市を訪れられるということで、盛大な大会成功を願っております。

　　先ほど申しましたが、本市はスポーツ大会誘致などで多くの施設がありますので、観光

　課が有しておりますスポーツ大会等の開催の補助金について、少し調べさせていただきま

　した。昨年平成 28 年度では 61 件のスポーツ大会を誘致しております。そして本年度、ま

　だ４月、５月の２カ月ですが５件、合宿を含めますと６件のスポーツ大会が本市に誘致さ

　れております。これは先日の議会でも野上議員からのほうで御提示がありましたように、

　スポーツ観光としてもかなり経済効果、期待ができる取り組みであるというふうに考えて

　おります。ことしも、平成 29 年も５件ですが、最終的には昨年同様のスポーツ誘致をし

　ていこうということで、観光課のほうにもお話を聞いております。

　　こういった県内外からもお越しいただいてスポーツを開催するスポーツ施設であります

　が、この本市の各スポーツ施設の状態、これは先ほど部活動を継続してきた学生、そして

　市民の皆さんも日常として使っておる場所であります。この場所が現在どのようになって

　いるのか、全体、大方でいいので御答弁をお願いいたします。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　野口原陸上競技場で言いますと、平成 27 年度に 100 メートル走のスタート部分の改修

　工事を行い、今年度は走り幅跳びの助走路の改修工事を行う予定にしております。

○１番（阿部真一君）　本年度、３月に各スポーツ施設で指定管理者さんがやっているのだ

　と思いますけれども、意見箱を設置して各部局とも協議しながらスポーツ施設の改善に取

　り組んでいこうというふうなことをお聞きしております。その件に関しては、どのような

　見解をお持ちでしょうか。

○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　利用者の意見を聞きながら各体育施設の整備等を行うところを実施していきたいという

　ことであります。

○１番（阿部真一君）　わかりました。各部局意見調整をして、指定管理者さんの意見を調

　整しながらやっていくということで予算反映をしていっていただくということで理解をさ

　せていただきます。

　　先ほど課長のほうからも答弁がありました野口原の陸上競技場、本年度ハードルスター

　ティングブロック等の備品を整備していただいております。これは長年陸連からの陳情の

　ほうにもありまして、ようやく陸上の場でもそういった整備が少しずつでありますが、な

　されている結果だと思います。

　　また、この野口原の陸上競技場、使用している団体数、小中学校が 133 団体、高校生が

　54 団体、一般の方が 25 団体、計 212 団体、利用者数にして２万 7,000 人の方がこの野口

　原競技場を利用しております。私も何度か走らせていただいたのですけれども、やはりそ

　こを利用する方の声を聞きますと、ちょうどトラックの全体補修に関して２億とか大きい

　予算がかかる案件でありますので、前議会でもいろいろ御指摘があったとおりでございま

　す。しかし、陸上競技場において過去３年間で 11 件の事故が発生しております。これは

　市の当局が把握している数でありますので、恐らくそれ以上の数が発生しているのではな

　いかなというふうに感じております。特にトラックを１周回るときに、コーナーのところ

　がやはりかなりへこみが激しくてつまずきが多いという声を中学校、そして高校の陸上の

　部活の顧問の先生とかからよくお聞きすることがありまして、こういったのもぜひスポー

　ツ施設の一環であります、今、ラグビーのほうも整備が進んでおりますので、あわせてス

　ポーツ健康課のほうも注視してやっていってほしいと思います。

　　今後、トラックの全体改修は大変難しいことだと思いますが、部分的にもちょっとずつ

　でも整備する部分をしていってほしいと思いますが、その辺、スポーツ健康課としてどの

　ような見解をお持ちでしょうか。
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○スポーツ健康課長（梅田智行君）　お答えいたします。

　　野口原陸上競技場のトラック全体の改修工事を行うには、多額の経費が必要となります

　ので、今後とも施設整備に活用できる補助金等の情報を積極的に収集し、関係課と協議し

　ながら、別府市の全体的な計画の中で整備に努めてまいりたいと考えています。

○１番（阿部真一君）　わかりました。ぜひ現場に足を運んでいただいて実際に走っていた

　だいたらわかると思いますので、ところどころやっぱりひどいところもあります。全体的

　に改修するのが非常に難しい施設であるとは思いますが、ぜひそういったところも修繕、

　予算を充てていただきたい、そのように思います。この項の質問については、以上で終わ

　ります。

　　次に、別府市総合戦略についてお聞きします。

　　それでは、別府学についてお聞きしたいと思います。

　　この別府学、昨年の総合政策の加速化交付金の中で行ってきた事業であります。昨年ま

　では生涯学習課が担当して、今、社会教育課ですかね、社会教育課に機構改革後引き継が

　れた経緯がありますので、今、別府市内にこのテキスト、副読本が学校現場に配られてい

　ると思います。この副読本に対してどのような形で学校に指導しているのか。これをお聞

　きするのが、別府学の学習資料、学校によって持ち帰らせている学校と、学校で保管して

　いる学校があるというふうにお聞きしておりますが、その辺、教育委員会としては状況を

　把握しておりますか。今後、どのような指導を教育委員会としてしていくのか。お答えく

　ださい。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　本学習資料につきましては、授業の中で活用することといたしておりまして、本年度は

　１つ以上の学年で５時間利用するということになっております。

　　今御意見をいただきました、持ち帰らせている学校と持ち帰らせていない学校があると

　いうことにつきましては、現在のところは各学校の判断に任せております。総合的な学習

　の時間を初めさまざまな教科の時間に扱うことも可能なことから、いつでも学校で使うた

　めに学校保管としている学校があります。一方で、ふるさと別府を愛し、これからの別府

　を担う人材を育成するためには、地域ぐるみでこれを行うことが大切であり、そのために

　本学習資料を家庭に持ち帰り、家族や地域の方々と語り合うことは有効な活用方法である

　と考えております。

　　大切なことは、別府学の学習が充実することであり、今後、各学校において本学習資料

　の活用方法につきまして十分検討するよう指導をいたしてまいりたいと考えております。

○１番（阿部真一君）　答弁の中で大変わかりにくい点があったのですけれども、持って帰

　らせるように今後指導するのですかね。どちらなのですかね。

　　先ほど答弁がありました、家庭や地域の人々と語り合うことは有効な活用方法と考えて

　いると。別府市民の方にもこの副読本を購入したいという方も、お声をいただいている部

　分もありまして、この辺も踏まえて教育委員会としては、課長の答弁でも結構なのですが、

　もう一歩踏み込んだ答弁をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　持って帰らせるか、持って帰らせないか、オールオアナッシングというような形では今

　のところ考えておりません。繰り返しになりますけれども、学校に置きっ放しにして全然

　使われない、これもいかがなものかと思いますし、家に持って帰ったままで、例えば朝の

　読書の時間とか放課後とか、子どもたちが自由に読むときにそれも読めない。どちらもそ

　れぞれ一長一短があろうかと思いますので、家でも学校でも十分な活用をするということ

　が大事だろうと思いますので、学校にはそういう指導をしていきたいと考えております。

○１番（阿部真一君）　わかりました。それで学校現場がわかればいいのですが、その辺を
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　十二分に、担当教員もいると思いますので、協議して進めていっていただきたいと思いま

　す。

　　もう１つちょっとお聞きしたいのは、この別府学の本なのですけれども、これは外部の

　方の手に渡る、購入するというのは可能なのでしょうかね。

○次長兼社会教育課長（高橋修司君）　お答えいたします。

　　いろんな企業だとか、個人的にも手に入れたいというような話も伺っております。基本

　的に発売するということは考えておりませんが、企業等、そういう方には無料で配布する

　ことも十分可能であろうと思っております。

○１番（阿部真一君）　まだ協議されていない部分であると思いますので、今後引き続き協

　議していってください。結構声が本当に多いのです、欲しいという方が。よろしくお願い

　します。

　　それでは、学校現場でこの別府学が本年度から導入されておりまして、カリキュラムに

　ついてどのように組み込まれているのかを少しお聞かせください。

○学校教育課長（姫野　悟君）　お答えいたします。

　　本年度の実績でお答えさせていただきます。各学校には５時間授業で扱うようにという

　ことで指示を出しておりまして、現実は総合的な学習の時間、これは各学校がテーマを決

　めて 10 時間とか 20 時間の１まとまりの内容で調査研究を行い、活用力を高めていくとい

　う内容でございますけれども、そういう時間で使っている学校が非常に多くあります。い

　わゆる教科の中では国語科、生活科、社会科の中で本来学習する内容にかかわらせて、例

　えばまちの様子を知るなどというときに、この学習資料を使って別府のことを深く学ぶ、

　そういう活用方法をしている学校がございます。カリキュラムの中に、きちんと位置づけ

　て取り組むようにしております。

○１番（阿部真一君）　わかりました。今後、学校教育課のほうも現場のほうにるる協議し

　ていただいて、テキストの内容としては非常にいいのができたのではないかなというふう

　には思っております。頑張ってください。

　　それでは、社会教育課にこの別府学の、去年ちょっと質問させていただいたのですけれ

　ども、写真掲載の件が問題になっていた部分がありまして、その部分に関してちょっと質

　疑をさせていただきました。その分に関しては、きのうの質問にもありましたので、理解

　できました。教育委員会のほうとしては、学校教育における政治的中立に反していないも

　のだという考えをお聞きしております。こういった中で実際にこのテキスト、どの時点で

　教育長また市長が見られたのか。これは逆に言うと、組織の中で時間的スケジュールがあっ

　て、担当課のほうで進めていった、その中で教育長であり市長なりが、そのテキストが最

　終的にどの段階で手に届いたのかというのが、ちょっと興味があるところでありまして、

　逆に言うと写真の問題も組織の中で原課が行ってきて、時間的に間に合わずに編集してつ

　くっていった部分、それでいて、出てしまったときにあのような報道に出ている部分があっ

　たと思います。

　　市長は、どの時点であのテキストを見たのか、お答えできますか。

○教育長（寺岡悌二君）　お答えをいたします。

　　今、議員さんから時間的に間に合わないと、そういう時間的な制約もございましたけれ

　ども、これはもう教育委員会の手続にちょっと不備があったということは、私の責任で、

　申しわけないと思っております。

　　市長に関しましても、市長もほとんど見ることはなく、もう配布された後、市長にこう

　いう結果でしたということで、私も含めてそこはもう大変申しわけないと思っているとこ

　ろでございます。

○１番（阿部真一君）　わかりました。この別府学の問題も、先ほど議会の中と執行部の中
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　でのるる協議の中で、昨年の委員会のほうでも、別府学の進め方について委員会のほう

　に提示をいただきたいという話がありました。現に今、教育長の答弁によりましても、現

　物ができ上がるまで教育長のほうには届いていなかったということでありまして、やはり

　そういった組織の硬化、かたくなっていると言ったら悪いのですけれども、やはりなかな

　か意思疎通ができない部分で組織的な問題なのか、人員的な配置の問題なのか、人数の問

　題なのか、その辺は今回の部分を肥やしにしていただいて、今後こういった問題が起こら

　ないようにしていただきたい。

　　現実に、今、今年度予算でＤＶＤを制作されているかと思います。この制作に当たって、

　今回の問題も踏まえどのような形で進めていっているのか、御答弁いただけますか。

○次長兼社会教育課長（高橋修司君）　お答えいたします。

　　このＤＶＤにつきましては、既に業務的には着手をしておりまして、プロポーザル方式

　で業者を選定し、年度内に完成するように。その中で十分に協議を詰めながら、内容を検

　討しながら作成したいというふうに思っております。

○１番（阿部真一君）　わかりました。これも定期教育委員会のほうでも、昨年も議事のほ

　うで随時報告していただきたいというふうな声も上がっております。委員会のほうでも、

　昨年の委員会でも声が上がりました。ことしの委員会はちょっとどうかわかりませんが、

　また委員会ごとに議会のほうも御報告していただきたい、そのように思いますので、これ

　を強く要望して、この別府学については終わらせていただきます。

　　次に、Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫと４『Ｂ』ｉの質問に移らせていただきます。

　　この件も部長、課長といろいろヒアリングで協議を、テーブルレベルでさせていただき

　ました。実際平成 27 年 10 月に策定した別府市総合戦略に基づいてこのＢ－ｂｉｚ ＬＩ

　ＮＫを中心とした組織をつくっていった。少しスタートがおくれた部分があって、なかな

　か今進んでいるのがこの議会にも見えない状態でありますが、直近の経過で結構ですので、

　どのような進捗ぐあいかお答えいただけますか。

○経済産業部長（松永　徹君）　お答えいたします。

　　４月より南部児童館の２階に拠点を構えて稼働しております中、ことしの４月 28 日に

　内閣府から地方創生推進交付金の交付対象事業の決定がなされたのに引き続きまして、５

　月１日付で地域再生計画の認定を受けることができました。これらを踏まえまして、今回

　Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫに関する経費につきまして、補正予算として地方創生推進交付金の

　財源補正が所管課より提案されているというような、これまでの経過がございます。

　　また、現場の状況といたしまして、既に日常業務として各種企画の立案、それから起業

　に関する相談が随時行われておりまして、学生を交えた地域活性化に関する協議を重ねる

　などの試みを行っている現状もございます。

○１番（阿部真一君）　では、このＢ－ｂｉｚ ＬＩＮＫ、あり方と今後どのようなものになっ

　ていくのかお答えを聞かせていただけますか。

○経済産業部長（松永　徹君）　お答えいたします。

　　市内にある点と点を結びまして、アイデアを共有する多様な人材が交わることで新たな

　価値を創造していくことができるようにすること、また、市内の企業、大学、行政、地域

　を連携・協働する役割を担い、産業イノベーションや人材育成の支援、起業支援等で社会

　連携に貢献していくことを目的としております。業種・業態を超えまして、市内のさまざ

　まな人が対話できる場を運営し、定期的な勉強会や協議の場を企画することなど、こういっ

　たものが事業内容の概要でございます。これらの結果として「稼ぐ力」の創出につながる、

　このような形になるように進めていきたいと考えております。

○１番（阿部真一君）　わかりました。このＢ－ｂｉｚ ＬＩＮＫ、組織として担当課が松永

　部長で、担当副市長が猪又副市長というふうに理解しておりますが、副市長のほうから、
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　このｂｉｚに関しての今後の展開、そして今までのスタートがおくれた点についての今後

　の改善、そして、今後形として見えてくる中での方向性を、副市長の見解で結構ですので、

　お答えいただけますか。

○副市長（猪又真介君）　お答え申し上げます。

　　まず、Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫにつきましては、議員御案内のとおり昨年末に観光産業を

　中心とする経済界の方々、それから学識経験者の方々、あるいは金融業界の方々が参画い

　ただき、産業イノベーションネットワーク会議というものでその具体的な立ち上げと役割

　についての御議論をさせていただきました。私自身も一人の委員として参画したわけでご

　ざいますけれども、議論の中で一番多かったのは、委員の皆さん、別府市が本来的に持つ

　ポテンシャルに対して非常に期待をしているということと、そのポテンシャルを最大限に

　発揮するためには産業と産業、あるいはサービス・サービス、あるいは人材と人材が有機

　的に結びつくことによって最大限にそのポテンシャルが発揮されるという声が非常に多

　かったというふうに思っております。現在、その委員からまとめられた提言を具現化する

　べく、担当部、経済産業部のほうで準備をしているところでございますけれども、２点ほ

　ど大事なところがあると思っております。

　　まず、Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫは公的機関ではなく、民間の思想のもとに運営される組織

　であるというふうに思いますので、準備段階でこそ行政のサポートが入るにしても、将来

　的には民間活力を最大限に発揮するべき組織になる必要があるかと思いますので、民間の

　方々の感覚を最大限に配慮し、また理解を求めていく。ここにしっかりと時間をかけてやっ

　ていきたいと思っております。

　　それからもう１点は、拙速にその結果だけを求めるわけではなく、やはり中長期的に

　しっかりと持続的な組織になるべき組織だというふうに思っておりますので、ここに関し

　てもしっかりと皆様方の御配慮をいただければと思います。

　　以上２点について賛同いただける方々としっかりと歩調を合わせて、しっかりと前進さ

　せていきたいというふうに考えております。

○１番（阿部真一君）　副市長の答弁、よく議会の皆さんも難しい言葉が並んでいますので、

　大変概念的な部分でちょっとわかりにくい部分もあるかなと思いますが、ことし１年が実

　際のところ勝負であるのではないかなというふうに、議会のほうも執行部の方の皆さんも

　思いは一緒だと思います。

　　先ほど猪又副市長からも御説明がありました。別府市産業連携イノベーションネット

　ワーク、提言書をもとに今後ある程度進めていくと。そこで、南部児童館のほうですかね、

　拠点をつくって民間の方と協議しながら形が見えてくるということで理解を今の時点でさ

　せていただきます。今後、この事業計画を持つ中で実際に地に足を着けていく形で事業を

　進めていっていただきたい、そのように思います。

　　では今後、産業政策課とですね、拠点として離れている部分のＢ－ｂｉｚ ＬＩＮＫ、

　どのような関係になっているのか、答弁をお願いします。

○経済産業部長（松永　徹君）　お答えいたします。

　　産業政策課が担います本質的な使命や役割、これと別府市のさまざまな分野の産業の横

　展開や連携、協働のプラットフォームとしての役割を担うＢ－ｂｉｚ ＬＩＮＫとが、相

　互に役割分担を図りながら連携し、そして相互に補完し合う関係にしてまいりたいと考え

　ております。

○１番（阿部真一君）　わかりました。民間のキーマンとしての担い手も今後必要になって

　くるのではないかなと思いますが、その辺の調整というのは、Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫの担

　当部長である前・工藤企画部長がされるのでしょうか。わかる範囲でお答えできますか。

○経済産業部長（松永　徹君）　主には、我々本庁のほうで取り扱うようなことになろうか
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　と思います。

○１番（阿部真一君）　よろしくお願いします。

　　それでは、続いて、４『Ｂ』ｉとこのＢ－ｂｉｚ ＬＩＮＫの関係性。このＢ－ｂｉｚ 

　ＬＩＮＫと４『Ｂ』ｉの予算書を読むと、別府市、ＢＥＡＭＳ、ＢＥＰＰＵ　ＰＲＯＪＥ

　ＣＴ、Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫ、全て横文字でちょっと混乱してしまうのですけれども、こ

　の関係性がどのようになっていくのかというのを、ちょっと簡単に御説明できますか。

○経済産業部長（松永　徹君）　お答えいたします。

　　別府市、それからＢＥＡＭＳ、ＢＥＰＰＵ　ＰＲＯＪＥＣＴ、Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫ、

　この４者が連携・協働しながら事業を進めてまいります。別府市の総合戦略にもございま

　すように、Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫは別府市の地方創生のかなめの役割を果たすものでござ

　いますから、４『Ｂ』ｉの事業に関しましても、Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫがその軸となる役

　割を果たすものであろうというふうに考えております。

○１番（阿部真一君）　この４『Ｂ』ｉの政策について、加速化交付金を利用した制度だっ

　たというふうに理解しておりますが、今後、ＢＥＡＭＳさんとの協定というのは何年間、

　そして今後どのようになっていくのか、経過も踏まえ答弁をお願いします。

○経済産業部長（松永　徹君）　お答えいたします。

　　Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫを軸とした中でＢＥＡＭＳやＢＥＰＰＵ　ＰＲＯＪＥＣＴの経営

　理念、あるいは知的財産、こういったものを活用しつつ、市内外の企業や学生等との官民

　協働によります事業として進めていく計画でございます。

○１番（阿部真一君）　わかりました。この事業も、議会としても注視して今後やっていき

　たい事業だと思いますので、ぜひ途中経過などありましたら、委員会を通してでも結構で

　すので、御報告をよろしくお願いいたします。

○７番（野上泰生君）　まず、通告どおりに質問を進めていきます。

　　まず、雇用についてお伺いいたします。

　　平成 28 年 12 月の議会において、観光を含めた別府市の主要産業であるサービス産業の

　現場において大変大きな雇用に関する問題が出ていますけれども、それは働き手がいなく

　なってサービスレベルを落とさなければいけない、そういったような現場も多数発生して

　いるから、市として今までよりも積極的に、この雇用の問題ということに対して取り組ん

　でいただきたいというような形で質問をさせていただきました。

　　その際に当時の商工課長さんから、各関係部署、関係機関と連携しながら、来年度から

　市内事業所の人材ニーズ調査を行っていく、すなわち具体的にどういう課題があるかとい

　うことを、まずはしっかりと把握していこうというような答弁をいただいております。そ

　れは当該年度、今年度の事業になっていくわけですが、その実施予定、それからどういっ

　た内容か、またどれぐらいの時期にそれを終わらせようとしているのか、お聞かせくださ

　い。

○産業政策課長（花田伸一君）　お答えいたします。

　　産業政策課といたしまして、事業所との関連があります商工会議所との連携、この中で

　事業所アンケート調査を実施する予定としております。７月の発送を目途に集約・分析を

　ことしじゅうに行う予定でございます。また、調査内容としましては、事業所の人材ニー

　ズや雇用環境など、そういった内容を予定しておりますけれども、調査分析による人材ニー

　ズを勘案した上で、事業所の人材確保と個人の就業促進に今後努めてまいりたい、このよ

　うに考えております。

○７番（野上泰生君）　ことしじゅうにということで、ことしというのは 12 月と理解してお

　りますけれども、ぜひとも早目にこのニーズ調査を行った上で、来年度の何らか、来年度

　の具体的な事業につなげていただきたいと思っています。県であったり、ハローワークさ
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　んであったり、今まで雇用対策をしてきた期間の中でも、特に市がやるべきところという

　のは当然あるかと思いますので、連携をしつつ、市ができるところをしっかりと考えてやっ

　ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

　　次に、ＤＭＯについてお伺いします。

　　１年前ぐらいの市報で、ＤＭＯ推進室をつくりました。別府版ＤＭＯを設立して推進体

　制・組織を構築していく。観光を基点とした地域の産業振興を図るために情報や関連デー

　タを収集・分析・活用していくのだ。ＤＭＯというものは、地域の「稼ぐ力」を引き出し

　て、観光地の経営の視点で観光地域づくりをするため、多様な関係者と協議しながら戦略

　を策定し実施するための調整機能を持つ組織であるということを市報にも出して、もう１

　年たちました。

　　さらにその前、平成 27 年度に地方創生の交付金を使って外部コンサルに委託して策定

　した計画でも、ＤＭＯをつくる。当時、組織形態は一般社団でつくっていく。その中に、

　その基本計画の中には外部専門人材を、早目に公募して雇えということが書かれています。

　私も、やはりこのＤＭＯに関して言うと、行政の公務員ではなく外部の専門的な人間を入

　れてしっかりとやっていく必要があるのではないかということを、かねてから言わせてい

　ただいています。

　　ところが、そういった動きがまだなかなか具体的に見えてこないという、なかなか人が

　見つからないのかなと思うわけですけれども、この１年間、もう活動が、ＤＭＯ推進室さ

　んも１年間動いていまして、外部専門人材の導入時期であったり内容というものがまだ見

　えてこないのですけれども、現状どうなっているか、お聞かせください。

○観光戦略部参事（永井正之君）　お答えをいたします。

　　まず現状でございますけれども、昨年４月にＤＭＯ推進室、現在は準備室となってござ

　いますけれども、設置をされました。１年間の取り組みとしては、上半期は震災の復興と

　いうことで民官協働で震災の復興、特に観光面で夏には前年対比 100％の回復を目指し

　て別府の現状を発信する事業、また誘客事業として「Ｇｏ！Ｂｅｐｐｕ事業」などを民間

　の皆さん、また関係課とともに展開をしてまいりました。下半期は、地方創生事業に取り

　組みながら、先ほど阿部議員からも御質問がございましたけれども、多様な関係者から構

　成された産業連携イノベーションネットワーク会議というのを重ねまして、本年１月にＢ

　－ｂｉｚ ＬＩＮＫ、産業連携協働プラットフォームということを指しますけれども、こ

　のＢ－ｂｉｚ ＬＩＮＫの早期立ち上げの提言を受けたところでございます。

　　次に、今御質問の平成 27 年度に調査委託をした、基本計画にある外部専門人材、これ

　は分析官などを指しますけれども、導入の時期についてでございます。ただ、まだ明確な

　時期はちょっと言えないので、別府版ＤＭＯ組織化に向けた過程の中で、議会に対しても

　報告、また御相談を申し上げたいというふうに思ってございます。

○７番（野上泰生君）　もちろん、すばらしい人材がここの成否を決めていくわけですから、

　慎重に募集することは大事なのだけれども、やはりスピード感というのはどうかなと思い

　ますので、ぜひ早くいい人を見つけてしっかりとしたＤＭＯを立ち上げてほしいと思って

　います。

　　ひとつこれは提案なのですけれども、今国内のマーケット向けに関しては、いわゆる遊

　べる温泉都市構想を含めて非常に活発な発信をしてうまくいっているというふうに考えて

　います。また、国内マーケットの大型の団体向けも、ビーコンを中心にした誘致であった

　りスポーツも比較的順調に回っているのではないかと思っていますから、まず最初にイ

　ンバウンドのところからぜひとも専門的な人材を導入して、今のマーケットというのは、

　やはりこれからいろいろな投資をしてリターンが期待できる分野ですから、ぜひこのイン

　バウンドのところから先駆けて人材を導入していくということを提案したいのですが、い
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　かがでしょうか。

○観光戦略部参事（永井正之君）　お答えをいたします。

　　議員御指摘のとおりインバウンド対策というのは、これは成長分野でございます。重要

　な戦略というふうに認識をいたしてございます。私どもＤＭＯ準備室におきましては、国

　内外のお客様に別府市が選ばれて満足いただけるような、そういう戦略的な観光地づくり

　に向けて多様な関係者と連携をして、別府版ＤＭＯというのを、組織化を早期に図りたい

　というふうに考えてございます。特にインバウンドは、議員御指摘のとおり、これはもう

　結果もすぐ出るような、そういった分野でございますので、まずインバウンドから取り組

　んでいきたいなというふうには考えてございます。

○７番（野上泰生君）　先ほどから早くしろとか、ゆっくりしろとか、大変だと思うのです

　けれども、ここはぜひ早くしていただきたいと思っています。

　　次に、教育行政についてお伺いします。

　　まず、図書館における地域の歴史文化資料の扱いについてお伺いします。

　　図書館法というのがあって、第３条第１項に郷土資料であったり、そういったものをしっ

　かりと図書館資料として図書館は収集して、いわゆる一般公衆ですから、市民の皆様の利

　用のために供すること、そういった法律もございます。これ図書館の大原則。

　　もう１つは、別府市の基本構想の中にも図書館・美術館の基本的な役割ということで、

　地域資料を収集・保存し、地域の情報を後世に残す。温泉に関する資料など別府の地域資

　料を収集し、この場所にしかない価値ある情報として後世に伝えます。ちょっと日本語が

　何かよく、変な気もするのですが、もう１つは、専門知識を持つ職員による調査研究の拠

　点となる専門性を持った職員によって、収蔵資料や作品などに関する研究や分析を行う拠

　点として、今度の新しい図書館や美術館を位置づけていくということをしっかり書いてい

　ただいています。

　　一方で私、ついこの間、別府の歌人の淺利良道さんという方がいるのですが、その方の

　資料を大量に持っていて、扱いに困惑しているというのは、お父さんが持っているので、

　自分はどうしたらいいのかわからないという方であったり、既に別府の温泉に関する資料

　をたくさん持っていて、個人的にアーカイブ化していく。要は公衆の利用に期すために開

　放していくような活動をしている個人の方もいたり、東京の古書店街に行くと、別府の絵

　はがきというのを結構売っていて、つまり散逸しているわけです。それを放っておくとい

　ろんなところに散逸するので、自分のお金で買い集めて保存して、それをデジタルデータ

　にして持っていくみたいな活動をしている人もいたりするわけですね。そういう方々は別

　に豊かなわけでもなく、本当に自費で一生懸命やっているわけですが、そういう中で図書

　館がもっと果たす役割というのがあるのではないかと思うわけです。住民がそのような形

　で所有している郷土の歴史文化資料の保存、そして活用について、別府市の図書館として

　どのような方針を持っているかお聞かせください。

○次長兼社会教育課長（高橋修司君）　お答えいたします。

　　歴史文化資料等の寄贈依頼があれば、その資料の歴史的・文化的価値を調査し吟味し、

　できるだけ可能な限り所有者の意向に沿った形で受け入れをし、展示等市民の利用に供し

　たいと考えております。しかしながら、現状ではスペースの問題等課題が多く、昨年度末

　に策定いたしました図書館・美術館整備基本構想を基本に、今後は基本計画策定に向け専

　門職員の配置や施設のスペースの問題、それらに伴う資料の問題等につきまして調査研究

　をしていきたいと考えております。

○７番（野上泰生君）　結局、寄贈があれば受け入れる。今後、そういった専門職員等は、スペー

　スがないというのが１つあって、専門職員の配置は今後の研究課題ということなのですね。

　別府市の図書館行政、図書館政策の中ですばらしい点もあって、それは各学校に司書さん
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　を配置している、これはすばらしい。ただ最近は、例えば新規図書の購入の予算が半分に

　減らされています。これはスペースがないから、書架がないから。そして正規の司書がい

　ない。これもほぼ、ほかのところではあり得ない状況で、結局は正規の司書さんがやるべ

　くそういった郷土の歴史文化資料を調査するとか整理するとか、そういったところがなか

　なかなされずに行われているというのが実は現状で、図書館・美術館を新しくつくるとい

　う、これはハードであって、ソフトの部分は今すぐにもできるわけです。したがって、私

　は、来年度からでもいいですから、しっかりとこの地域の歴史文化資料をどのように扱う

　のか、具体的な政策として提案していただきたいということをお願いいたします。

　　次に、別府学についてお伺いします。

　　別府学は、正直すばらしいと思っていて、いわゆる義務教育の９年間に別府のことを勉

　強していく時間ができる。私たちの年代も、実は別府のことを学校で習った記憶というの

　がほとんどないですね。古墳時代とかエジプト文明とか習うわけですけれども、実は地元、

　自分たちが生まれ育ったまちについては一切知らないまま大人になっていくという、これ

　は非常に不幸なことで、今、長野市長が始めた別府学というのは、そういう意味ではすば

　らしい。私もずっと路地裏のガイド等をしていましたが、やはり地元の子どもたちを案内

　する機会もあって、知るとすごく喜ぶし、楽しい。自分自身も別府のことを知らなかった

　けれども、活動の中で別府のことを詳しくなっていく中で非常に愛着が湧いてくるという

　ことで、何よりも驚いたのが、先生たちが意外と別府のことを本当に知らないですね。そ

　ういう意味では、この事業をしていく中で当然先生たちも予習をしたりしていくわけで、

　先生方が別府のことに詳しくなって、そして子どもたちに伝えていくというのはすばらし

　いな。できれば親御さんとか、もしくは外から来る観光客の皆さんにもこのような資料が

　伝わればいいなと思っています。

　　先ほど販売の提案もありましたけれども、今どきですから、もうＰＤＦか何かにして配

　布できるような形にすればお金もかからないし、買うほうも簡単にダウンロードできるの

　で、ぜひその辺も考えていただきたいと思っています。それほどすばらしい資料だなと思っ

　て、議会に配られたときに見て感動していて、思わず写真を撮ってフェイスブックにシェ

　アしたのですけれども、その後、中を見ると、カメラ目線の市長と目が合って（笑声）、

　ちょっとこれはびっくり。これが今はやりの「忖度」かというのが、率直な感想でした（笑

　声）。本当にちょっとびっくりした。ただ、そのときはそれで、そういう感じかなと思っ

　ていたら、その後新聞の報道もあって、これはちょっときちんと確認しなければなという

　のがあるわけです。

　　ああいうふうに新聞報道までされて、教育長のコメントも出ていました。市長もありま

　した。どういう見解を持たれているかお聞かせください。

○次長兼社会教育課長（高橋修司君）　お答えいたします。

　　別府学の記載内容につきましては、ふるさと別府に関する学習教材でありまして、特段

　問題となるものではないというふうに考えております。

○７番（野上泰生君）　市長、教育長の直接の見解がもしあればお聞かせ願いたいわけですが、

　きのうも平野議員が言ったとき、やはり平野議員も違和感を持った、私も持った。理由

　は、やっぱり教科書というのは教室の中で使われるものであって、その中にいわゆる現職

　の政治家の写真が出るということが果たしていいのかなというところで違和感を持ったわ

　けですね、法律に違反しているかどうかというのは別として。そういう中で理由をいろい

　ろ聞いていくと、先ほどあったように、なかなかチェックができなかったということなの

　ですけれども、やはりそれは理由にならないと思っています。もし見解があれば、ちょっ

　とお聞かせ願いたいのですけれども。

○教育長（寺岡悌二君）　お答えをいたします。
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　　別府学につきましては、本当、別府のすばらしさを学んで将来のまちづくりにつながる

　というようなことを、子どもたちに身につけてもらいたいという、そういう願いと思いが

　ございまして、市長の公約にもございますけれども、でも公約に限らず本当に大事なこと

　だと思っていました。

　　今回は本当に高い評価を議員さんたちからいただいている反面、そういうような御意見

　もあるということで、教育委員会としては、特段問題はないというふうに最初は思ってい

　たのですけれども、そういう意見があるということでございますので、本年度、各学校あ

　るいは保護者、子どもたちの声も考慮しながら、また取り組んでいきたいと考えていると

　ころでございます。

○７番（野上泰生君）　せっかくいい教材だし、すばらしい制作品ですね。余分な何かマイ

　ナス点があるのはもったいないと思っていますので、ぜひ考えていただいて対応していた

　だければと思います。ただ、今のを回収してどうこうとか、そこまで言う気もないし、や

　はり市長の思いというのがあると思うのです、別府学への。そういう場合は１枚の紙に書

　いて、親御さんにちゃんと渡るようにしていくとか、そういう感じでまとめていただける

　といいのではないかと正直思っていますので、ぜひまたいい感じで書いてください。お願

　いします。

　　次は、計画行政について。

　　計画行政というとかたい感じがして、今、市長さんがやっている「湯～園地」とか、こ

　れはすばらしいと、本当に観光をなりわいとしている者としては感謝します。そういった

　こう、去年の今ごろ、地震が起きて、いわゆる非定型というか、臨時の対応を迫られてい

　く中、それから秋にＯＮＳＥＮアカデミアで発表した動画が「やってしまった」というや

　つで、異常な反響があって、それに追われていくという中で非常に忙しいだろうな。そし

　て、ただ一生懸命やってくれているのだろうなということを思っています。そういうふう

　なすごくこう、何というのかな、発信というか、発信していく部分というのはすごくう

　まくいっているし共感も得ているというふうに思っていますが、一方で別府市としてより

　大事なのは、もっと地味な部分。恐らく行政の９割以上を占めている地道な部分ですね。

　これこそがやっぱり市民生活に直結していくものであって、このあたりをいかにしっかり

　と回していくかというのが大事だと思っています。そういう意味で計画行政という、ちょっ

　とかた苦しいですけれども、そういった基本的なところをどう回していくかということが

　大事だと思っています。

　　別府市には、やはり行政の計画の体系があって、基本計画から実施計画という形で、実

　施計画は毎年つくられている。実はこれまで２年間、ちょっと実施計画が公開されてい

　なかったので、議会でも、ちゃんと公開してくださいとお願いしていた中で、ことしの３

　月に初めて公開していただいたということは感謝します。その実施計画を読ませていただ

　いてちょっと不思議に思ったのが、実施計画の中に「議会の予算委員会の説明資料を見て

　ください」というのがほとんどあって、いつのタイミングでこの実施計画というのはつく

　られているのかちょっと疑問に思ったので聞かせてもらいます。

　　実施計画というのは、別府市の後期基本計画の中でも、やはり総合計画はプランであっ

　て、実施計画はプログラムで非常に大事なものだ。この実施計画を前提に予算がつくられ

　て執行されていくというふうなことを書かれているわけで、何となく議会審議が終わった

　後に実施計画が出てきて、その中に、議会の審議資料を見てくださいというと、その後に

　つくるのというふうに、何か不思議に思っちゃうのですけれども、実際のところどうなっ

　ているのかお聞かせください。

○総合政策課長（本田明彦君）　お答えをします。

　　事業が予算化されるまでの流れですけれども、10 月に実施計画の調整会議といったも
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　のが開催をされます。その実施計画の調整会議で最終的に実施計画の採択事業が決定をし

　ます。その時点での実施計画は、財政収支の中期見通しの基礎資料となります。予算編

　成には実施計画で採択された事業以外は予算要求できないといった不変のルールがありま

　すが、このルールを踏まえて各課は予算要求書を提出いたします。その後、財政担当のほ

　うがその予算要求書を見て事務事業の内容を精査して要求額を調整、年明けの市長査定を

　経まして、当初予算の案ができ上がります。その当初予算案を３月の議会に上程して、議

　会の議決後に計画額と実施計画の計画額と予算額を置きかえる、そういった作業を行って、

　最終的に実施計画書ができ上がるといった流れとなっています。

○７番（野上泰生君）　やはり実施計画というのは、予算の編成の前につくられている。ただ、

　その数字自体は予算編成を通じて変化するので、なかなかその時点では表には出せない。

　それは理解できます。実際我々が、では予算審議するときに、予算の説明資料というのは

　多分かなり時間をかけてつくられていると思うのですけれども、それ、実施計画をそれに

　したらどうかというのが１つの提案なのです。というのも、我々が審議していく中で単年

　度の予算だけを見るよりは、これから拡大していくとか、これから縮小なのだとか、そう

　いうトレンドもやっぱり見ていきたいし、実施計画の中の位置づけがどうなっているか

　とか、そういうのを知りたいわけですね。ところが、予算審議の後に実施計画が出るとい

　う形になるとなかなか、３カ年ですけれども、どういうふうに考えているかという思い

　が読めないまま予算審議をしていくという話になるし、実際行政側も予算審議用の資料を

　つくって、その後に実施計画をまた完成させていくという話なので、年末には予算編成が

　ほぼ確定しているのであれば、実施計画という形で予算審議用の資料をちゃんと整備して

　いただければ、それを我々も見て議論してできるというふうに思っていますので、今すぐ

　答弁できないということだったのですけれども、要はお互い無駄な作業もしたくないし、

　我々も審議を深くいきたいので、ぜひそのあたりはもう一回検討して、実施計画のあり方

　ですね。また、もちろん２年目、３年目というのは変化すると思っていますが、当該年度

　から先にかけてどういうふうに展開していくのかということも必要だし、考えたいし、何

　よりも市民の方に開示していく資料の中で、これは議会のこれを見てくださいとかという、

　ああいうやり方ではなくて、実施計画というのは重要な位置づけなので、実施計画をしっ

　かりつくって、議会の説明資料はむしろ軽くしていくというような形に変えていただける、

　これは議会との話し合いになると思うのですけれども、変えていくということを提案させ

　ていただきます。

　　次ですね、施策評価への取り組みについてお伺いします。

　　これ、別府市はいわゆる事務事業評価というのをしていたのですね、過去。平成 25 年

　に行って、それ以来していないという。その当時の課長さんとはよく議論をさせていただ

　いたのですけれども、どうしてやめたかというと、実は細かな事務事業レベルの評価を幾

　らやっても、実は投入する労力に応じて成果がなかなか出にくくなっているというのが、

　当時の理由でした。ただ一方で、やはり政策のＰＤＣＡを回す、政策の精度を上げていく

　上でもこういった評価は大事だよということで、平成 27 年には、当時の国実委員長が決

　算特別委員会で行政評価制度の構築が急務である、28 年にも黒木委員長で、さまざまな

　観点から事業評価を行うことが大事だということが議会から求められているわけですね。

　　平成 25 年にさかのぼって 12 月議会でも当時の政策推進課長は、本市の行政評価はまだ

　事務事業評価の段階であると。要はそれではなかなかきちっとした成果が上がりにくく

　なっているが、最終的には施策評価、さらには政策評価まで目指していく。そのためには

　総合計画から実施計画、それから予算編成まで連動するような仕組みをつくる必要があ

　る。現在の事業別予算は、もう導入から 20 年以上たっているので、仕組みが古くなって

　いる。いずれ早い段階で事務事業の棚卸しを行って、施策体系別に再構築する必要がある
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　というふうに答えているわけですね。それについて、現在まだ何もその具体的な取り組み

　が見えてこないのですが、どのようになっているかお聞かせください。

○総合政策課長（本田明彦君）　お答えします。

　　行政評価制度の必要性というのは十分認識をしておりますが、現状では総合戦略の進捗

　管理が最重要課題と考えております。総合戦略の着実な実現に向けて総合戦略の推進委員

　会、それから別府市まち・ひと・しごと創生本部会議の中でＰＤＣＡサイクルを確立する

　手法を現在検討しているところです。

○７番（野上泰生君）　今、総合戦略というものが、長野市政になって国からも言われて一

　生懸命進めていく中で、やはりそこは優先されてきているというのは理解しています。そ

　の中で今回、総合戦略に該当している幾つかの―― 30 超かな――事業について評価を入

　れていくということも理解しております。ぜひともやっていただきたいのが、その中の事

　業に関していわゆる今までやってきたのは事務事業評価という、個別の事業コードごとの

　細かな事業を投入した資金や人手に対してどれぐらい成果が上がったかという、どういう

　結果が出たかという、そういった評価ばかりをしてきていて、それは既に、それをやって

　も意味がないというのが平成 25 年段階での結論なのですね。

　　そうではなくて、やっていただきたいのは施策評価。例えば施策、難しいので、政策が

　例えば観光であれば、別府市全体の入り込み客を何万人にして、ＧＤＰというか、稼ぎを

　どれぐらいにして、雇用をどれぐらいという、大きいところはやっぱり政策、観光政策で、

　そのためにはインバウンド部門をこのようにしていこうという、これが施策だとしたとき

　に、今の事業というのは一つ一つのＷｉ－Ｆｉ環境を整備しようとか、クルーズの受け入

　れしましょうというのが、これは事務事業という、そういったふうに分けるとしたときに、

　そのＷｉ－Ｆｉがちゃんと動いたかどうかとか、クルーズが何隻来たかというのを話して

　も、余り意味がないのですね。それはもう各課長補佐さんとか課長さんが、それがちゃん

　とできているかを判断すればいい話であって、そういったＷｉ－Ｆｉや、そういったもの

　をいきながら実際インバウンドのお客様がどれぐらい来たかとか、そういうところをちゃ

　んとやる中で、Ｗｉ－Ｆｉも要らないのでやめだとか、もっと本来ならこういうことをや

　らなければいけないから次からという、そういった施策単位で大きく妥当性とか有効性を

　考えて入れかえていくのが施策評価。

　　これはやっぱり僕は部長さんのマネジメントだと思っているのです。ぜひ各部長さんが、

　そういったマネジメントの中でいわゆる施策評価、言い方は何でもいいです、そういった

　事務事業の塊を思い切って評価してスクラップアンドビルドしていく。そういったことを

　すべきだと思うわけですが、考えをお聞かせください。

○企画部長（忰田浩治君）　お答えをさせていただきます。

　　各部長が大きな事業のマネジメントをすべきだというお考えでございます。それにつき

　ましては、今回の機構改革の中で「政策市役所」というものを目指し、各部のほうに政策

　担当課を配置したところでございます。

　　これからは、それぞれの部局内で政策担当課が中心となりまして、部局内それからまた

　部局外との調整を図りながら、部長のマネジメントの中で議員御指摘のそのＰＤＣＡ等を

　回しまして、選択と集中という意思決定ができるような、そういう組織体制の構築、これ

　を図っていきたいというふうに考えてございます。

○７番（野上泰生君）　３年目から機構改革で「政策市役所」ということになったのを大変

　期待しています。幾ら部署ができたとしても、やはり選択と集中の判断ができないとマネ

　ジメントではないと思っていますので、ぜひやっていきながら大胆に部長さんが有効性を

　評価しながらマネジメントしていくというような形になっていただきたいというふうに

　思っています。そのためには、今回やる総合戦略の評価に関しては大胆な、個別の事務事
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　業云々ではなく大きな施策単位でどうなのだというような議論をぜひ展開していただきた

　いと思っていますので、よろしくお願いいたします。

　　次に、行財政改革についてお伺いします。

　　まず、自治基本条例についてなのですけれども、これはまだなかなか意見がまとまって

　いないということで、こちらで意見だけ言わせてもらいます。

　　2001 年に地方自治法が変わって、自治体自体の経営というものが問われる時代が来て

　いると考えています。そういった中で「自治体の憲法」と言われる自治基本条例を制定す

　る自治体が、今ふえてきている。最近ちょっとブームが終わったのかもしれませんが、調

　べた平成 29 年４月においては、全国で 365 の自治体、全国の自治体 1,700 あるわけです

　から、およそ２割の自治体がこの自治基本条例を制定している。

　　なぜ自治基本条例かという話ですが、やはり我々行政にとっていくと、市役所が市民の

　皆様に対してどのような形で対応・接していくのか、議会はどのようにやっていくのか、

　議会と執行部はどういう関係でいくのか。そういった基本的なルール、ガバナンスの仕組

　みを規定していくのが自治基本条例だと考えています。恐らく今細かな条例でたくさんば

　らばらとあると思うのです。協働のまちづくり条例にしても、そういったことも含めて全

　体的な自治体としてどのようなまちを目指し、そしてどのような形で行政が役割を果たす

　か。それを定めていくのが自治基本条例で、多くの住民の皆様や議会と執行部が議論を重

　ねていきながらつくり上げていくというプロセスになると思っています。

　　このプロセスこそが大事であって、これは提案なのですけれども、ぜひ長野市政を担っ

　ていく若手職員さん、これから結構管理職が相当やめていく状況になっていて、やはりそ

　の管理職、マネジメントのできる職員さんを育てる必要があると思っています。そういう

　職員さんを育てるという意味においても、この自治基本条例をつくることでやはり勉強す

　る機会を与える。日ごろの業務から少し離れて、もうちょっと大きなところで議論すると

　か、住民の皆さんとお話をするとか、議会の我々とも対話していくとか、そういう機会を

　ぜひ与えてあげて育てていただきたいということで、この自治基本条例はそういうきっか

　けとなるような形で制定を目指したらどうかというふうに思うわけです。もちろん条例制

　定権は議会ですから、議会と一緒になってつくり上げていくということが求められるわけ

　ですが、その辺はお願いということで、また後で聞きますので、ぜひよろしくお願いします。

　　今のが行財政改革の中で、行政改革の中のガバナンスの基本ルールを自治基本条例と位

　置づけたときに、つくってください、つくったらどうですかという提案でした。

　　次は、そのガバナンスの中でも一番大事なのが、やはり意思決定権を持つ我々議会であっ

　たり、市長さん、副市長さんが、どのようにみずから身を正していくか、それをわかりや

　すくするか。そういうところがやはりないと、なかなか職員の皆さんもついてきてくれな

　いのではないかというふうに思っています。

　　そこで、別府市議会では、ちょうど２年前に議員の政治倫理に関する条例というのをつ

　くって、結構厳し目のやつを当時つくったというふうに思っています。ただ、一方でその

　条例の範囲は議員だけであって、市長さん、副市長さん、教育長さん等は含まれていない。

　それ以外非対象の状態が続いているわけです。そのことについて現状、特別職の政治倫理

　条例というものを執行部として考えて提案するかどうか。その辺についてどのように考え

　ているか、お聞かせください。

○共創戦略室長（原田勲明君）　お答えいたします。

　　市長の資産等につきましては、政治倫理の確立のための別府市長の資産等の公開に関す

　る条例を平成７年 12 月に施行し、公開をしているところでありますが、特別職の政治倫

　理条例につきましては、平成 27 年第２回市議会定例会におきまして、市として提案する

　考えを持っていないということを申し上げたところであります。
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　　市長を初めとする特別職につきましては、行政運営の公正を確保するために常に高い倫

　理観が求められているわけでありますが、これは条例の有無にかかわらず、公職者として

　当然保持をしなければならないものだというふうに考えております。したがって、現時点

　におきましても、特別職の政治倫理条例を提案する考えはございません。

○７番（野上泰生君）　ちょっと残念だというのが、率直な感想です。やはりこういうガバ

　ナンスをつくる上で、いわゆる経営陣が身を正すというのを形として出していくものが政

　治倫理条例だと思っています。

　　もう１つは、今回の政治倫理条例は議員のものなのですけれども、審査会というものが

　設置されていないのですね。したがって、外部の者も入らずに、やはり条例としては不十

　分だ。しかも、どうして、では審査会が入らないかというと、そもそも審査会というのは

　市長が設置すべきものであって、そういう意味では執行部と連携をした条例をつくってい

　く必要があるというのを私は考えています。

　　したがって、今後もそういう考えであると思いつつも、私としては一緒になっていい政

　治倫理の条例をつくっていきたいというふうに提案をして、お願いをしておきます。

　　では、次に行きます。ガバナンスの根幹となるものは、そういう部分に加えてやはり情

　報の公開、公開というよりはむしろ私は積極的に開いて、「開示」という言葉を使いたい

　わけですけれども、残念なことに５月 29 日のまた地元の新聞において、別府市の情報公

　開度というものが非常に低い、県下でも 18 位。下は１つしか自治体がないという、そう

　いう点数をつけられて、ちょっと不名誉だなと思うわけですが、この原因についてお聞か

　せください。

○総務課参事（本田壽徳君）　お答えいたします。

　　新聞報道でも触れておりましたが、工事などで指名競争入札を実施する場合の根拠法令

　が記載されていなかったことなどが、低い評価になった原因と思われます。

○７番（野上泰生君）　では、その今答弁があったような根拠法令が記載されていなかった

　ということについて、どう対応しているかお聞かせください。

○総務課参事（本田壽徳君）　お答えいたします。

　　根拠法令の記載につきましては、指名競争入札を実施する前に行います執行伺、この様

　式を見直しまして、根拠法令を記載する欄を設けまして、現在は根拠法令を記載するよう

　にしているところです。

○７番（野上泰生君）　では、新聞で、これは大分市民オンブズマンさんの調査によるわけ

　ですけれども、そこで非常に大きなマイナスポイントとなった部分については、対応が終

　わるというふうに理解しました。

　　一方で情報の公開というものはそれだけではなく、非常に大事だというふうに思うわけ

　ですが、この情報公開、市の情報公開に対しての改善のため、現状どういうふうな取り組

　みを行っているかお聞かせください。

○総務課参事（本田壽徳君）　お答えいたします。

　　昨年の決算特別委員会での指摘も受けまして、平成 28 年度に支出しました補助金につ

　いて、支出状況や成果などを市のホームページで公表するための作業を進めているところ

　であります。また、情報公開制度を説明しております市のホームページにつきましても、

　レイアウトや内容を見直し、よりわかりやすくするとともに、公開請求の手続も簡素化で

　きるところがないか、見直しを図りたいと考えております。

○７番（野上泰生君）　議会からもしつこく指摘をしてきて、いわゆる各種団体への補助金

　ですね、そこの部分がなかなか、従来ずっと同じような形で繰り返されているので、も

　う少し公開することによって、要は多くの方が目を入れてそこを改善していく、要は成果

　を高めていくという提案の中で、今回からそういった各種団体とのやりとりの書類を全て
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　市のホームページ上で公開していくということに関しては高く評価していきたいし、よ

　かったと思っています。また、手続等を簡素化して公開請求をしやすくする、アクセスを

　なくしていく。それもよかったなと思いますので、ぜひいろんな形でとにかく情報公開も

　しくは開示ですね、積極的に情報を出していくというところを、情報発信とか、その辺は

　大変上手なのですけれども、この行政の基本的なところを公開していく部分に関して、よ

　り高いレベルでの活動を求めていきます。

　　もう１つですね。ひとつ気になったのは、市が事業者に委託をして行った調査の報告書

　について、これは公開なのかどうなのか。取り扱いをお聞かせください。

○総務課参事（本田壽徳君）　お答えいたします。

　　御質問の報告書につきましては、職員が職務上作成し、または所属した文書として別府

　市情報公開条例第２条第２号に規定します公文書に当たります。また、同条例第７条では、

　公開請求があったときは、個人に関する情報など、同条の第１号から第６号までに掲げる

　非公開情報を除き、請求に係る公文書を公開しなければならないと定めております。した

　がいまして、報告書に条例で定める非公開情報がある場合は非公開、もしくは非公開部分

　を除いて公開することになります。また、非公開情報が含まれない場合については、その

　全てを公開することになります。

○７番（野上泰生君）　つまり、別府市が委託で出したような事業に関する報告書は、原則

　は公開なのだ、どうしてもできないところは墨で塗り潰してでも出す、これが基本ルール

　だというふうに理解しています。

　　なぜこれを聞くかというと、実は平成 27 年度に国のお金を使って行った地方創生の基

　本的な調査、これはＣＣＲＣとかＤＭＯとか幾つかの情報に対して数千万円のお金を使っ

　てコンサルタントに依頼した成果物ですね、調査報告書。これが非開示になっているので

　すね。もちろん公開請求をすれば出るのですけれども、私は、国のお金を使って調査した

　ものは国民の財産だと思っていますので、ぜひ速やかに公開をしていただきたい。これは

　企画のほうの担当だと思うわけですが、やはり税金を使って調査をして、いわゆるそのノ

　ウハウですよ、それを、ノウハウは出したくないというふうに閉ざしてしまうのか、ノウ

　ハウを出してみんなで考えましょうというのか、それでやっぱり大きく違うと思うのです

　ね。今は、もうシェアをしてそういう知識を共有していきながら、ともに高め合おうとい

　う時代ですよ。そこを我々が非開示で、我々のノウハウだからと囲い込んでいくと、恐ら

　く周りは協力してくれない。ですから、ぜひもっとオープンになって、そういった知的な

　財産ですから、ぜひ出していただいて、これからの別府をどうつくっていくか。別府の成

　長のための戦略の報告書であるがゆえに、ぜひそこは別府市民だけでなく日本中の方々に

　公開をしていろんな意見とか、私もここなら協力できるとか、そういうところを募るべき

　だというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

　　次は、任期付職員制度の活用について。

　　これは、当会派長の山本議員がやったことと同じです。やはりきょうの新聞でも同じよ

　うに報道されていまして、人事院は、国だったらこういうことはないというふうなことを

　新聞にも書かれていました。私も実は人事院の任期付制度の担当者にお電話をして確認を

　しましたが、やはり国の場合は、公務員の時代にやっていた職務をそのままやることに対

　してこの制度を使うということは基本考えていないし、国の人事委員会にそういう提案が

　出たときは、間違いなくそれは不採択、拒否されるでしょうという答弁、回答を得ています。

　　つまり、やはり今回のやり方というのは余り適切ではなくて、本来なら再任用制度の枠

　の中でどうやって使うか。当然ながら時間とか責任が大きくなるのであれば滞留を考えて

　いくような、そういったやり方が適切だったのではないかというのが私の意見です。これ

　もやっぱりガバナンスの話でして、この人事というのは根幹の話ですから、やはりそうい
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　うことがちょっとこう、おかしな、運用していくとがたがたと崩れていくわけですから、

　ぜひここも意見として言わせていただきます。

　　次に、財政状況と情報開示についてお伺いします。

　　これは予算委員会等でも別府市の財政の収支見通しについて、副市長のほうから改善の

　取り組みを示して、いわゆる公表していくというふうな回答を得ているわけですが、これ

　についていつごろの予定か、もう一度お聞かせください。

○財政課長（安部政信君）　お答えいたします。

　　今年度、行政改革大綱とその実施計画となります推進計画、これを策定することとして

　おり、５月 19 日に行政改革推進審議会を設置し、既に着手をしておるところでございます。

　その推進計画の中で改革項目の具体的な改善への取り組み、それと、その取り組みにより

　見込まれる歳入歳出の改善額である、いわゆる行革の効果額というものをお示ししていき

　たいと思います。それとあわせて、その行革の効果額を反映させた財政収支の見通しとい

　うものを示し、財政運営の持続可能性について説明をしていきたいというふうに考えてお

　ります。

　　時期については、今年度末までに公表をしたいというふうに考えております。

○７番（野上泰生君）　財政収支の中期見通しというのが、例年秋に発表されていると。今

　までの中期見通しの中においては、いわゆる最悪のシナリオだけが示されていて、何年後

　かには 50 億を切りますみたいな、そういった話、そういうストーリーだけが提示されて

　いて、本来であれば財政改革をしてどれだけの財源を浮かして、だからその財政改革をし

　た結果、これぐらいのところまで要は是正していくのだという、そういった計画を出すべ

　きであるというのが私たちの指摘なのですね。そこに対して前回の予算委員会においては、

　決算委員会のときまでに出しましょうという話をいただいていたわけですが、一方で、最

　近聞き取りをしていくと、やはり別府市としてはこれから行政改革大綱をつくっていく。

　それは当初、たしか今年度中につくって、来年度に実施計画をつくるという話だったので

　すが、推進計画をつくるという説明だったと理解しているわけですが、今や、それを１年

　間前倒しをして、今年度中に推進計画まで行くのだということを聞いていまして、それに

　関しては非常にスピード感が早まったわけですから、いいことだなと思っています。その

　推進計画をつくる段階において具体的な削減額とか財源を捻出する金額ができてくるの

　で、そのときに出させてほしい。つまり逆に言うと秋には間に合わないけれども、来年度

　末までにはしっかりとした数字が出るという回答をいただいたと理解しています。

　　だから、もう１つお願いなのですけれども、これは私が予算審議で議論すべき課題だと

　考えていて、できれば予算委員会までに出していただきたいというのが、私の要望です。

　そうしないと議論ができない。ですから、ぜひとも予算審議のときに出していただく、そ

　して実施計画も出していただく。そして充実した予算審議をしていく中で、要は最終的に

　はいい議論をして市民のためになっていくということがあると思いますので、これは要望、

　お願いですけれども、しておきます。

　　きょうは、ちょっとガバナンスのこととか、いろいろ言いにくいこともあったり、ちょっ

　と中途半端な質問で突っ込みも甘かったかもしれないのですけれども、こういう機会を

　せっかくいただいていますので、できるだけ提案をしていきながらも、言いたいことは言

　わせていただくということで御理解ください。きょうは、どうもありがとうございます。

○議長（堀本博行君）　お諮りいたします。本日の一般質問はこの程度で打ち切り、あす 14

　日定刻から一般質問を続行いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

○議長（堀本博行君）　御異議なしと認めます。よって、本日の一般質問はこの程度で打ち

　切り、あす 14 日定刻から一般質問を続行いたします。

　　以上で、本日の議事は終了いたしました。
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　　本日は、これをもって散会いたします。

　　　　　　午後４時 32 分　散会
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